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浅間山を廻る縄文土器

群馬県における郷土式土器について

関根慎二

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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要 9
日

群馬県では、縄文時代中期後半の土器は、加曽利E式土器に代表されてきた。この時期、群馬西部地域では、曽利式・

唐草文土器が主体となる遺跡が知られている。長野県東部の浅間山西南麓では、曽利式土器 ・唐草文土器とは別に、郷

土式土器が型式として認められようとしている。浅間山の東にある群馬県でも唐草文系土器と呼ばれている土器が、郷

土式土器に移行するのではないかという観点から、土器の検討を行う。

さらに、これらの土器と加曽利E式土器との関わり合い、浅間山を廻って分布する郷土式土器の領域的範囲について

考える。

キーワード

対象時代縄文時代中期

対象地域群馬西部

研究対象縄文土器
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1. はじめに

群馬県地域では、縄文時代中期後半の土器群が、加曽

利E式土器に代表される土器様式が主体となって分布し

ている。群馬県内の当該期の土器編年研究においても、

加曽利E式土器中心の土器研究が行われてきた。

しかし、県内の中期後半の土器を見渡した場合、浅間

山北東麓の吾妻郡 ・南東麓の碓氷郡 ・甘楽郡地域を中心

とした群馬西部地域では、加曽利E式土器に混じって、

意外に信州系土器の曽利式 ・唐草文土器様式と呼ばれる

土器が多く出土している状況が、近年の調査からうかが

えるようになった。加曽利E式土器の時期に、加曽利E

式土器ではなく、信小l・I系の曽利式 ・唐草文系土器が主体

的に存在する遺跡もある。しかし、これらの土器は、信

，州系の土器として一括して捉えられ、群馬県地域の主と

なる土器ではないという認識が、主流であった。

このような状況の中で筆者は、群馬県北西部山間地域

と南東部の平野地域で土器様相が異なる状況を紹介した

ことがある鬼このシンポジウムで、長野県の綿田弘実か

ら、浅間山西部に分布する土器を郷土式土器として型式

設定の提案があった。信州系土器と言われる曽利式土器

の主体となる分布地域は、八ヶ岳周辺 ・山梨県 ・東京 ・

埼玉西部 ・神奈川、静岡東部にある。また、唐草文土器

の分布は、諏訪湖盆地・松本平・上伊那地域にある 2) と言

われている。郷土式は、これらの信朴1系土器と呼ばれる

土器群の分布域とは異なり、佐久地域、浅間山西南麓に

分布の主体があると言うことであった。浅間山を県境に

して東側に位置する群馬県においても、近年の調査成果

によって、曽利式土器 ・唐草文土器や郷土式土器と思わ

れる土器が集落から出土し、加曽利E式土器との関係を

論じる報告書もみられるようになった。これらの信小卜1系

土器3)の中から郷土式土器を抽出し、土器の分布と、加曽

利E式土器とのかかわりを検討することで、群馬県内に

おける当該期の領域について考えたてみたい。

2.郷土式土器の特徴

郷土式土器と呼ばれる鱗状短沈線文土器の分類は、 川

崎保・桜井秀雄・綿田弘実等が詳しく行っている九郷土

式土器の研究史などは、そちらに譲り、郷土式土器の型

式概要について、 川崎が報告した駒込遺跡を参照して進

めたい。縄文土器型式は、情報の共有によって生み出さ

れるものである。群馬県出土の信州系と呼ばれている土

器についても、土器型式を設定した同じ某準で、土器を

みなければならないと思う。土器型式情報を共有するこ

とで、同じ土器様式が浅間山を廻る地域に分布する土器

であることを確認するために、長野県で設定されている

郷土式土器の型式概念に群馬県の土器を当てはめる作業

から行いたい5)0

川崎は、駒込遺跡で、郷土式の特徴と分類を次のよう

に行っている（川崎2001)。図 1参照。

(1) 幅広に口縁部文様帯が肥厚し、胴部はバケツ形あ

るいは緩やかなキャリーパー形を呈す深鉢形土器が

主体である。

(2) 幅広に肥厚した口縁部文様帯には、渦巻文を取り

込んだ横長の勾玉形の区画文が施され、鱗状短沈線

文（湾曲した平行短沈線文）が充填される。

(3) 頸部に無文部はなく、口縁部直下に胴部文様帯が

みられる。胴部は沈線文あるいは隆帯文で区画が施

され、さらに蛇行沈線文などでこれらの区画が分割

され、鱗状短沈線文が充填される。

(4) 地文や胴部の区画の沈線文はヘラではなく、半戟

竹管状工具によるものが主体である。

(5) 胎土は同時期の加曽利E式などに比べるとやや軟

質で乳白色から黄褐色がかった色を呈するものが多

し＞。

(6) また同様な胎土をしている鉢形土器、浅鉢形土器

も本類に一応含めた。

駒込遺跡では、これらの特徴を勘案して、さらにA

類から G類に大別している。

A類 口縁部文様は幅広で肥厚しており、胴部はU字

ないし逆U字の区画沈線文が縦位に配置され、鱗

状短沈線文が充填される深鉢形土器

B類肥厚した口縁部文様帯はA類に似るが、胴部は

鋸歯状の斜行沈線文が充填される深鉢形土器。

C類 口縁部がやや内湾し、胴部は刻み目を有した隆

帯文で縦位に区画される深鉢形土器。

D類 口縁および胴部が隆帯で区画されるバケツ形の

深鉢形土器。

E類鉢形土器

F類 口縁部文様帯を持たない深鉢形土器。

G類浅鉢形土器。

以上の分類を基準にして、群馬県内における郷土式に

ついて実例をあげて紹介するが、 (5)、(6)については、県

内の複数の遺跡から出土する遺物を対象としたことか

ら、一遺跡内の土器胎土とは条件が違うため除外する。

また、上記に分類された土器の範疇には入らないが、明

らかに加曽利E式土器とは異る土器で、郷土式に含まれ

ると考えられる土器についても補足し、これをH類とし

て追加して説明する。これらの特徴と分類により、分け

られた土器を群馬県内出土の郷土式として検討を加える

ための基準資料としたい。図 2は、これらの観点により

分類した土器である。

A類 (1~3) 口縁部文様は、加曽利E式土器と同

様の楕円 ・半円区画に渦巻きを持つ、渦巻きつなぎ弧文

である。 1は、口縁部文様帯を肥厚させ、器面を扶るよ

うに文様施文している。胴部に縦位の沈線による区画と

鱗状短沈線文文様を施文する。 2• 3は、口縁部自体は

2
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D類 ：深鉢形土器

口 図 1

F類 ：深鉢形土器 E類：鉢形土器 G類：浅鉢形土器

図 1 駒込遺跡出土鱗状短沈線文土器の組成（川崎2001)

肥厚しないが、断面が三角になる高い隆線（以後、断面

三角隆線と呼ぶ）で口縁部文様帯を区画するのが特徴的

である。 3は、胴部に沈線による逆U字区画を持つ。

B類 (4~6) 胴部に綾杉（鋸歯状）の斜行沈線文

を持つ土器。 4• 6は、 A類同様に、口縁部が肥厚する。

4の胴部は、田の字区画と波状の沈線に綾杉文を施文し

ている。 5は、断面三角隆線で口縁部渦巻きつなぎ弧文

により文様帯を区画している。胴部は、同じく断面三角

隆線による縦位の区画と蛇行する隆線が垂下し、綾杉文

が施文される土器である。

c類 （7 • 8) 口縁部内湾と、胴部に刻み目を持つ

隆線による縦位区画を特徴としている。 7は、口縁部文

様帯を横位の断面三角隆線により区画し、渦巻文とそれ

に接続する U字状になる弧線文、縦位の区画文が施文さ

れる。区画文間を横位の沈線が、連結するように施文す

る。 8は、口縁部文様帯は断面山形文による渦巻きつな

ぎ弧文で、胴部に刻み目を持つ隆線による縦位区画をす

る。区画間に、上部が蕨手状になり蛇行する隆線が垂下

する。地文は、鱗状短沈線文が施文される。

D類 （9) 口縁部文様が隆線により区画され、バケ

ツ形になる深鉢形土器である。口縁部を断面三角隆線に

よる渦巻きつなぎ弧文により、半円状に区画される。区

画内には、縦位の沈線が充填される。胴部文様は、断面

三角隆線による縦位区画と蛇行する垂線。この間に、短

3 
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沈線による綾杉文が施文される。

F類 (10• 11) 口縁部文様帯が無文帯になる土器。

10は、口縁部を沈線により文様帯区画する。胴部は、鱗

状短沈線が施文される。 11は、断面三角隆線による文様

帯区画の土器である。胴部は、断面三角隆線による縦位

区画と弧線が垂下し、隆線を弧線でつないでいる。

H類 （12• 13) タル形の土器である。 12は、断面三

角隆線により、渦巻文や弧線文の唐草文系土器に似た文

様を施文する。胴部は、渦巻文から胴部を縦位に区画す

るように隆線が延びて下端を連結している、地文は、隆

線沈線による鱗状の弧線。 13は、断面三角隆線により口

縁部渦巻文から伸びる胴部の縦位区画から、胴部下端を

つないでいる。地文は、沈線による綾杉文。

駒込遺跡では、唐草文土器の主体を占める深鉢である

ことから、この類の土器を郷土式の範疇に入れることを

保留している。駒込遺跡出土のタル形土器は、地文に鱗

状短沈線文を充填するものである。この類のタル形土器

は、長野県上田 ・小県地方の遺跡でA~F類の郷土式と

ともに出土していることが確認されている。群馬県でも

このタル形土器が郷土式とともにみられることと、地文

に鱗状短沈線文や短沈線による綾杉文などの特徴から、

郷土式土器の組成のひとつとして考えたい。

以上、川崎による郷土遺跡・駒込遺跡におけるA~H

分類の土器が、群馬県内にもみられることを検証した。

この結果、郷土式土器の各分類に相当する土器が群馬県

内の遺跡にも存在しており、土器型式としての面的な広

がりを認めることが出来る。

3.群馬県における郷土式土器の様相

郷土式土器の編年的位置づけであるが、「鱗状短沈線文

土器」として佐久系土器を紹介した百瀬忠幸は、加曽利

EIII式の新しい段階に位置づけている（百瀬1991)。桜井

は、加曽利EIII式古段階を含めて郷土式土器と把握する

べきであると指摘している（桜井2000)。川崎は、駒込遺

跡の郷土式土器について、加曽利E式土器の平行関係を

神奈川編年によって位置づけている。郷土式土器は、加

曽利EIII式期に主体があるとしながらも、加曽利EII式

に郷土式の祖型を認めている。また、綿田は、加曽利E

II式並行期の郷土遺跡 5段階の土器を唐草文系土器との

差異が認めがたく、これ以降の土器を郷土式としている

（綿田2003)6)。いずれにしても、川崎・綿田両名とも加

曽利EII式段階にある唐草文土器のなかに、郷土式の初

源を求めている。

これらのことから、本項では、郷土式土器の初源的段

階である加曽利EII式段階から、加曽利EIII式段階の遺

構出土土器について代表的な遺跡と遺物を紹介し、加曽

利E式土器と信州系土器・郷土式土器の交わり具合を検

討する鸞

浅間山を廻る縄文土器

〈加曽利EII式新段階〉

図3は、浅間山からの距離が18キロほどの、長野原町

坪井遺跡出土の土器である。 1• 2は土坑出土の土器で

ある。 1の土器の中に 2の土器が入れ子状になって出土

している。 1は、口縁部に無文帯を持ち胴部を隆線によ

る胴部縦位区画する。区画内を短沈線が縦位に充填され

る。縦位区画間を川崎の言う梯子状沈線文により連結さ

れる。 2は、胴部を腕骨文の縦位区画と横「S」の文様

から蛇行する隆線が垂下する土器である。 3は、口縁部

無文帯で胴部に対弧隆帯文と梯子状沈線が施文される。

地文は、縦位の短沈線施文。 4も同様に縦位区画と梯子

状沈線の土器。口縁部に「M」字形の沈線と刺突が加え

られる。 5は、口縁部文様帯になり橋状把手。胴部は、

縦区画と短沈線による綾杉文。 6は、頸部無文帯を持つ

土器である。口縁部文様は、渦巻きつなぎ弧文で半円状

に区画する。胴部文様は、腕骨文状の縦位区画と沈線に

よる綾杉文。 7は、口縁に渦巻きを持ち胴部に縦位の沈

線を持つ。新潟の長野 ・群馬に近い地域に見られる土器

である。

この段階の坪井遺跡出土の土器は、加曽利Ell式土器

がほとんどみられない状況にある。 3の対弧隆帯文や梯

子状沈線文、 6の綾杉文は、郷土遺跡 5段階とされてい

る土器と共通する特徴を持っている。

因4は、浅間山から19キロ程離れた、同じ長野原町に

ある横壁中村遺跡出土の土器である。 1~5は、 7号住

居から一括して出土した土器である。 1は、頸部に無文

帯を持ち、口縁部文様は、渦巻きつなぎ弧文による区画。

胴部文様は腕骨文と短沈線による綾杉文の土器である。

器形や文様帯の構成は、加曽利Ell式に似ている。 2.

4は、口縁部に無文帯を持つ土器である。胴部に腕骨文

による縦位区画と地文に綾杉文や縄文が施文される。 4

の胴部は、隆線による腕骨文と蛇行線、垂線が施文され

る。地文に縄文が施文されている。曽利的要素を持つ土

器である。 3は、頸部無文帯と縦位の区画に綾杉文の土

器。 5は口縁部渦巻きつなぎ弧文と胴部縦位区画に綾杉

文の土器。 6~8は、30号住居出土の一括土器である。

6は、頸部に無文帯を持つ。口縁部は、腕骨文による区

画で矢羽根状の沈線が施文される。胴部は、隆帯による

縦位区画と短沈線による綾杉文で 1と似た土器である。

7 • 8は、口縁部に無文帯を持ち、「M」字形の沈線と刺

突が施文される。胴部に腕骨文による縦位区画と渦巻き

文と横につなぎぐ沈線で田の字区画をする。区画間を綾

杉文が施文される土器である。口縁部にある「M」字形

の文様は、坪井遺跡 4の土器と共通する文様である。

7 号住居 •30号住居とも加曽利E式土器の出土はほと

んどみられない。口縁部に無文帯を持つ要素から加曽利

Ell式段階の土器と考えられる。文様に曽利的な要素を

持ちながら、文様施文に短沈線を使うなど、郷土式土器

5 
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の特徴を持つ土器様相を示している。

図5は、浅間山から37キロほど離れた高崎市（旧箕郷

町）にある白川傘松遺跡である。 1~5は、 1区4号住

居出土の土器である。 1• 4 • 5は、頸部無文帯を持つ

土器で加曽利EII式土器である。 1は、胴部に沈線によ

る弧線が施文される。地文は、撚糸文が施文される。 4

は、胴部に文様施文はなく、斜行縄文施文の土器。 2の

土器は、口縁部無文帯で胴部に撚糸文を施文する。 3の

土器は、隆線で頸部を区画し、胴部にも隆線を垂下させ

ている。地文は 2• 3とも撚糸文であるが、これらは、

加曽利E式土器ではなく、曽利式土器として捉えられる。

6~9は1区22号住居出土の土器である。 6は、頸部に

無文帯を持つ加曽利EII式土器。 7は、沈線による縦位

区画間を弧線がつないでいる。郷土式土器にある梯子状

沈線あるいは、田の字区画文を想起させる上器である。

8は、口縁部無文帯で胴部沈線による縦位区画。 9は、

頸部無文帯を沈線で区画し、胴部にクランク状・波状の

沈線が施文される。胴部文様が 3の土器に似る。 10の土

器は、 II区24号住居出土土器。口縁部を楕円区画し、沈

線による矢羽根文様が充填される。頸部は、無文体を意

識している。沈線による横位区画がされ、条線による波

状文が施文される。胴部は、条線による波状線と垂線が

施文されている。同じ住居からは、加曽利EII式土器の

小片が出土している。これらの特徴から、加曽利EII式

期の土器と考えられる。

白川傘松遺跡出土土器の主体は、加曽利EII式土器で

ある。それに伴って出土するのは、坪井 ・横壁中村遺跡

の郷土式土器とは異なる土器である。 10は、条線を多用

することを特徴とするなら、曽利的要素を持った土器と

考えられる。

く加曽利Elli式古段階〉

図6の1~3は、白川傘松遺跡 1区15号住居出土土器。

1は、隆線による口縁部に渦巻き文と、楕円区画の土器

で、加曽利EIII式古段階のものである。 2は、口縁部無

文帯で、頸部に連続コの字文。胴部に連弧文が施文され

る上器。 3は、頸部に隆線と爪形文による区画線で口縁

部が無文帯になる。胴部に隆線による腕骨文の縦位区画。

区画内を短沈線でさらに縦位の区画をする。地文に短沈

線による矢羽根状文が施文される。図 4-4の土器と地

文が異なる以外、きわめて文様の類似した上器である。

加曽利E式と曽利的要素の土器が供伴している。 4は、

II区20号出土の土器である。口縁部を断面三角隆線で区

画し、渦巻き文が施文される。短沈線が縦位に充填され

る。胴部は、短沈線による縦位区画に弧状や斜位になる

文様が施文される。この住居からは、同様の郷土式土器

が主体となり、胴部に縦位の磨消縄文帯を持つ加曽利E

III式土器の小片が出土している。

図6-5~10は、横壁中村遺跡20区104号住居出土の土

8 

器である。 5は、加曽利EIII式土器で、 1の土器と同じ

段階の土器である。これに、 10の大木系土器8)が伴ってい

る。 6は、断面三角隆線による縦位の蛇行線と地文に綾

杉文を持つ土器。 7の土器は、唐草文に地文鱗状短沈線

文が施文されている土器である。一見唐草文に見えるが、

文様構成に違いが見える。縦・横の隆線の交点に渦巻き

文が施文される土器で、郷土式にみられる田の字区画文

である。 8は、断面三角隆線で口縁部にある渦巻きつな

ぎ弧文が胴部に施文され、刻みのある隆線により縦位区

画する。縦位の区画線が弧線によ って切られていること

から文様帯としては、弧線が口縁部文様帯区画線になる

と考えられる。隆線文様の下端を結ぶもので郷土式の特

徴を持つ。 9は、口縁部文様を加曽利E式土器と同じ渦

巻きと楕円区画を持ち、胴部に鱗状短沈線文を持つ土器。

11・12は、横壁中村遺跡20区105号住居出土の土器であ

る。炉内に土器12の上に11が重なった状態で出土した。

11は、断面三角隆線により波状口縁に逆S字文様と縦位

の区画線に梯子状沈線文が施文される土器である。縦位

の隆線下端は結ばれると推定されている。 12は、加曽利

EIII式土器で、口縁部区画と縦位の磨消縄文帯を持つ。

く加曽利EIII式中～新段階〉

図7-1~3は、横壁中村遺跡10区57号住居出土の土

器である。 1は、タル形の土器で、口縁部無文帯になる。

隆線による逆s字文と、それからつながる隆線下端が結

ばれる。地文に鱗状短沈線文が施文される。 2• 3は、

加曽利EIII式土器である。 2は、加曽利E式の吉井城山

類型にあるような、口縁部に文様帯を持たず、磨消縄文

帯を波状に持つ土器。 3は、口縁部文様帯区画の横S字

文が連結されない土器。加曽利EIII式の新しい段階の土

器である。

4 • 5は、長野原一本松遺跡 5-23号住居出土の土器

である。 4は、渦巻きつなぎ弧文と縦位の区画線下端を

結んだ土器。 5は、胴部に対向「UJ字文を持つ土器で、

加曽利EIV式土器になる。 6は、横壁中村遺跡20区107号

住居出土の土器である。口縁部文様帯を持たず、沈線に

よる縦位区画と鱗状短沈線文施文の土器である。 7~10

は、白川傘松遺跡II区32号住居出土の土器である。いず

れも加曽利EIII式新段階の土器である。口縁部文様帯が、

3と同様に横区画の楕円区画が連結されず解放され、縦

位区画に接続する。この住居からは、郷土式土器は出土

していない。 9は、胴部隆帯文土器で、渦巻きの文様が

施文される。

以上、加曽利EII式期からIII式期における状況を検討

してみた。浅間山に近い、坪井遺跡、横壁中村遺跡では、

加曽利EII式の時期に、加曽利EII式の出土量はごく少

量で、唐草文9)土器の出土量が多くみられた。一方、白川

傘松遺跡では、加曽利EII式土器に伴って曽利的影響の

強い土器が出土している状況にあった。
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加曽利EIII式の古い段階では、坪井遺跡、横壁中村遺

跡、やや距離を置いた白川傘松遺跡でも、郷土式土器を

伴っているが、出土状況に違いがみられた。横壁中村遺

跡・坪井遺跡では、加曽利E式土器と郷土式土器が同じ

住居から出土し、郷土式土器を量的に多く出土する傾向

にある。それに対して白川傘松遺跡では、加曽利E式土

器が主体で、それに伴って曽利的要素を持つ土器や郷土

式土器が出土している状況にある。

次の加曽利EIII式の中～新段階では、横壁中村遺跡・

坪井遺跡・長野原一本松遺跡では、加曽利E式土器と郷

土式土器の共伴した出土状況がみられた。一方、白川傘

松遺跡では、郷土式土器が加曽利 E式土器と遺構から

伴って出土するのではなく、別個の遺構から出土する状

況がみられる。このことから浅間山から近い遺跡では、

加曽利EIII式土器と郷土式土器が共伴し、遠距離にある

遺跡では、加曽利E式土器は伴わず、別の遺構から出土

する傾向にあると考えられるのではないだろうか。

これらの様相から、唐草文土器から郷土式土器へ移行

， 
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する地域は、群馬県西部にあり、横壁中村遺跡や坪井遺

跡のように、唐草文土器が主体の地域で行われたと考え

る。 一方、群馬中央部・東部地域、白川傘松遺跡のよう

に加曽利E式・曽利式土器の影響の強い地域では、郷土

式土器が型式として確立した時期に、曽利式土器にとっ

てかわって入って来ると考えられる。

以上、各遺跡の数量的データについては、報告されて

いる遺跡は少なく、図示された土器からの判断で客観的

になってしまっが、横壁中村遺跡では、住居内出土遺物

の数量比データが報告されている（藤巻2007)。報告によ

ると加曽利EII式段階では、唐草文・曽利式土器が多く

出土している。加曽利EIII古段階では、加曽利E式土器

が少なく、唐草文が優位にある。加曽利EIII式中段階～新

段階になると、加曽利E式土器が次第に多くなり唐草文

土器が少なくなる傾向にあることが、報告されている。

4.郷土式土器の分布

前項で検証した郷土式の概念による土器の分布につい

て、県内の様子をみてみよう。図 8は、県内の郷土式土

器を出土した主な遺跡である。（本文中と図中の番号が対

応している。）

1.長野原一本松遺跡（長野原町）

吾妻郡長野原町字一本松にある。標高645メートル。吾

妻側左岸の段丘上にある。縄文時代は、中期後葉から後

期前半の集落で住居跡、配石、土坑が検出されている。

加曽利EII式段階では、唐草文土器が多く出土している。

加曽利EIII式段階でも加曽利Eと郷土式が同じ割合で出

土する住居と郷土式が多く出土する住居がある。加曽利

EIII新段階では、加曽利EIII式土器が郷土式土器より多

く出土する傾向にある。

2.横壁中村遺跡（長野原町）

吾妻郡長野原町字横壁にある。遺跡は、吾妻川の右岸

段丘上に位置し標高は570メートルで吾妻川との比高差

は40メートルである。縄文時代中期から後期にかけての

拠点的集落で竪穴住居100軒、配石遺構、土坑など多数出

土している。本遺跡でも、長野原一本松遺跡と同様に加

曽利EII式では、唐草文土器が多く出土している。加曽

利EIII式古段階では、郷土式優位の住居と加曽利E優位

の住居がある。また、加曽利EIII式新段階になると郷土

式土器が少数になる。

3.坪井遺跡（長野原町）

吾妻郡長野原町大字大津にある。吾妻川左岸段丘上に

立地する。坪井遺跡の立地する段丘は吾妻川から下位・

中位・上位•最上位の 4 段からなる河岸段丘の上位段丘

に相当し、吾妻川からの比高差は約60メートルを測る。

標高約620メートルにある。縄文時代中期の遺構は、竪穴

式住居19軒、土坑49基（屋内埋設遺構10某を含む。）等が

検出されている。住居から加曽利EII式段階では、唐草

12 

文土器が主体となって出土している。加曽利EIII式でも

郷土式土器が多く出土し、新しい段階で加曽利E式が優

位になる傾向にある。

4.下鎌田遺跡（下仁田町）

甘楽郡下仁田町馬山にある。標高240メートルから245

メートル。鏑川の右岸上位段丘上に立地する。稲含山か

ら連なる尾根の末端部に立地する。縄文時代の遺構は、

竪穴住居234軒、土坑2,400基、集石16基、埋甕131基など

で中期を主体とした集落遺跡である。本遺跡からは磨製

石斧の未製品製品が多く出土しており、磨製石斧の製作

遺跡としての性格が考えられている。加曽利EII式～加

曽利EIII式末の住居は、 104軒出土し、そのうち信小卜1系の

土器が主体的に出土している住居は、 8軒程である。

5.西野牧小山平遺跡（安中市）

安中市（旧碓氷郡松井田町西野牧字小山平）にある。

縄文時代中期末加曽利EIII後半の石棒工房が遺跡全体に

わたり見つかった。標高1,183メートルの大山東麓の緩

傾斜地に立地する。住居は、検出されなかったが郷土式

土器は、遺物包含層から出土している。

6.横川大林遺跡（安中市）

安中市（旧碓氷郡松井田町横川字大林）にある。松井

田町丘陵中腹の南暖斜面に展開する。標高は、 460メート

ルである。縄文時代早期集落を主体とする遺跡であるが、

前期～後期の遺構・遺物も出土している。

加曽利EIII式段階の土器とともに郷土式土器が住居か

ら出土している。

7.暮井遺跡（安中市）

安中市（旧碓氷郡松井田町入山字暮井）にある。遺跡

の標高は555メートル。縄文時代の竪穴住居 l軒、環状列

石 l、土坑28基などが検出された。遺物は、中期中葉か

ら後期が出土している。加曽利EIII式期の住居から、郷

土式が多く出土している。

8.新堀東源ヶ原遺跡（安中市）

安中市（旧碓氷郡松井田町新堀字東源ヶ原）にある。

遺跡の標高は、 350メートルである。縄文時代中期の集落

で住居跡182軒、土坑1030基が検出されている。

加曽利EII式段階からIII式段階にかけて、 98軒の住居

跡を検出しておりそのうち信小什系土器を主体的に出土す

る住居は、 32軒程である。

9. 行田大道北遺跡（安中市）

安中市（旧碓氷郡松井田町行田字大道北）にある。標

高315メートル、西地区は碓氷川右岸上位段丘に立地し、

標高325メートルである。郷土式土器主体の住居が検出さ

れている。

10. 大道南遺跡（安中市） 11.砂押遺跡（安中市）

安中市中野谷にある。碓氷川左岸段丘の上位段丘面に

ある。標高251メートルほどの所である。縄文時代中期か

ら後期にかけての集落で両遺跡併せて住居跡37軒、土坑



551韮、その他配石・集積遺構などが検出されている。

郷土式土器は、住居・土坑から出土しているが、主体

は加曽利E式土器である。

12. 南蛇井増光寺遺跡（富岡市）

富岡市南蛇井字皿の池・増光寺、中沢字久保界戸、字

中里にある。縄文時代は、前期黒浜式から後期堀之内式

期にかけての住居跡が72軒検出された。

当該期の住居からは、信州系土器が出土している。

13. 中沢平賀界戸遺跡（富岡市）

富岡市大字中沢にある。標高は、 222メートルほどであ

る。縄文時代の遺構は中期の住居跡 1軒土坑などである。

住居炉の埋設土器に郷土式土器が出土している。

14. 白倉下原・天引向原遺跡（甘楽町）

甘楽郡甘楽町天引にある。鏑川右岸の河岸段丘が小河

川によって区切られた舌状の台地上に立地する。加曽利

EIII段階の住居が 7軒検出されている。加曽利E式土器

が主体的になり、少量の信朴1系土器が出土している。

15. 白石大御堂遺跡（藤岡市）

藤岡市白石字大御堂・字沖田・字前原・字上谷戸にあ

る。縄文時代から中・近世の複合遺跡。標高は、 105メー

トル。白石大御堂遺跡、白石前原遺跡、白石上谷戸遺跡

戸に分けられる。縄文時代の遺構は、加曽利EIV式期の

敷石住居跡などが検出されている。その他、包含層とし

て縄文時代中期後半の遺物が出土している。郷土式土器

は、土坑から検出された。

16. 白川傘松遺跡（高崎市）

高崎市（旧群馬郡箕郷町白川字傘松）にあり、榛名山

東南麓に流れる白川右岸に形成された標高180メートル

の台地上に立地する。縄文時代中期後葉を主体とする集

落である。竪穴住居67軒、土坑367基、配石遺構 8基等が

検出されている。加曽利EII式段階では、加曽利EIIに

信州系土器が伴う状況である。加曽利EIII式期では、加

曽利EIII式が主体的になる住居が多く、郷土式の住居は

少ない。

17. 大平台遺跡（高崎市）

高崎市乗附町にあり、妙義山から東に連なる丘陵東端

近くの鏑川、碓氷川、烏川の 3河川に囲まれた岩野谷丘

陵の平坦に立地する。中期の竪穴住居40軒、土坑200基以

上が検出された。竪穴住居は、加曽利EIII式期が主体と

なる。住居から加曽利E式土器に混じって郷土式土器が

出土している。

18.富田下大日遺跡（前橋市）

前橋市富田町にある。遺跡は、赤城山南麓にあり、遺

跡の東側には赤城山中腹から発する大泉坊川が流下して

いる。西側に台地部分直下には谷が形成され、小河川が

蛇行していたと思われる。これらに囲まれた細長い台地

上に遺跡が立地する。標高llOメートルほどである。縄文

時代中期の遺構は、竪穴住居 1軒、埋設土器 2基、土坑

浅間山を廻る縄文土器

3基である。遺構外包含層から郷土式の小片が出土して

いる。

19.長久保遺跡（前橋市）

前橋市池端町、北群馬郡吉岡町大久保にまたがる。遺

跡は前橋台地西部にあり、西に広く分布する相馬ヶ原扇

状地にスムーズに移行する。標高165メートル前後であ

り、午王頭川と八幡川によって分断された台地上に立地

する。縄文時代の中期の集落が陣場泥流丘上にあり、住

居10棟、上坑 2某が見つかった。この集落を取り囲むよ

うに泥流丘斜面には土器溜まりがある。住居出土土器は

加曽利EI式から EIII式に比定される。郷土式土器は、

加曽利E式土器主体の住居や包含層から出土している。

20. 荒砥前原遺跡（前橋市）

前橋市二宮町字前原・字新上塚にあり、赤城山南麓末

端部、荒砥川と神沢川の合流点に形成された舌状態地上

に立地する。標高は73メートル縄文時代中期後半の加曽

利EIII式期の新しい磁器を中心に加曽利EIV式期の集落

遺跡。竪穴住居跡14、埋設土器 1、土坑 7基など検出さ

れている。郷土式土器は、遺構外から検出された。主体

は、加曽利E式土器の遺跡である。

21.上ノ山遺跡（前橋市）

前橋市（旧勢多郡大胡町茂木字上ノ山）にある。東を

荒砥川に画された南に延びる舌状台地の末端、標高140

メートル付近に立地する。縄文時代中期後半加曽利E式

期の集落遺跡で竪穴住居55等が検出されている。加曽利

EII・III式古段階で郷土式が優位、あるいは拮抗する住

居がみられた。加曽利EIII式新段階では、加曽利E式が

優位になる。

22. 国分寺中間地域（前橋市・高崎市）

前橋市元総社町、高崎市（旧群馬町東国分）の両地区

にわたる地域に所在する。遺跡の北側を利根川支流の牛

池川、南を染谷川によって作られた標高llOメートルほど

の台地上にある。縄文時代の遺構は、中期から後期にかけ

ての集落を主体とし竪穴住居34軒、土坑409基などである。

23.行幸田山遺跡（渋川市）

渋川市行幸田字石坂、字竺重街道にあり、榛名山の裾

野に立地する。調査値は、三つの痩せ尾根、広い尾根、

と一つに谷地形からなっている。旧石器から中世にかけ

ての複合遺跡である。縄文時代では、中期中葉から後葉

にかけての竪穴住居40棟、土坑134基が検出された。住居

から郷土式が出上しているが量は少ない。

24. 三原田遺跡（渋川市）

渋川市（旧勢多郡赤城村三原田）にあり、利根川を望

む赤城山の西麓末端に立地している。縄文時代の竪穴住

居333棟と土坑約2000が検出されている。縄文時代の集落

全体がほぼ調査され、関東地方における中期集落の典例

として注目された。住居から郷土式が出上しているが量

的には少ない。

13 
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25.平塚台遺跡（保美地区遺跡群） （藤岡市）

藤岡市保美字平塚台にあり、三名川と境川に挟まれた

丘陵の平坦部に立地する。縄文時代中期を中心とし、縄

文時代草創期から平安時代にわたる集落で、縄文時代の

竪穴住居 7軒、土坑147基、集石 3基が検出された。縄文

時代の竪穴住居の多くは中期後半のものである。加曽利

E系の住居と信朴I系の土器が混じる住居がある。

26.株木遺跡（藤岡市）

鏑川支流の鮎川左岸にある扇状地を中川により開折さ

れた沖積地に面した藤岡台地東端の段丘部にある。標高

80メートルにある。縄文時代の遺構・遺物は、前期諸磯

式期の住居 l軒、中期加曽利E式期の住居 2軒、後期堀

之内式期の土坑 1基である。加曽利EII式期の住居では、

信州系土器が多く出土している。

郷土式土器についての群馬県内分布についての概要を

記した。この結果、県西部に多く分布する状況が見て取

れる。郷土式土器を主体的に出土する遺跡の場合、長野

県の遺跡分布と合わせてみると、浅間山を取り囲むよう

にあることがわかる。郷土式土器が主体的になる地域、

客体的になる地域を分けると、主体的に分布する地域は、

図8の円内にほぼ収まる狭い地域になる。郷土式土器を

持つ集団は、特定の生活領域範囲に対応している可能性

が高いと考えられ、その分布の中心に浅間山をおいて広

がる集団の可能性を考えたい。

図9は、群馬県と長野県の学校校歌詞にみられる山の

関係図である。校歌詞は、自然環境 ・産業 ・文化・歴史・

教育目標などが盛り込まれ、きわめて地域的特色の強い

ものである。校歌に歌われる山は、その地域から見える、

山岳信仰や地理的指標、季節的指標など何らかの形で地

域の人に知覚されていることが前提にあるといわれてい

る10)。縄文時代とは、単純に比較できないが、郷土式土器

の分布する範囲と重なる部分が多い。このことは、浅間

山という山が、郷土式土器の分布・流通にかかわる一つ

の指標としてみることが出来ないだろうか11)。従来、加

曽利E式土器は、広範囲に分布し、群馬県内に一様にあ

る土器と考えられていた。しかし、群馬県西部では、加

曽利E式土器の文化圏の中に、確実に、狭い地域ではあ

るが主体的に活動する地域型の郷土式土器文化が入り込

んでおり、当該期の文化圏が一様でないことを示してい

ると考えられる。

5. おわりに

加曽利E式土器に伴って出土する、信州系の土器群を

曽利式土器・唐草文土器として一括していた。今回これ

らの土器から郷土式土器を分離し、浅間山を廻るように

分布する局地的領域を持つ土器として、位置づけること

が出来た。縄文ランドスケープの空間的要素に「ムラ」 ．

「ハラ」 ・「ソラ」 ・「ヤマ」などのキーワードがある。そ

浅間山を廻る縄文土器

ういったなかでヤマを一つの指標として考えてみた。縄

文時代の文化の伝播 ・交流の経路を想定する時に、河川

の流域 ・水系とかを考える場合が多い。また、同じ土器

を持つ集団に対しても河川や谷、山地を想定して境界を

作ってきた。今回の事例は、浅間山を廻る環状のネット

ワークと言うものを想定できるものと考える。

群馬県の地形は、大きく平野部と山間部に分かれてい

る。その中でも、平野部から見える赤城山、榛名山、妙

義山を上毛三山として地域を分けるための象徴的な山と

してみている。さらに浅間山、白根山、谷川岳、武尊山、

等県内各地域で親しまれている山がある。これらの山は、

県内のどこからでもみられるわけではない。地域でより

近くに見え親しみを持つ山、同じ県内でも他の山に隠れ

全く見えず存在さえも知られない山などがある。現代に

おいて親しまれている山が、縄文時代において生活圏と

してこれらの山がどのように関連しているのであろう

か。私たちは、自分の地理上の位置を確かめるとき、周

辺の地形をみて確認している。その中で自分の知ってい

る山があればほぼ間違いなく自分の位置と帰るべき家の

方向がわかるであろう。縄文時代においても同様に身近

な山、遠くに見える山があり、それらの山を知覚しなが

ら自分の地理上の位置を確認していたのではないだろう

か。

このように、地理上の位置を決定するための山を、縄

文時代の地域性を考える場合の一つの方法として、役割

を考えてみたのである。一つの山や見える範囲を山岳圏

とした場合、その山を知覚するムラの集合体を、一つの

地域圏・領域として考えることで、地域性をみていくこ

とは出来ないだろうか。一つの遺跡から見える山は、複

数ある。遺跡から見える山の連鎖によって他地域への移

動、交流を捉えることが出来ないだろうか。

以上、郷土式土器の型式概念から時間的 ・空間的位置

づけを検討してきた。時間的位置づけでは、郷土式土器

は、加曽利EII式段階に初源がみられ、郷土式土器に引

き継がれる文様を持つものがみられるものの、唐草文系

土器との分離は難しく、なお検討する必要性を感じてい

る12)。郷土式は、加曽利EIII式段階以降に型式としてが

確立し、加曽利EIV式段階にはみられなくなる、短命型

の土器として捉えられると思う。

郷土式の空間的広がりでは、浅間山を取り囲む位置に

ある横壁中村 ・坪井遺跡 ・郷土遺跡等の唐草文土器主体

の地域で、郷土式土器が成立し、その外側にある、白川

傘松遺跡や大平台遺跡等の加曽利E式土器主体の集落に

進出していく。加曽利EII式段階において、集落の持つ

土器が、加曽利E式＋曽利式土器から、郷土式土器成立

とともに加曽利E式十郷土式土器に変わっていくのであ

る。

この土器を持った集団は、浅間山周辺にとれる石材を

15 
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利用した石エ集団ではないかと推定している。郷土式土

器が盛行した時期、 西野小山平遺跡・横壁中村遺跡では、

石棒製作が盛んに行われている。下鎌田遺跡は、磨製石

斧の製作遺跡とされている。藤巻幸男は、石棒を立てた

石囲炉について、横壁中村遺跡と郷土遺跡について紹介

している（藤巻2007)。横壁中村遺跡と郷土遺跡では、住

居内の石棒祭祀のあり方も共通する。郷土式土器を持つ

人たちが、浅間山周辺にある農富な石材とそれを利用す

る集団に関連づけて、郷土式土器を捉えることが出来な

いだろうかと考えている。

郷土式土器を持つ集団と石棒 ・磨製石斧の分布状況を

見据えて遠隔地との交流を検討し、石器製作集団と郷土

式土器の関係については、今後の課題としたい。また、

長野県屋代遺跡にある「屋代類型」と呼ばれる大木式土

器が、横壁中村遺跡から出土している。やはり、 山伝い

に移動する土器と思われる。これらの関係についても今

後検討しなければならない課題である。

最後に本項を書くに当たり、資料見学 ・文献の収集な

どに際してご高配を賜った方々、また、有益なるご教示

を戴いた方々に対しまして、ご芳名を明記し、深甚なる

敬意を表します。

谷藤保彦 ・綿田弘実 ・鈴木徳雄・寺崎祐助 ・佐藤雅ー ・

大工原 豊 ・山下歳信（敬称略）

本項は、（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団平成18年度職員自主

研究助成金交付を受けた「浅間山を巡る土器の研究」の成果の一部

である。

註

1)第16回縄文セミナー「中期後半の再検討」（縄文セミナーの会2003)。

2) 曽利式土器の土器様式概念は、末木 健 (1981• 1988) に、唐草文

土器様式の概念は、 三上徹也 (988• 200) によった。また、唐草文土

器は、型式名称ではないが唐草意匠の土器を指している。

3)本項で信州系土器と記した場合、曽利式土器 ・唐草文土器 ・郷土式

土器の総称としている。加曽利E式土器に対応する土器と言う意味で

使用している。

4) 長野県で出土した郷土式土器については、川崎 保 ・綿田弘実 ・桜

井秀雄氏等の研究にゆだね、分類に付いてもこれらの研究に倣った。

本論では、群馬出土の郷土式土器についてその分布領域と資料を紹介

することで、郷土式土器の時間的・地域的広がりを考察したい。

5)縄文人が同じ型式の土器を作るのは、それらがともに同じ情報を共

有することにある。であるならば、土器型式を設定する現代において

も、同じ情報から土器をみることが必要かと考える。

6) 縄文セミナー「中期後半の再検討」において郷土遺跡 ・駒込遺跡の

成果を受けて綿田氏が編年表を提示した。

7)郷土式土器が浅間山と関わりが深いという仮定から、浅間山に近い

地域と離れた地域の遺跡を取り上げて、比較する。

8)綿田弘実は、屋代類型としている。

9) この段階の土器は、 2章の型式概念から検討すると、郷土式土器の

要素を持つ土器もあるが、郷土式として唐草文土器から切り離すのは

難しいと考える。

10)朝倉（1999) では、校歌にうたわれている山は、高さに関係がなく

山岳信仰が山を校歌に取り入れる要因になっていると述べている。

浅間山を廻る縄文土器

11)土器の分布範囲を方言にたとえる場合があるが、この場合山を廻る

地域を土器分布のまとまりとしてとらえ、校歌に歌われる共通の山の

範囲を圏内としたい。

12)郷土式土器を個別にみると、加曽利EII式新段階と考えられる土器

もあり、さらに検討する点もある。

郷土式土器遺跡文献

遺跡名 発行年 報告書名 発行機関

荒砥前原遺跡 1985 「荒砥前原遺跡 ・赤石城址」

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

大平台遺跡 1989 「大平台遺跡J（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

大道南遺跡 2004 「天神林遺跡 ・砂押III遺跡 ・大道南II遺跡 ・向原II遺

跡J安中市教育委員会

行田大道北遺跡 1997 「八城二本杉東遺跡 ・行田大道北遺跡J

松井田町遺跡調査会

暮井遺跡 1990 「仁田遺跡 ・暮井遺跡J

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

国分寺中間地域 1987 『国分僧寺・尼寺中間地域(1)J 

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

株木遺跡 1984 「B4株木遺跡J藤岡市教育委員会

下鎌田 1997 『下鎌田遺跡」下仁田町遺跡調査会

白川傘松遺跡 1998 「白川傘松遺跡J（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

白石大御堂遺跡 1991 「白石大御堂遺跡」

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

新堀東源ヶ原遺跡 1997 「新堀東源ヶ原遺跡J 松井田町遺跡調査会

砂押遺跡 2004 『天神林遺跡 ・砂押III遺跡 ・大道南II遺跡 ・向原遺跡II

遺跡」安中市教育委員会

砂押遺跡 2004 「中野谷地区遺跡群 2」安中市教育委員会

坪井遺跡 2000 「坪井遺跡II」長野原町教育委員会

富田下大日遺跡 2006 「富田漆田遺跡 ・富田下大日遺跡J

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

長久保遺跡 1986 「清里 ・長久保遺跡J

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

中沢平賀界戸遺跡 1996 「中沢平界戸遺跡J

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

中島遺跡 2004 r中野谷地区遺跡群 2」安中市教育委員会

長野原一本松遺跡 2002 「長野原一本松遺跡(1)J 

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

2007 「長野原一本松遺跡 (2)J 

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

南蛇井増光寺遺跡 1997 『南蛇井増光寺遺跡VJ

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1997 「南蛇井増光寺遺跡VIJ

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

横川大林・西野牧小山平遺跡 1997 「横川大林遺跡 ・横川萩の反遺跡 ・

原遺跡 ・西野牧小山平遺跡J松井田町遺跡調査会

保美地区遺跡群 1984 「El4 保美地区遺跡群J藤岡市教育委員会

三原田遺跡 1992 「三原田遺跡J群馬県企業局

御幸田山遺跡 1987 「御幸田山遺跡J渋川市教育委員会

横壁中村遺跡 2005 「横壁中村遺跡 (2)J 

参考・引用文献

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

2006 『横壁中村遺跡 (3)」

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

2006 r横壁中村遺跡 (4)J 

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

2007 「横壁中村遺跡 (5)」

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

朝倉隆太郎 1999 ［山と校歌ー中学校校歌にうたわれている山地ー」

二宮書店

宇賀神恵 1990 「「四日市遺跡J真田町教育委員会

神奈川考古同人会他 1980 「シンポジウム縄文時代中期後半の諸問題
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く論文〉

群馬県南西部鏑川下流域における

後期弥生土器編年について

大木紳一郎

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1. はじめに

2.鏑川下流域の後期弥生遺跡について

3.壺と甕の組列について

4.編年試案

要
旨
日

群馬県南西部を東流する鏑川の流域は、県内でも有数の弥生時代遺跡の分布する地域である。時期は中期前半から古

墳時代初頭にまで連綿と継続しているが、特に中期後半以降の弥生遺跡の分布は、集団での移動を想起させるような時

期的偏在傾向を示している。このような弥生社会の動態を把握する為の時間軸としては、現在普遍化している後期弥生

土器編年の 3時期ないしは 4時期区分は不十分と考える。また、従来の後期弥生土器編年は、榛名山南～東麓の遺跡を

中心に検討が進められてきており、地域性をふまえた個別の編年にはなっておらず、この点でも修正の必要が迫られて

いる。鏑川流域は、長野県佐久地方あるいは埼玉県北西部と直接交流可能な地理的関係にあることから、榛名山麓の樽

式とはやや異なる型式的特徴や変遷様態を見せる。本論では、この鏑川流域における後期弥生社会形成の様相を解明す

ることを将来的な課題として設定し、その検討の前提となる時間軸の再構成を行う。対象は鏑川流域とするが、近年豊

富な資料の揃った下流域に焦点を絞る。

キーワード

対象時代 弥生時代

対象地域群馬県南西部鏑川下流域

研究対象弥生土器編年
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1.はじめに

群馬県の後期弥生土器編年については、中部高地型櫛

描文を特徴とする樽式の認定に始まり、樽式の主な分布

地域である群馬県中西部を対象に、その時期細分が進め

られてきている。栗林式とほぼ同型式の「竜見町式」を

中期後半に位置づけ、その系譜を継承する樽式を後期に

位置づけることについては、過渡期の解釈にやや意見の

相違があるものの、概ね評価が定まったと言ってよい。

現在広く普及している感のある 3期区分案（飯島 ・若狭

1988、佐藤1988)や小型器台等の土器を伴う段階を加え

た4期区分案（三宅 ・相京1982)では、細分型式の捉え

方はほぼ一致している。 4期区分案の第 4段階は、樽式

としての型式的特徴を残しつつ古墳時代土師器と共伴す

る時期であるため、これを弥生土器の範疇に容れるか否

かで考え方が異なると理解される。若狭徹は、あらため

て群馬県の弥生土器編年を再構成し、全 5期10細分を

行った（若狭1996)。型式認識について異論も考えられる

が、変遷過程に応じた時期区分について大きな修正の必

要はないと考えてよい。また、広域編年の整合性を目途

とした I~V期の設定についても賛同できるものであ

り、本論でもこれに従い、樽式土器の時間的枠組みを「V

期」と呼称することとする。さらに、若狭の細分案によ

るV期の細分「 l~3期」もそのまま援用させていただ

く。本論での検討は、鏑川流域における土器型式の地域

性を加味したV-1~3期の細分再構成案であると理解

していただきたい。

2.鏑川流域の後期弥生遺跡

鏑川は、上信境にある荒船山山系に端を発し、妙義山

系や多野山地からの中小河川を集めて東流、高崎市南部

で烏川、やがて利根川と合流する主要河川である。両岸

には河岸段丘が発達しており、西端の富岡市から東端の

吉井町までの間に形成された下位段丘面に想定される主

たる水田生産域を基盤と考えられる後期弥生集落遺跡が

多く分布している。富岡市域では、南蛇井増光寺遺跡、

樽式土器の主要分布域

20 

中高瀬観音山遺跡、阿曽岡権現堂遺跡など、甘楽町域で

は、白倉下原 ・天引向原遺跡、天引狐崎遺跡、下小塚遺

跡、笹遺跡など、吉井町域では長根安坪遺跡、黒熊遺跡

群などが代表例としてあげられよう。

鏑川流域の弥生遺跡分布は、地理的共通性から一体の

ものとしてとらえられがちだが、土器型式からは細部に

おいて相異がうかがわれ、概ね富岡市域と甘楽～吉井町

域に二分されると考えている ［図 l]。富岡市域について

は、かつて南蛇井増光寺遺跡での分析から、富岡地域の

樽式土器地域色を抽出し、仮称 「富岡型」を設定した経

緯がある（大木1997)。南蛇井増光寺遺跡の東方 4kmにあ

る中高瀬観音山遺跡や東北東 4kmに位置する阿曽岡権現

堂遺跡といった拠点的集落においても同じ土器様相が認

められることから、「富岡型」の分布の中心地域はある程

度判明したと考えている。一方の鏑川下流域に相当する

吉井 ・甘楽地域については、 V-3期（樽式後半期）の

資料が少ないという制約があるものの、榛名山東南麓の

編年観で理解できると考えていた。ところが、この地域

の樽式土器は、口唇部刻みの出現率の高さやくびれの少

ない甕器形の存在、後半における縄文施文系土器（吉ケ

谷式）との融合などの特徴から、あらためて独自の地域

性を再認識する必要に迫られている。かつて、外山和夫

が甘楽町笹遺跡や吉井町祝神遺跡の資料の分析から、埼

玉県北部の岩鼻式との類縁性を指摘したが（外山1982)、

現在の埼玉県境にある神流川さえ渡河すれば容易に往来

が可能な隣接地域といえるわけで、弥生時代においても

密接な交流のあったことを想定するのは至極当然といっ

てよい。その意味で、吉井 ・甘楽地域は、南関東弥生文

化からの情報基点と想定される埼玉県北西部、そして長

野県佐久地方弥生文化の情報中継拠点である富岡地域と

の中間に位置し、さらに各々の地域の情報を榛名山東南

麓の樽式土器分布圏に伝播する中継地域として、大きく

この三地域の土器情報が交錯するとの想定が可能であ

る。このような仮定に基づいて、吉井 ・甘楽の地域色を

加味した上で、編年上の位置づけを試みようと思う。分

析対象遺跡としては、白倉下原 ・天引向原遺跡、長根安

坪遺跡、黒熊遺跡群を主として扱い、必要に応じて他の

遺跡出土例を加えて補完することと したい。

3.壺と甕の組列

まず時間軸の骨格 ともいうべき型式の組列について検

討する。ここでは、器種として壺と甕を対象とし、型式

では、普遍性が高いとの理由から、櫛描簾状文と櫛描波

状文の組み合わせで構成される一群を扱う。変遷指向の

仮定については、文様のみでなく 、器形の変化を重視し

た。主に、口縁の伸長 ・外反化、胴部の下半部高の増大

→球胴化を指標として設定する。組列は、同一型式にお

ける器形の相異であったり 、変遷の結果、別型式に変容
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したものを含んでいる。

壺は以下の 5段階の組列が考えられる［図 2左］。

1段階 頸部から短い口縁にかけて弓なりに外反し、

端部は小さく内彎するか単口縁。胴部最大径は下半にあ

り、直線的な長いなで肩を呈する。文様は、頸部に等間

隔止め簾状文と 2帯前後の櫛描波状文の組み合わせ。ロ

縁端は無文が主で、口唇部への刻みもみられる。整形で

は刷毛目となで仕上げが主体。

図2-3のように、口縁がやや長く、胴最大径が中位

に上がっているものほど新しい。

2段階 口辺部が直線状に伸長し、頸部が強い弓なり

か弱い「く」字状にくびれる。胴部は、中位に最大径を

もち「棗」形か縦長の「算盤玉」形。口縁は単口縁を主

とし、幅の狭い 1条の粘土帯付加による折返し口縁［図

2 -4] もみられる。文様は口縁無文が主体で、 1帯の

櫛描波状文も出現する。頸部文様は等間隔止めかスパン

の短い 2連止め簾状文で、以下の肩部に櫛描波状文を複

数帯 (4帯以上）めぐらす。頸部には複数の簾状文帯や

簾状文上位への櫛描波状文施文例もみられる。整形では、

無文部への研磨が定着する。

口縁が長く、頸部が「く 」字状に屈曲するものほど新

しい。また口縁上端に櫛描波状文を廻らす型式は新しい。

2~3段の粘土帯による折返しや、折返し部の上下端を

刻む装飾が新しい段階でみられる。

3段階 口縁が、やや外反気味に長く延び、頸部は屈

曲角の大きい「 く」字状にくびれる。口縁上端は単口縁

か断面三角形状の折返し。胴部は、最大径が中位にある

丸みをもった「算盤玉」形。文様は、頸部へのスパンの

広い 2連止め簾状文を主とし、以下肩部に 6帯前後の櫛

描波状文を廻らす。口縁部上端は無文か櫛描波状文をめ

ぐらす。 2~3段折返し口縁や折返し部の上下端刻みは

2段階を継承する。整形は無文部への研磨が原則的。

口縁が外反し、肩部に丸みを帯びるものほど新しい。

また文様では、頸部簾状文のスパンが広く単位数の少な

いほど新しい傾向といえる。

4段階 口縁がやや外反して開き、口縁上端は単口縁

か薄く幅広い粘土帯付加による折返し。新要素として、

粘土帯を上方に付加した受け口状の複合口縁［図 2-8] 

が現れる。頸部は典型的な「く」字形にくびれ、内面に

稜をもつ。胴部は肩が丸みを増し、下半部は高さを減じ

て丸みをもつ。文様は頸部にスパンの広い 2～多連止め

簾状文と肩部への多数帯の櫛描波状文を施す。口縁文様

は、 3段階と同じ。

5段階 口縁は外反し、上位でやや外折気味に開く。

単口縁と折返し口縁、複数段の粘土帯付加がみられ、折

返し口縁は玉縁や中央のくぼむ扁平な粘土帯となる。頸

部は屈曲角の小さい「く」字状で、胴部は球形。

口縁中位～上位にかけて強く外反する もの［図 3-

24 

29 • 30] ほど新しい。

甕は以下の 6段階の組列が考えられる［図 2右］。

1段階 口縁は短く外折し、端部は単口縁と 内彎する

受け口状がある。頸部は強い弓なりにくびれるもの［因

2 -11 • 12] とくびれの弱いもの［図 2-13]がある。

胴部は上～中位に最大径があり、下半は直線的にすぽま

る。 口縁文様は、刻み、櫛描波状文、無文の 3種。頸部

は等間隔止め簾状文で、以下に 1~2帯の櫛描波状文を

めぐらす。胴部文様は無文と大ぶりな櫛描斜格子文を描

＜型式［図 4-35]がある。整形はなで、刷毛目、研磨

が混在する。

図2-12のように、口辺部が長く、胴部の張りが強い

ものは新しい。

2段階一ーロ辺は外反気味に伸長し、端部がわずかに内

彎か内傾する。 口縁～頸部が弱い「く」字状［図 2-14・ 

15]か、弓なり［図 2-16 • 17]にくびれる。胴部は上

位か中位に最大径をもち、やや肩の張る「算盤玉」形か

「棗」形となる。文様は、頸部に等間隔止めかスパンの

短い 2連止めの簾状文をめぐらし、肩部に横帯を意識し

た 2~4帯の櫛描波状文をめぐらす。簾状文上位に 1

~3帯の櫛描波状文を廻らす例もある。口縁端部文様に

は櫛描波状文、無文、刻みの 3種がみられる。口縁中位

～頸部は無文を基調とするが、 口縁全体を櫛描波状文で

充填する例［図 2-15] も、少ないながら確実に存在す

る。胴部は無文主体だが、大ぶりの斜格子文を継承する。

整形は無文部研磨が主体で、刷毛目やなでも一部に残す。

3段階 口辺は全体的に外反気味に開き、端部がわず

かに内屈するか単口縁。頸部が弱い「く」字状にくびれ

る。胴部は全体に丸みを帯び、中位に最大径をもつ「棗J

形で底部のみやや突出する。文様は、 2段階と同じ。胴

部内面研磨は原則的に施される。

この段階に、頸部くびれの弱く寸胴に近い形状［図 2-

21、図 4-50]が確実にみられる。

4段階 口辺がやや外反して開き、 1~3段階でみら

れた口縁端部の内憫や内屈はほとんどみられない。頸部

屈曲は「く」字状で、内面に稜線をもつものが目立つ。

胴部形状は丸みの強い「算盤玉」形。文様は、頸部にス

パンの広い 2連止めか 3連止め簾状文、肩部に 3帯前後

の櫛描波状文を廻らす。口辺を櫛描波状文で充填する型

式［図 2-23]が一定量定着する。なお、口縁装飾に、

輪積み痕を残す例［図 2-24]が出現する。

5段階 口縁の上半が弱く外反し、肩の丸く張った

「棗」形の胴部。頸部屈曲は「く」字状で、内面に稜線

をもつ。口縁は薄い断面三角形状の粘土帯付加による折

返しと単口縁。文様は、頸部にスパンの広い 2連止め～多

連止め簾状文をめぐらし、口縁全体と肩部に 6帯前後の

櫛描波状文を重ねる。



6段階 口辺は全体に外反、外傾し、胴は球形に近い。

このため、 5段階よりも胴部高が減少する。口縁端部は

外折気味となり、折返し部の付加粘土帯は中央のくぼむ

薄いもの［図 4-73] となる。文様は 6段階を継承する

が、スパンが一定しない簾状文や多連止め簾状文が主体。

口縁部と肩部の櫛描波状文が乱れたり省略するものも現

れる。

なお、 6段階に続く組列上の後継段階のものとして、

口縁が短く外反する球胴形で、一定の構成をとらない乱

れた櫛描文を施す一群（吉井町神保植松遺跡 9号住例な

ど）を想定しているが、これらは必ずしも伝統的な樽式

土器製作基盤から生み出されたものとは限らない。この

ため、本論では樽式から除外することとした因

4.編年試案［図 3• 4] 

V-1期 1段階の壺と甕の組み合わせを指標とする。

器形では短い口縁と強い弓なりに屈曲する頸部、壺では

下膨れ、甕では肩の張る形状を呈し、文様では等間隔止

め簾状文にほぼ限られる。また、整形では無文部や甕内

面への研磨が定着していない。 IV期（中期後半）の型式

的特長を強く残すが、縄文を施文しないことが大きな相

違である。ただし、口唇部への乱れた細かな刻みは縄文

原体を櫛状具に転換したとの理解も可能である。高杯は

口縁が水平に折れ、円錐形の杯部に小さく低い脚台のつ

＜型式が伴う。

V-2期 古段階と新段階に 2細分される。古段階では、

2段階の壺のうち頸部屈曲が弓なりで胴上半の長い器形

［図 3-4~7] と、 2段階の甕を指標とする。文様で

は、頸部への等間隔止め簾状文が目立ち 2連止め簾状文

は十分発達していない。壺の一部に口縁部への折り返し

装飾が始まる。図 4-39の甕は口縁全体に櫛描波状文を

施す初期例だが、長野県の箱清水式の影響と思われる。

また、図 4-41の甕も強くくびれる頸部と算盤玉形の胴

部形状、および羽状構成を意識したような粗い刷毛目は、

隣接する佐久地方の箱清水式に類似例を見る。新段階は、

壺 2段階と甕 3段階で組成され、頸部簾状文に 2連止め

が主流になる。壺・甕とも口縁が直線状に開き、胴部が

算盤玉状に大きく張り出す器形の特徴が目立つ。またこ

の段階で無文部や甕内面への研磨が定着する。新古いず

れかは確定しないが、肩の張る「独楽」形の台付き甕［図

4 -44]が出現し、同形態の小形品［図 4-53] も現れ

る。高杯は、口縁の水平部が短くなり、相対的にV一段

階よりも脚部が大きめになる［図 4-43]。長根安坪遺跡

では、 V-2新段階で天王山式の小型甕［図 4-51]が

伴っている。

V-3期 □辺の外反化、胴部の球形化、頸部屈曲の「く」

字化が進展する段階である。古新 2時期に細分される。

古段階は壺 3段階と甕 4段階で組成される。新段階は壺

群馬県南西部鏑川下流域における後期弥生土器編年について

4段階と甕 5段階で組成され、胴上半部の球形化と中位

以上で外反する口辺形状［図 3-17、図 4-65]が壺、

甕ともに共通する。吉井・甘楽地域では、古新段階の型

式差が大きいが、西隣の富岡地域では漸移的な中間型式

ともいえる段階がある。高杯、台付甕についても新段階

では体部の球形化が進む。

古段階から、すでに縄文施文系［図 3-16]や口辺へ

の輪積み装飾［図 4-58]の流入がみられ、新段階では

確実に伴う。この中には、吉ケ谷式や口辺形状に駿河湾

系の影響を受けたと思われる壺［図 3-21]もみられる。

VI期一壺5段階と甕 6段階で組成される。壺、甕共に球

胴が定型化し、口縁が短く大きく外傾、外反する形状を

特徴とする。文様については形骸化が始まる。小型器台

［図 4-76「くつわJ形か］や東海西部系の小型高杯［図

4 -75]が確実に伴い、吉ケ谷式の可能性が高い縄文施

文系［図 4-74]の共伴率も高い。

VI期は、口辺外傾の類［図 3-25 • 26など］と大きく

外反する類［図 3-29 • 30など］で古新 2分される可能

性もあるが、全形の判明する類例が少なく保留とした。

VI期は若狭氏区分の古墳 I期に含まれよう。

ここに掲げた編年は、 V-3期の古段階と新段階の間

を除けば、継起的に連続する型式群として捉えられる。

このことは、その一部が直接的に先後する段階のものと

共伴する出土例から知ることが出来る。

この編年を通じて判明したことを以下に列記する。

① V-2期から確実に無文の壺・甕が一定量存在する。

② 折返し口縁はV-2期古段階から出現する。

③ 口唇部や折返し口縁端部への刻み装飾はV期を通じ

てみられる。

④ 口辺の輪積み装飾がV-3古段階から出現する。

⑤ 縄文施文系土器はV-3段階から確実に伴う。

⑥ 口辺全体に櫛描波状文を充填する類が、少数ながら

すでにV-2段階でみられる。

この①に関しては、すでに指摘されている（右島1994・

大木1997)が、 V-1期まで遡って散見されることから、

時限的な存在ではないと考えてよい。②③④は南関東の

弥生土器からの直接的、間接的な影響を受けて、樽式の

中に取り込まれたと考えたい。特に④に関しては、従来

吉ケ谷式の影響と考えていたが、久ヶ原式甕の影響の可

能性ありと考えをあらためたい。⑤は埼玉県比企丘陵を

中心に分布する吉ケ谷式の直接的流入による影響と想定

している。ただし、これを確たる歴史事象として捉える

には、精緻な型式比較研究を前提としなくてはなるまい。

⑥は箱清水式の影響によると考えるが、鏑川流域を情報

伝達路と想定される佐久地方からの影響に限定出来る根

拠はない。これは富岡地域と異なる点である。

地域色に関しては、壺、甕ともに口縁への刻み装飾が

V期を通じてみられること、頸部屈曲が弱く弓なり曲線

25 
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状の器形が多いことがあげられる。このことは、頸部文

様帯への収束傾向とともに、 V-2期における榛名山東

南麓の樽式と比較した場合の相対的な差異として示した

ことがある（大木2007)。甕の組列で示した 2段階と 3段

階の例［図 2-14・18] は、県内に普遍的に存在するが、

主体的な存在を示すのは榛名山東南麓である。吉井 ・甘

楽地域では、多様な文様構成をもつ頸部くびれの弱い一

群［図 4-40 • 42 • 48 • 49 • 50 • 59など］が量的に凌駕

する。 V-3期新段階では、口縁への刻み装飾を施す壺

［図 2-8. 11］に強い地域色を発現するが、甕は榛名

山東南麓と同類のもの［図 2-27] に替わっていく。富

岡地域では、口辺無文の「富岡型」甕（大木1997) がVI

期並行段階まで継承されることと対称的である。

最後に、他地域との並行関係について付け加えておく。

V期を通して、外来系土器の影響や、単発的な伴出例が

見られるものの、同時性を保証するに足る共伴資料は未

だ不十分といえる。あえて型式的特徴の類似性をもって、

地理的に近い佐久地方の箱清水式編年（小山1999) と比

較するならば、 V-2期古・新段階が佐久後期II• III期

古、 V-3古段階が佐久後期III期新、 V-3期新段階が

図3 • 4 編年図（1)(2)掲載土器出土遺跡

1 • 2 白倉下原C34住
3 • 33 白倉下原C55住
4 • 47 長根安坪YlS住
5 • 6 西原II1墓
7 • 50 西原II21住
8 田篠塚原 5住
9 長根安坪Y28住
10 田篠塚原10住
11 黒熊 KK6-9住
12 天引向原121住
13 黒熊 KK4-37住
14・15・54・57・60 田篠塚原 7住
16 田篠塚原 8住

17 • 68 天引向原112住
18・65・70・71 天引向原84住
19 天引向原153住
20 天引向原119住
21 • 22 天引向原42住
23 • 24 天引向原62住
25 • 72 天引向原132住
26 • 27 • 66 天引向原65住
28 天引向原110住
29 黒熊 KK5-47住
30 • 69 • 73 天引向原55住
31 白倉下原C1墓
32 白倉下原C32住

註

34 白倉下原C72住
35 福島鹿嶋下4住
36 福島鹿嶋下遺構外
37・39・48・51 長根安坪Yl住
38 黒熊 kk6-1住
40 長根安坪YlO住
41 白倉下原C59住
42 長根安坪Y2住

43 • 44 長根安坪yg住
45 黒熊 KK6-12住
46 長根安坪Y27住
49 長根安坪Y48住
52 長根安坪Y32住
53 長根安坪Y51住
55 • 63 駒形15住
56 駒形 3住
58 田篠塚原 4住
59 黒熊 KK6-20住
61 天引向原85住
62 駒形 7住
64 駒形14住
67 天引向原12住
74 黒熊 KK5-2住
75 黒熊 KK5-40住
76 天引向原53住
77 天引向原151住

1 V-3段階の新相やこれに後続する一群は、明らかに小型器台や東

海西部系の高杯、吉ケ谷式などの外来系土器を伴っており、斉一性の

ある古墳時代の土器群に変容する過渡的段階に相当する。この時期は、

外来系土器との接触の度合いによって、多様な型式が存在する。その

なかで、樽式の伝統を頑なに遵守するものについてはV期のなかに含

めて型式組列の最新段階に位置づけた。また影堺を受けて器形や文様

を替えたもの、外来土器との融合、外来系集団による樽式の模倣など

の様態を示す例については、樽式組列上に位置づけるのは困難で、実

際の時間軸のなかでは最新のものと共存あるいはそれより遡る可能性

すらもあり得る。樽式から古墳時代土器への変容過程は、地域単位は

もちろん、集落単位でもけっして一様ではないと予想されることから、

上記のような様々な要因によって現出した土器を全て「過渡期」とい
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佐久後期V期に相当すると考える。

―̀ 
戸ヨ～、`' l1ぃ
図5 福嶋鹿嶋下遺跡 5号住居跡出土土器

また、福島鹿嶋下遺跡 5号住からは、覆土共伴という

条件つきながら、 VI期とした壺と廻間II式並行と思われ

る受け口甕が出土している［図 5］。このことを積極的に

評価すれば、多少の時間幅を見込んだとして、 V-3期

新段階～VI期の間に廻間II式期が並行する時期があると

みてよいだろう。なお、吉ケ谷式の編年対比については、

縄文施文系土器の分析とあわせて、今後の検討課題とし

たい。

本稿は、（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団平成18年度職員自主

研究助成金交付を受けた「群馬県弥生土器編年の作成」の成果の一

部である。

う狭い時間枠に一括して押し込めるのではなく、むしろ共存する時間

幅を広く想定したうえで、複線的な型式組列上への新たな位置づけを

試みる必要がある。
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群馬県出土の二重日縁壺

新山保和

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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要 9
日

古墳祭祀を考える上で重要な遺物に、二重口縁壺が挙げられる。二重口縁壺は、弥生時代後期においては、他の壺や

甕、高坪などと同様に扱われており、特殊な存在ではない。しかし、その後の展開を見ると、二里口縁壺は桜井茶臼山

古墳、東殿塚古墳、三国の鼻古墳、青塚古墳などに見られるように、埴輪と同様な役割を果たすようになる。これは全

国的な傾向と言える。昨今の研究では、囲饒という要素に注目し、二重口縁壺を埴輪祭式の中に組み込む傾向にある。

畿内に出自を持つ二重口縁壺は、前期古墳に囲鏡され、埴輪と同様な役割を果たしている。この点を重視すると、墳丘

における二重口縁壺の囲饒に古墳出現の画期を見いだすことができる。では、どの段階から二重口縁壺は他の供献土器

から逸脱し、埴輪と同じ役割を果たすのだろうか。本稿では、まず最初に混乱している二重口縁壺と壺形埴輪の概念に

ついて整理し、筆者の立場を明らかにする。その後、群馬県における墳墓出土の二重口縁壺を集成し、系統ごとに分類

を行った。その結果、二重口縁壺には畿内系、伊勢型、パレス壺系の 3系統が存在し、それぞれが影響し合いながら系

統内に複数の類型を内包していることを明らかにした。また、二重口縁壺と壺形埴輪の境界条件は胎土にあり、胎土が

共伴する土師器と同じものは二重口縁壺であり、埴輪質のものは壺形埴輪と呼ぶべきことを提案した。

キーワード

対象時代古墳時代

対象地域群馬県

研究対象二重口縁壺
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1.はじめに

古墳の出現について考えるとき、墳墓から出土する土

器群は、古墳の成立を考える重要な手掛かりとなる。墳

墓から出土する土器群は、その用途が祭祀に限定された

ものであり、そこには古墳成立期の葬送観念の一端が垣

間見える。弥生時代から古墳時代に移行する時期は、墳

墓祭祀に用いられた土器群の様相に地域性や器種の多様

性がうかがえる。その様相を整理 ・分類することで古墳

成立期の解明の糸口が見つかると考えられる。墳墓祭祀

に用いられる土器の中で、近年最も研究が活発的に行わ

れている対象が壺形土器、二重口縁壺である。関東にお

ける二重口縁壺の研究は、大きくわけて「囲続配列」な

どの出土位置に注目する研究（塩谷1983、古屋1998)と、

形態変化や系統についての研究（利根川1993• 1994、比

田井1995、君島2000) に大別できる。本稿では、群馬県

出土における墳墓出土の二重口縁壺を対象として、二重

口縁壺から埴輪への変遷について考えていきたい。

2.問題の所在

二重口縁壺を検討するにあたり、 2つの点が問題点と

てあがってくる。一つは二重口縁壺と壺形埴輪の境界と、

もう一つは何を持って二重口縁壺と呼ぶかという名称の

概念規定についてである。前者は、この境界を設定する

ことで、土器祭式から埴輪祭式に変わる画期を見いだせ

ることから、古墳成立期の意識変革を理解できる。後者

は、二重口縁壺の分類基準と関連し、そこから派生する

系統論に関わる問題を内在している。これらの問題点に

ついて、筆者の見解を述べた後、群馬県出土の二重口縁

壺を集成 ・分類し、具体的な事例を挙げて検討を加えて

いきたい。

2 -1 二重口縁壺と壺形埴輪の関係

二重口縁壺の研究を整理すると、古式土師器と埴輪祭

式の 2つの側面からのアプローチが行われている。この

アプローチの違いにより、古墳出土の二重口縁壺を位置

付けるにあたり、それが二重口縁壺なのか、壺形埴輪な

のか研究者の判断が分かれるところである 1)。大まかな

方向性として、底部穿孔など本来の機能を消失する中で

あくまで土器の中に位置付ける見解（古式土師器）と、

規格性と囲続配列を根拠に埴輪の中に位置付ける見解

（埴輪祭式）に分けられる。筆者はかねてから土器祭祀

から埴輪祭祀に転換するプロセスに興味があり、弥生時

代からの伝統的な土器祭祀が古墳における埴輪祭祀に転

換 ・統合される過程を解明することで、古墳成立を考え

る重要な手かがりを得られると考えているので、今回は

両者の境界を明確にする目的で分類を行う。

二重口縁壺と壺形埴輪の違いを土器の立場から見てみ

ると、二重口縁壺は集落からも出土するが、埴輪は転用
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目的以外では集落から出土しない。この点が最も両者の

異なる点である。前提条件として、古墳から出土するニ

重口縁壺を埴輪と識別するには、集落から出土する二重

口縁壺との境界条件を把握する必要がある。底部穿孔も

その条件の一つであるが、すべての二重口縁壺に底部穿

孔が施されないことや、二重口縁壺以外の器種にも底部

穿孔が施されることなどから、十分条件であり必要条件

にはなりえない。では、何が境界条件となろうか。筆者

は、胎土を重視する必要があると考えている。簡潔に述

べるならば、二重口縁壺と共伴する土器と類似する場合

は土器、埴輪に近い胎土や色調の場合は埴輪と識別する

べきと考えている。

次に、二重口縁壺が出土している墳墓の事例を挙げて

検討していく ［図 1]同一遺跡から土師質と埴輪質の二

重口縁壺が出土している事例としては、下郷遺跡 SZOl・

SZ42が挙げられる。

図1 部位の名称

接合部
一次口縁

受け部

体部

下郷遺跡 SZOl出土の二重口縁壺を見みると、 2種類

のタイプが出土している［図 2]。報告書に掲載されてい

る8点の二重口縁壺を見ると、図 2-1~7の壺は器高

に対して口縁部高が低く、受け部が水平方向に突出して

平坦面を形成する。図 2-8の壺は、頸部が緩やかに外

反し、受け部に平坦面を形成しない。口縁部と体部が 1: 

2の比率を呈し、頸部に閉塞感は感じられない。この 8

点の二重口縁壺のうち、 1点［図 2-8］のみ調整と器

形が異なり、胎土が埴輪質であることが指摘されている。

土師質と埴輪質の二重口縁壺の相違点をみると、 7点の

土師質二重口縁壺の底部が焼成後穿孔［図 2-1~7]

であるのに対して、埴輪質の二重口縁壺 1点のみ焼成前

穿孔である。外面調整を見ると、土師質の二重口縁壺が



群馬県出上の二重口縁壺
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、 6

図2 下郷遺跡SZOl(S = 1/10) 

： 
図3 下郷遺跡 SZ42(S=l/10) 

ヘラミガキ調整を施すのに対して、埴輪質の二重口縁壺

のみがハケ調整を施す。他の共伴土器を見てみると、ハ

ケ調整を施す壺が他に 3点あり、そのうち 2点の胎土が

埴輪質を呈している。胎土で二重口縁壺と壺形埴輪に分

類する筆者の立場から見ると、図 2-8のみが壺形埴輪

となり、他の土師質の壺は二重口縁壺となる。これは、

埴輪質の二重口縁壺のみが焼成前底部穿孔である点から

も、儀器化への意識の現れと見られる。また、図 2-1 • 

8には胴下半部に焼成後の打ち欠き行為が施されてお

り、前代的な様相もうかがえる。 二重口縁壺の出土状況

を見ると、周溝の西コーナー付近 ・中央部付近 ・東コー

ナー付近からまとまって出上している。単口縁壺も、他

の二重口縁壺と同様な出土状況であることから、単口縁

壺も含む墳丘の囲続行為があったものと考えられる。こ

のことから、下郷遺跡 SZOlは二重口縁壺を中心とした

墳頂部囲饒が行われていたと考えられ、二重口縁壺から

壺形埴輪に変わる過渡期に位置付けられる。

次に、下郷遺跡 SZ42出土遺物を見ると、二重口縁壺 8

［図 3-1~4]・単口縁壺 1［図 3-5]・坦 2［図 3-

6]点が出土している［表 1]。出土遺物を概観すると、

埴輪質の底部穿孔壺が主体を占める中で、 図3-1の二

重口縁壺のみが土師質を呈している。外面調整を見てみ

ると、図 3-1はミガキ調整を施すのに対して、他の土

器は荒いハケ調整を施している。調整の相違は器種に関

係なく共通しており 、土師質の土器から埴輪質の土器へ

の過渡的様相がうかがえる。 SZOlの段階ではまだ土師質

の土器が主流であったが、 SZ42の段階になると、埴輪質

の土器が主流になっており、土器の器種ではなく、胎土

から埴輪化に向かっている傾向が指摘できる。

また、同一遺構内において、土師質と埴輪質の土器が

共伴する事例としては、堀之内CK-2号墳が挙げられ

る。CK-2号墳からは埴輪質の二重口縁壺［図 7-

25~30]が出土している。この二重口縁壺と同様に埴輪

質の土器は、すべて赤色塗彩が施されている。それ以外

の赤色塗彩を受けていない土器は、一般集落の住居跡か

ら出土する土器と 同じ胎土であり 、土師質と埴輪質の使

い分けが行われている。このように、土師質と埴輪質を

明確に使い分けている状況から、胎土を境界条件として

設定することは妥当と考えられる。

以上のように、筆者は胎土や調整などが集落出土資料

と同じものは壺形土器、胎土が埴輪化したものを壺形埴

輪と定義する。

2 -2 二重口縁壺の用語

本稿で取り上げる「二重口縁壺」の名称を見てみると、

報告書や研究者により名称の混乱が見られる丸この混

乱は、「二重口縁」の用語が最初に用いられた論考（伊達・

森1966: p.197)で明確な用語の定義がなされておらず、
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桜井茶臼山古墳出土の二重口縁壺を便宜上「茶臼山式壺」

と呼び、土器型式の中に位置付けようとした結果、二重

口縁壺の定義が曖昧なまま漠然とした概念が定着して

いったことが誘因と見られる。これにより、二重口縁壺

の対象範囲が各研究者により異なる状況が生じたと考え

られる。そこで、先学の研究を踏まえた上で、筆者の立

場を明らかにしたい。

「二重口縁」の名称は、口縁形態を表現する用語であ

り、この特徴を持つ壺の総称が二重口縁壺である。二重

口縁壺の分類基準（寺澤1986、比田井1995、野々口1996、

君島2000) を見ると、一次口縁、二次口縁、頸部などの

組合せで分類している［図 4］。そして、頸部形態が系統

を表現し、接合部の形態が時間的変遷を示すことが指摘

されている（利根川1993・1994、比田井1995）。このこと

から、最も重視する点は頸部と接合部であることが分か

る。二重口縁壺の典型例である桜井茶臼山古墳出土例を

見ると、口縁部と受け部の境にある接合部に「段」が存

在する。この「段」の存在が、二重口縁壺の特徴と言え

る3)。この特徴を基準とすると、二重口縁壺の分類韮準

については接合部に「段」を持つものと定義できる。こ

の定義から、本稿で対象とする二重口縁壺は、口縁部下

端に「段」や「稜」を持ち、 2段にわたって上方に外反

して立ち上がる口縁を持つ壺を対象とする匁

A類 Bl類 B2類 B3類 c類 D類

＼ぺ＼ぺ図＼
〈粘土幕付知：（粘土帯付加： 『立ク 〈Ill口縁手：

B1類 釦類 B3類 C類

図 4 口縁部の形態分類（野々口1996)

2-3 系統について

二重口縁壺の口縁形態を見ると、多くのバリエーショ

ンが存在する凡これらのバリエーションについては、各

研究者とも系統差を反映すると認識している。

利根川章彦氏（利根川1993• 1994) は、全国の二重口

縁壺を対象とし、口縁部の接合手法や口唇部成形手法の

観点から二重口縁壺には畿内系・東海西部系・北陸系・

北部九州系など多数の系統に分かれる点を指摘する。ま

た、比田井克仁氏（比田井1995) は、集落出土の二重口

縁壺も踏まえて、畿内から関東に至る各地域におけるニ

重口縁壺の時間軸・空間軸を整理し、頸部の形態から「畿

内系」と「伊勢湾系」の 2系統に大別する。古屋紀之氏

（古屋1998) は、利根川氏の研究成果を踏まえて、東海

西部系と北陸系の二重口縁壺は畿内を起源に持つ点を重

視し、両者とも畿内系二重口縁壺東海型・北陸型と位置

付けている。君島氏は、口縁部の形態とそれに付随する
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文様に着目し、二重口縁壺を加飾の有無で 2大別し、文

様の種類により加飾二重口縁壺を 3つに細分する（櫛描

波状文系・パレス壺系・伊勢型） 6)。そして、従来東海系

と一括されてきた系統をパレス壺系と伊勢型二重口縁壺

とに細分し（君島2002: p.56)、二重口縁壺の系統を(1)加

飾垂下口縁壺、 (2)パレス壺系二重口縁壺、 (3)伊勢型二重

口縁壺、 (4)畿内系二重口縁壺の 4つに大別する。

以上をまとめると、細かい地域性は見られるが、二重

口縁壺の系統は「畿内系」「伊勢型」「パレス壺系」の 3

つに大別することができる。以下、この 3大別を踏襲し、

筆者の立場を明らかにしたい。

3.事例分析

群馬県における墳墓出土の二重口縁壺は、管見に触れ

る限り、二重口縁壺を出土する墳墓・古墳は、 38遺跡を

数える［表 1.2]7)。出土した遺跡を見てみると、周溝

墓が57基、盛土が確認された古墳が 7韮を数える。周溝

墓が圧倒的に多く、二重口縁壺は韮本的には周溝墓に伴

う土器と言える。

次に、分類ごとの基準を明確にして、具体的な事例を

述べながら検討を加えていきたい。なお、時期について

は若狭・深澤（若狭・深澤2005)編年に従い、古墳時代

前期を古・中・新の 3段階で呼ぶこととする。

(1) 畿内系二重口縁壺

(2) 伊勢型二重口縁壺

(3) パレス壺系二重口縁壺

(1) 畿内系二重口縁壺［固 5 • 6] 

すでに先学で述べられているように、畿内系には 2系

統のものが含まれている（利根川1993、野々口1996)。短

く外反した頸部に外反する二次口縁がつくタイプと頸部

が直立して受け部となる一次口縁を作り出して、さらに

大きく外反する二次口縁がつくタイプである。前者は畿

内第V様式からの系統で、後者は「茶臼山型壺」と呼ば

れる系統である。「茶臼山型」の典型例である桜井茶臼山

古墳出土の二重口縁壺（君嶋2005) を見ると、一次口縁

の接合手法に相違が見られるが、頸部はすべて直立する。

前者の特徴は短く外反する頸部にあり、後者の特徴は頸

部の直立する点にあるので、この 2つの特徴を基準とし

て畿内系と総称する。元々 2系統を内在した分類総称で

あるので、畿内系に含まれる二重口縁壺には多様性がう

かがえる。時期差や模倣の段階差も含まれているが、今

回は形態に注目して分類を行うこととする。

管見に触れる限り、群馬県における墳墓出土の畿内系

二重口縁壺は、 24遺跡34遺構から出土している。その中

で、伊勢型と共伴する遺構が 4遺跡挙げられる。畿内系

に分類される二重口縁壺を見てみると、形態的特徴から

以下の 4つの分けられる。
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図 5 畿内系二重口縁壺の類例（1)(S=l/10) 

(1. 鈴の宮 l号 2 • 3.元島名 2号 4.下佐野A区2号 6.倉賀野万福寺 1号 7.倉賀野万福寺 4号 8.上戸塚正上寺 1号

9.上戸塚正上寺 2号 10~13.阿 ・権現堂 2号 14.荒砥上久保 3号 15.二之堰 7号 16~20.堤東 2号 21.東原B1号

22~29.東原B2号 30・31.公田東 1号 32.荒砥宮田 1号 33・34.前橋天神山 35.伊 ・東流団地19-8号 36.今井南原

37・38.小谷場 2号 39.磯之宮 1号 40.細田 2号 41.槍花 3号 43.舞台 2号 44~46.舞台 4号 47・48.舞台10号）
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'56 59 

図6 畿内系二重口縁壺の類例(2)(S = 1/10) 49~64．舞台遺跡 9号

(a)体部の最大径に対して口縁径が狭く低いもの

(b)口縁径が体部最大径と同じか、やや小さいもの

(c)二次口縁幅の狭いもの

(d)頸部が短く外反し、受け部に平坦面を持たないもの

(a)タイプには、下佐野 I-D区2号周溝墓［図 5-5]、

倉賀野万福寺 1号周溝墓［図 5-6]、倉賀野万福寺 4号

周溝墓［図 5-7]、荒砥宮田 1号局溝墓 ［図5-32]、

御正作 3号周溝墓［図ー42]、小谷場古墳群 2号周溝墓［図

5 -37 • 38]、細田 2号周溝墓［図 5-40]、舞台 2号周

溝墓［図 5-43]、舞台 9号周溝墓［図 6-63 • 64]など

が挙げられる。頸部は直立して受け部に狭い平坦面を形

成する。体部高に対して、口縁部高が 1/3から1/4の

高さを測る。最も一般的な畿内系と考えられる。図 5-

6 • 42は肩部が張るタイプで焼成後底部穿孔が施されて

いる。それ以外の底部穿孔は、焼成前に施されている。

基本的には少数出土であり、本タイプの二重口縁壺の囲

饒傾向は見られない。

(b)タイプには、下郷 SZOl周溝墓［図 2-1~7］、元

島名 2号周溝墓［図 5-3]、荒砥上久保 3号周溝墓 ［図

5 -14]、堤東 2号周溝墓［図 5-16~20]、東原B2号

周溝墓［図 5-22~29]、公田東 1号周溝墓［図 5-30・ 

31]、今井南原周溝墓［図 5-36]、屋敷内B遺跡周溝墓

［図 5-39]、舞台10号周溝墓［図 5-47 • 48]、舞台 9

号周溝墓［図 6-49~56 • 58 • 59 • 61]が挙げられる。

受け部に平坦面を持つタイプ（下郷 SZOl・堤東 2号周溝

墓など）と、受け部に平坦面を持たないタイプ（荒砥上

久保3号 ・東原B2号周溝墓など）に分けられる。焼成

後底部穿孔は図 5-35のみであり 、他はすべて焼成前底

部穿孔である。このタイプは複数出土の遺構が多く、囲
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続傾向にあると言える。

(c)タイプには、阿曽岡 ・権現堂 2号周溝墓出土の二重

口縁壺［図 5-10~13]が挙げられる。頸部の形状から

畿内系に含めたが、かなりイレギラーなタイプである。

口唇部をつまみ上げる広口壺から派生したものと見られ

る。堀之内 CK-2号墳から同じタイプの壺形埴輪が出

土しており、埴輪に継続する二重口縁壺と言える。

(d)タイプには、下佐野 I-A区4号周溝募［図 5-4]、

舞台 4号周溝墓［図 5-44~46]、槍花 3号周溝墓［図5-

41]が挙げられる。このタイプは、第V様式から派生し

た系統の二重口縁壺で、受け部に平坦面を持たないもの

をさす。出土数も少なく囲饒するものはない。図 5-4 

は、あまり墳墓に伴う二重口縁壺としては一般的ではな

し％。

「畿内系」の特徴は、その多様性にある。元々内在する

2つの系統を同じ系列で扱ったことが要因であるが、形

態差も大きく複雑な様相を呈している。本稿では同じ畿

内系に含めたが、再整理の必要性を感じている。特に、

(C)・(d)タイプは「畿内系」とは分ける必要があるが、出

土個体数が少ないので、「畿内系」の中の類型として扱っ

た。「畿内系」の出現時期を見ると、今のところ積極的に

前期古段階まで遡る要素が見当たらないので、中段階か

ら波及 • 発展し、新段階まで続くと見ている。

(2) 伊勢型二重口縁壺 ［図 7]

「伊勢型」の名称は、田ロ一郎氏によって命名された用

語である（田口1981)。田口氏は、元島名将軍塚古墳出土

の二重口縁壺を分析し、「二重に外反し、口唇部、段部外

面に面を持ち、上下につまみ出す」特徴の口縁形態を持



群馬県出土の二重口縁壺

口
己三喜

戸
三「 ・̀‘‘32 

`3  

:' 絆忠'34

奇

｀ 
35 □
 

＂ 
．
 

I
 

ふ`

図 7 伊勢型二重口縁壺の類例 (S=l/10)

(1.元島名 2号 2~6.元島名将軍塚 7.下佐野A区4号 8.下佐野A区8号 9~11.下佐野A区1号 12.下佐野C区5号

13.下佐野D区2号 14~16.下佐野寺前 3号 17~20.倉賀野万福寺 1号 21.倉賀野万福寺 9号 22.下郷 SZ32 24.下郷 SZ46

25~31.堀之内 CK-2号 32~34.北山荼臼山西古墳 35. 阿曽岡・権現堂 1号 36 • 37.屋敷内B 38.槍花 3号 39.御正作 1号

40. 中高瀬観音山）
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表 1 二重口縁壺集成表（1)

二重口縁壺
互一 鉢．貫古墳名 所在地 墳形 甕 蓋・

高坪 器台
畿内型 伊勢型 ノくレス ▼互ギ 小型

行幸田山A区1号 渋川市 方形周溝墓 2 1 ， 
鈴ノ宮 1号 高崎市 方形周溝墓 1 1 2 2 

元島名 2号墳 高崎市 前方後方周 2 1 

元島名将軍塚古墳 高崎市 前方後方墳 12 2 7 5 3 

貝沢柳町 1号 高崎市 方形周溝墓 1 3 1 

貝沢柳町 2号 高崎市 方形周溝墓 1 1 1 1 

下佐野 I-A区4号 高崎市 方形周溝墓 1 2 5 15 1 

下佐野 I-A区8号 高崎市 方形周溝墓 1 2 3 2 2 

下佐野 I-C区1号 高崎市 方形周溝墓 1 1 

下佐野 I-C区5号 高崎市 方形周溝墓 1 3 2 2 

下佐野 I-D区2号 高崎市 方形周溝墓 1 1 1 1 2 

下佐野寺前地区 3号 高崎市 方形周溝墓 3 

下佐野 I-A区1号 高崎市 前方後円墳 3 8 2 10 1 

倉賀野万福寺 1号 高崎市 方形周溝墓 1 4 5 5 2 2 3 

倉賀野万福寺 4号 高崎市 方形周溝墓 1 

倉賀野万福寺14号 高崎市 方形周溝墓 1 1 2 1 

倉賀野万福寺 9号 高崎市 方形周溝墓 1 1 

柴崎蟹沢古墳 高崎市 円墳 1 5 1 

下郷 szo1 玉村町 方形周溝墓 8 3 1 1 

下郷 SZ28 玉村町 方形周溝墓 1 1 

下郷 SZ32 玉村町 方形周溝墓 1 1 

下郷 SZ42 玉村町 方形周溝墓 7 2 2 1 

下郷 SZ46 玉村町 方形周溝墓 4 4 1 

箱石浅間古墳 玉村町 方墳 14 

堀之内 CK-2号 藤岡市 前方後方周 10 10 3 1 3 1 

堀之内 DK-4号 藤岡市 前方後方周 5 11 2 

上戸塚正上寺 4区1号 藤岡市 周溝墓 1 1 2 

上戸塚正上寺 4区2号 藤岡市 周溝墓 1 

北山茶臼山西古墳 富岡市 前方後方墳 11 2 1 2 

北山茶臼山古墳 富岡市 前方後円墳 5 

阿曽岡・権現堂 1号 富岡市 前方後円周 1 1 3 7 4 

阿曽岡・権現堂 2号 富岡市 前方後方周 4 2 2 

荒砥上久保 3号 前橋市 方形周溝墓 3 1 

荒砥島原A区1号 前橋市 方形周溝墓 1 7 4 

荒砥二之堰 7号 前橋市 方形周溝墓 1 3 1 1 

荒砥二之堰 9号 前橋市 方形周溝墓 1 1 2 

堤東 2局 前橋市 前方後方周 12 3 2 18 1 6 6 

荒砥北原 1号 前橋市 方形周溝墓 ， 1 2 1 3 

東原B1号 前橋市 方形周溝墓 1 6 1 3 

東原B2号 前橋市 方形周溝墓 ， 2 12 4 3 4 

公田東 l号 前橋市 前方後方周 7 3 4 1 7 2 4 

西善尺司 3号 前橋市 方形周溝墓 1 3 1 

荒砥宮田 1号 前橋市 方形周溝墓 1 2 2 1 

朝倉 2号墳 前橋市 円墳 2 4 3 
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表2 二重口縁壺集成表(2)

二軍口縁壺 ← 空
鉢・椀古 墳 名 所在地 墳形 甕 蓋・坪 高 坪 器台

畿内型 伊勢型 パレス 空＋ 小 型

前橋天神山古墳 前橋市 前方後円墳 2 3 1 

伊・東流通団地19~ 8号 伊勢崎市 方形周溝募 2 1 2 1 

今井南原古墳 伊勢崎市 方形周溝墓 1 2 

三ツ木遺跡 1号 伊勢崎市 方形周溝墓 1 2 2 1 1 1 

波志江中野面A区14号 伊勢崎市 方形周溝墓 1 4 5 1 

舞台遺跡 1号 伊勢崎市 前方後円周 ， 3 5 1 

舞台遺跡 2号 伊勢崎市 方形周溝墓 2 6 1 2 

舞台遺跡 4号 伊勢崎市 方形周溝墓 5 1 8 5 2 1 

舞台遺跡6号 伊勢崎市 方形周溝墓 1 3 3 10 6 2 

舞台遺跡9号 伊勢崎市 前方後円周 19 3 3 6 1 1 4 

舞台遺跡10号 伊勢崎市 方形周溝墓 2 6 4 3 2 2 

小谷場古墳群2号 太田市 方形周溝墓 2 1 

屋敷内B遺跡 太田市 前方後方周 5 2 1 2 1 

磯之宮遺跡 1号 太田市 方形周溝墓 1 

細田遺跡 2号 太田市 方形周溝墓 2 1 1 1 

槍花遺跡 3号 太田市 方形周溝墓 1 1 1 1 1 2 

御正作遺跡 1号 大泉町 方形周溝墓 1 ， 2 6 3 5 2 

御正作遺跡3号 大泉町 方形周溝墓 1 1 1 3 4 

墳形…前方後円周＝前方後円形周溝墓、前方後方周＝前方後方形周溝墓

つ二重口縁壺を「伊勢型二重口縁壺」（田口1981: p.86)」

と定義した凡伊勢型の系譜は、田口氏は伊勢地方の弥生

後期末の単口縁広口壺に求めている（田口1981: p.87)。

比田井氏は、畿内の二菫口縁が伊勢で分化・発生したも

のと見ている（比田井1995: p.98)。新名強氏は、河内地

方の二菫口縁壺と伊勢湾岸の櫛描文様が結びついて伊勢

型二重口縁壺が誕生したと見ている（新名2000: p.125)。

その系統については、伊勢地方に求める見解が最も強い

と見られる 10)0

伊勢型二重口縁壺の定義は、田口氏の見解を踏襲する。

田口氏の定義は伊勢型二重口縁壺の典型例を述べている

ので、本稿では頸部の形状を優先し、頸蔀が頸部が逆「ハ」

字状に開くものをさすこととする。

伊勢型二重口縁壺の編年について田口氏は、肩部・ロ

縁端部文様の無文化、胴部ヘラミガキの粗雑化、口縁端

部及び段部端部の面取りの退化、口縁下部の長大化、長

胴化などを指標に挙げてIV期に区分する。 I • II期が前

期古段階、 III期が前期中段階、 IV期が前期新段階に対応

すると考えられる。田口氏に賛同する立場であるが、受

け部の省略化と口縁径と体部最大径の同一化傾向を加味

して考え合わせると、 IV期の部分で若干の相違点が出て

くる。 III期までは一系統と見られるが、 IV期になると a

~Cの3つの系統に分かれると考えられる。

a系統は、田口氏が提唱する伊勢型二重口縁壺の典型

例の系統で、下郷 SZ32• 46［図 7-23 • 24]が挙げられ

る。この系統は田口氏のIV期に相当し、前期新段階に位

置付けられる。下佐野寺前 6号墳からは同じ系統の壺形

埴輪が出土しており、埴輪に継続する系統である。

b系統は、口縁系と体部最大径がほぼ同じ大きさにな

るタイプで、阿曽岡・権現堂 1号周溝墓［図 7-35]、屋

敷内B周溝墓［図 7-36 • 37]が挙げられる。図 7-35 

は、五領遺跡から同じ形態の二重口縁壺が出土している。 •

前期中段階に位置付けられ、 III期に遡る可能性もある。

図7-36 • 37は受け部の省略化が進んでおり、図 7-35 

より後続する。前期新段階に位置付けられる。堀之内

CK-2号周溝墓［図 7-25~30]出土の壺形埴輪は、頸

部が短いが口縁径と胴部最大径がほぼ同じ点を重視する

と、この系統が埴輪化したものと見られる。

C系統は、一次口縁が擬口縁を呈することなく、稜で

表現されている形態である。このタイプを仮に貼付類型

と呼称すると、下郷 SZ28出土の二重口縁壺［図 7-22] 

がその指標として挙げられる。貼付類型は、下佐野c-
5号周溝墓［図 7-12]、槍花 3号周溝墓［図 7-38]、

御正作 1号周溝墓［図 7-39]が挙げられる。貼付類型

は、頸部の長短でさらに 2つに細分が可能である。北山

茶臼山西古墳［図 7-32~34]出土壺形埴輪は、長頸夕

イプ［因 7-38 • 39]が埴輪化したものと見られる。短

頸タイプ［図 7-12 • 22] は、長胴化が進んでおり、単

数出土である。このタイプは埴輪化志向が見られない。

「伊勢型」は、 14遺跡23遺構から出土している。特に、
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図 8 パレス壺系二重口縁壺の類例 (S=l/10)

(1.行幸田山 1号

15.西善尺司 3局

2.貝沢柳町 1号 3.貝沢柳町 2号 4~12.箱石浅間

16~24.荒砥北原 1号 25~32.舞台 l号）

13.荒砥島原 1号 14.二之堰 9局

井野川流域の墳墓から多く出土している。出現時期を見

てみると、 I• II期の前期古段階でのプロトタイプの様

相に明瞭さを欠くが、 III期の前期中段階で典型的な形態

が確立し、 III期以降は安定した存在感を見せる。その後、

継続して壺形埴輪に展開する系統と言える。「伊勢型Jと

類似する二菫口縁壺が伊勢湾地域から多数出土してお

り、本地域との関係が指摘されている。故地をどこに求

めるかについてはさらに詳細な検討が必要であるが、出

土墳墓数や出土数から見て、群馬地域と最も関連のある

地域は伊勢湾地域と言える 11)0 

(3) パレス壺系二重口縁壺［図 8]

パレススタイル壺の中で、口縁部が二重口縁壺を持つ

ものをさす。浅井氏の分類（浅井1987)では「FormIII」、

田口氏の分類（田口1987)ではB形式およびC形式に対
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応する。この系統のポイントは加飾にあり 、頸部の形態

などに固定的な特徴を見いだせない。岩崎氏は、弘法山

古墳出土のパレススタイル壺について、東海的要素と畿

内的要素の 「接触変容の結果J （岩崎1985: p.29)生み出

されたものと理解しており、まさに畿内的様相 と東海的

様相の混合系と言える。君嶋氏は荒砥北原 1号墳の事例

を挙げ、胴部は無紋化しているが口縁内面に見られるの

突線などの施文原理を継承している点を重視し、東海系

パレス壺の系統と見ている（君嶋2002)。加飾のない二重

口縁壺にも、パレス壺系の要素を見いだした点は卓見と

言える。無文を呈していても、パレス壺の伝統的スタイ

ルを保持するものはパレス壺系に含まれると考えられ

る。では、畿内系や伊勢型に分類された二重口縁壺に加

飾を持つものはどう理解すべきであろうか。坂本氏は、

元島名将軍塚古墳（伊勢型二重口縁壺）の中にも装飾壺



があると述べている（坂本1992: p.23)。確かに、伊勢型

二重口縁壺の胴肩部に平行線・波状紋 ．刺突による羽状

文、頸部から縦に垂下させる浅い櫛描紋等の文様を施文

したり、頸部と胴部の境目に刻み目をいれる突帯を持っ

ており、装飾壺的要素を持つとも言える。しかし、二次

口縁のつまみあげや体部のプロポーションなどから、パ

レス系壺二重口縁壺の系統には含まれない。加飾と口縁

部形態とは、元来異なる判断華準であり、同じ土俵で語

るべきものではない。これを同じ判断華準で語るところ

に概念の混乱が生じた要因があると考えられる。パレス

壺系は、元々存在した加飾壺の要素に「二重口縁」が融

合して誕生した土器であり、その特徴は口縁部ではなく

加飾文様にあり、「畿内系」「伊勢型」とは別の基準で分

類された土器と言える。本稿では、口縁部形態が「二重

口縁」を呈するものだけを対象とする。

パレス壺系を概観すると、 3つに大別ができる。

(1) パレススタイルの加飾文様を保持するもの

(2) 二次口縁に文様帯を持つもの

(3) プロポーションは別系統であるが、パレス壺の残

像を残すもの

(1)の事例としては、貝沢柳町 1• 2号周溝墓から出土

した二重口縁壺［図 8-2 • 3]が挙げられる。貝沢柳

町 1号周溝墓からは、二重口縁壺と一緒に棒状浮文を貼

付した加飾広口壺が出土しており、胴部は同様な文様構

成である。このパレス壺系二重口縁壺は、やや内傾する

くの字状を呈している。一次口縁と二次口縁の接合部は、

接合に用いた粘土が余って下に突出させるタイプ（利根

川分類a-1型、野々口分類B2類に相当）で、二重口

縁壺の成形手法を用いている。貝沢柳町 2号局溝墓出土

の二重口縁壺［図 8-3] も、口縁部の加飾や胴部文様

構成などもパレス壺の典型と言える。貝沢柳町 1• 2号
周溝墓出土のパレス壺系二重口縁壺は、弘法山古墳と同

時期であり、前期古段階に位置付けられる。パレス壺の

無文様化と口縁部内面の突帯文の省略化したものが、西

善尺司 3号周溝墓［図 8-15]、荒砥北原 1号周溝墓［図

8 -16~24]に見られる。西善尺司 3号周溝墓出土の二

重口縁壺は、口縁部内面の突線が明瞭に残る。 口縁に伴

う底部は焼成前底部穿孔が施され、その後孔を粘土で塞

いだ痕跡が残る。荒砥北原 1号周溝墓からは 8点のパレ

ス系二重口縁壺が出土しているが、そのうち 1点［図 8-

17]の口縁部内面の突線は不明瞭であり、形骸化が進ん

でいると見られる。頸部の形状を見ると、前者が長く直

立するのに対して、後者は短く直立して口縁径と体部最

大径がほぼ同じである。このことから、前者の方が古い

様相を呈していると見られるが、両者とも前期中段階に

位置付けられる。

(2)の事例としては、行幸田山 1号周溝墓［図 8-1] • 
荒砥島原 1号周溝墓［図 8-13]、二之堰 7号周溝墓［図

群馬県出土の二重口縁壺

8 -14]、荒砥北原 1号周溝墓［図 8-18]が挙げられる。

前者は口縁部文様帯に棒状浮文がつくタイプであり、典

型的なパレス壺の系譜と言える。口縁部の形状は、明瞭

な二重口縁を呈していないが、ここではパレス壺系とし

た。後者［図 8-13]は体部最大径と比べて口縁径が極

端に狭い点が特徴と言える。口縁部文様帯に波状文やボ

タン状貼付文を施文する手法は、東海西部系のパレスス

タイル壺の影響と見られる。頸部の形態を見ると、頸部

が直立していることから、庄内系の影孵を受けた畿内系

とも見えるが、口縁部文様帯の幅が狭い点、頸部が細く

て長い点からパレス壺系に分類した。類似した事例とし

て、鈴ノ宮 1号周溝墓［図 7-1]が挙げられる。鈴ノ

宮 1号墳の二重口縁壺は、直立する頸部を持ち、 口縁部

文様帯にボタン状貼付文を持ち頸部が直立する二重口縁

壺である。口縁部文様帯を比べると、パレス壺系とも見

えるが、口縁部文様帯が広くしっかりしている点、頸部

の調整も丁寧な点などから、鈴ノ宮 1号周溝墓の事例は

庄内系の影響を受けた畿内系二重口縁壺に分類した。荒

砥島原 1号周溝墓は前期古段階に位置付けられ、その後

継続して前期新段階まで出土している。

(3)の事例としては、舞台 1号周溝墓［図 8-25~30] 

が挙げられる。舞台 1号周溝墓出土の二重口縁壺には、

口縁内面に縄文施文が施されている。器種組成は、成度

の高い焼成前底部穿孔の二重口縁壺を中心に大小壺 ・高

坪 ・柑などが出土している。二重口縁壺は、肩部に縄文

を施文するもの［図 8-25~30] 6点と無文のもの［図

8 -31 • 32] 2点の 2種類がある。加飾された二重口縁

壺は、肩部に横位二段の縄文帯が施文させる。無文の二

重口縁壺は、体部にヘラミガキが施される。プロポーショ

ンを見ると、口縁内面と肩部の縄文施文を除けば、他の

舞台遺跡出土二重口縁壺や東原B2号周溝墓出土の二里

口縁壺との類似性が高く、畿内系に分けられる。舞台遺

跡内の連続性を考慮すると、 1号周溝墓以外の二重口縁

壺は大小の差はあるがすべて畿内系であり、 1号周溝墓

にも同様な器形の共通性が認められるので畿内系の要素

がうかがえる。今回は文様施文を重視してパレス壺系に

分類したが、再考の余地のある一群と言える。

パレス壺系二重口縁壺は、 12遺跡から出土している。

出土数を見てみると、荒砥北原 l号周溝墓・舞台 1号周

溝墓以外からは 1遺構 1点のみの出土であり、囲続傾向

は認められない。また、胎土が「埴輪化」志向を持つパ

レス壺系二重口縁壺も出土していないことから、壺形埴

輪には展開しないと考えられる。

4. まとめと展望

本稿では、二重口縁壺の概念規定とそれに係わる問題

を整理し、群馬県内における墳墓出土の二重口縁壺を集

成して、系統を把握する目的で分類を試みた。この系統
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を把握することで、二重口縁壺から壺形埴輪への系統変

遷を理解できると考えたからである。群馬県内の二重口

縁壺は、「畿内系」「伊勢型」「パレス壺系型」の 3系統に

大別が可能である。それぞれの系統には、 2~3の類型

が存在し、それぞれが「折衷」「模倣」「変容」を繰り返

して発展・衰退しており、複雑な様相を呈している。

古墳成立期は、魏志倭人伝に記述があるように、前代

からの伝統文化の崩壊や活発な地域間交流の影響を受け

た大混乱期に当たり、まさにこの混乱した世情を反映し

た土器が二重口縁壺と言える。二重口縁壺の出土様相を

見ると、「パレス壺系」が古墳時代前期古段階から出土し

ており、最初に登場する。荒砥島原 1局周溝墓や貝沢柳

町1• 2号周溝墓などに見られるように、少数出土が中

心であり、他の供献土器と同様な存在である。前期中段

階には、「畿内系」「伊勢型」が登場して「折衷」「模倣」

「変容」を繰り返しており、試行錯誤の段階と言える。

前期新段階には「畿内系」「伊勢型」二重口縁壺に埴輪化

の胎動が見られ、「パレス壺系」は淘汰されていく。淘汰

の要因は、パレス壺系は大量生産に不向きな要素もある

が、「畿内系」「伊勢型J二重口縁壺とは立脚点が異なる

点が考えられる。「畿内系」「伊勢型」の特徴は二段階に

開＜口縁部形態にあるが、「パレス壺系」の特徴は加飾文

様にある。パレス壺系二重口縁壺は、口縁部の形態から

二重口縁壺に含めたが、本来はパレス壺の一形態であり、

その立脚点は「畿内系」「伊勢型」とは異なっている。こ

のことから、「パレス壺系」のみ壺形埴輪に継続しなかっ

たと考えられる。

二重口縁壺から壺形埴輪への展開は、囲饒や底部穿孔

ではなく、胎土から変化していくことを指摘した。胎土

の選択は、製作者の成形段階での意志が反映する。他の

土器と異なる意識・目的で製作する場面において、胎土

を換える必然性が生じたと考えられる。その意志は、下

郷 SZOlや堀之内 CK-2に見られるように器形に反映

させることなく、胎土の変換に帰結したと理解した。 日

常 ・慣習的に製作していた土器に、他の要素を加えるこ

とで質的変化をもたらしたものと考えられる。これが、

二重口縁壺の儀器化の出発点と位憤付けられる。二重口

縁壺の胎土が土師質から埴輪質へ変化する過程は、土器

祭祀から埴輪祭祀に転換する画期であり、ここに古墳成

立期の祭祀の変換点を見出せる。では、埴輪化の胎動は、

どこに起源があるのだろうか。本稿では、分析対象を群

馬県に限定したので、隣接地域との関連性について触れ

ることができなかった。今後は全国的な視野に立ってニ

重口縁壺の系統分類を行い、地域的な連動性を踏まえな

がら土器祭祀から埴輪祭祀に転換する背景について考え

ていきたい。また、各系統ごとの時系列や関連性につい

てはあまり触れることが出来なかった。その結果、分類

自体が大変大雑把なものとなってしまった。特に「畿内
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系」は混乱した様相を呈してしまい、時期軸や空間軸、

成形技法を含めて再整理の必要性を感じている。多くの

課題・問題を山積みにしたままの分類結果となってし

まった。読者の御叱咤・御批判を仰ぎ、今後の研究の糧

としたい。
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註

1)竹中克繁（竹中2004:p.13)は、「壺形埴輪」の定義付けには「型式

型」的立場と、「機能論」的立場による見解があると述べている。

2)二頂口縁壺以外に 「複合口縁壺」や「有段口縁壺」、「パレススタイ

ル壺Jと呼ばれている。この混乱については、君島氏がすでに指摘し

ている（君島2000:p. 5)。

3) ここで問題となるのが 「段」の認識である。君島氏は「段」だけで

なく「稜」も含んでいる。筆者も同意見である。この「段」と「稜」

の違いは、時間差と模倣の段階差の 2つがあると考えられる。

4)野々口氏（野々口1996)のD類、君島氏（君島2002)の加飾垂下口

縁壺、古屋氏（古屋1998)の有段口縁壺は、筆者の二重口縁壺の概念

には含まない。

5) このバリエーションについて、野々口氏は頸部の成形技法に着目し

てA~D類の 4つに大別し、 B類のみを 3つに細分する。比田井氏は、

口縁有段部と頸部から形態から 4つに大別、 12に細別する。新名氏 ・

君島氏は基本的に 3つに大別する。

6)君島氏は、二重口縁壺を 4つに分類する。櫛描波状文系二重口縁壺・

パレス壺系二重口縁壺・伊勢型二重口縁壺 ・無飾二重口縁壺の 4つに

分類する（君島2000: p. 7~11)。無飾二重口縁壺は、加飾二重口縁壺

が無飾化したものと理解している。

7)この表は、報告書に実測図が掲載されている個体数を数えたもので

あり、実際に出土した個体数を反映していないものもある。例えば、

箱石浅間古墳、北山茶臼山古墳、朝倉 2号墳、前橋天神山古墳、磯之

宮遺跡第 1号墳が挙げられる。これらの古墳は、正式な報告書は刊行

されていないが、資料集や県史、他の報告書などで一部実測図が公開

されているものを数えた。前橋天神山は、二重口縁壺が囲続されてい

た古墳であるが、二童口縁壺の実測図が 2点しか公開されていないの

で2点と数えた。また、基本的には土師質の二重口縁壺出土遺跡を対

象としたが、一部壺形埴輪出土遺跡も含まれている。

8)桜井茶臼山古墳出土の二重口縁壺については、君島氏が詳細な検討

を行っている。今まであまり知られていなかった桜井茶臼山古墳出土

の二童口縁壺のバラエティーの存在を明らかにし、一次口縁部の接合

手法からA~E類の 5つに大別する。そして、一次口縁部の接合手法

と口唇部成形手法などの細部の多様性を「様式」ととられ、畿内前期

古墳出土の二重口縁壺に 4つの様式を設定した。

9) その後、田口氏は、「0二重に外反する口縁部、 0口縁下段は擬口縁

で、 0口縁端部と段部側面は平坦な面を持ち上下につまみ出す、 0胴

部形態は、胴が張る算盤玉状で下部に最大径をもち平底、 0口縁端部

と段部側面に刺突紋 ・ヘラ描き、胴肩部に平行線・波状紋・刺突によ

る羽状紋頸部から縦に垂下させる浅い櫛描紋等の紋様を持つもの」（田

口2000: p.99~100)の5つの条件で定義した。

10)伊勢型二重口縁壺の故地については、青木勘時氏から伊勢型壺の故

地を畿内とする見解が出されている（青木2001)。青木氏は、東殿塚古



墳出土遺物の整理から、同古墳出土土器を伊勢型二重口縁壺の祖型に

位置付けている。筆者は伊勢型二重口縁壺の故地を伊勢地域と考えて

いるが、上毛地域との関係を踏まえて検討する余地があるので、ここ

ではこれ以上触れないこととする。

11)群馬県出土の伊勢型二重口縁壺は、当初から伊勢地方の二重口縁壺

との対応関係が指摘されている。両地域の二重口縁壺を比べると、坂

本山 6号墳や前田町屋 2号瑣と倉賀野万福寺 1号周溝墓や元島名将軍

塚古墳と極めて高い親近性が強いことがうかがえる。その一方で、伊

勢地域との古墳の対応関係を見ると、各研究者により相違がうかがえ

る。田口氏は群馬県出土の伊勢型二重口縁壺をIV期に区分する中で、

元島名将軍塚古墳をIII期に位置付け、伊勢地方においては中窟古墳が

対応すると考えている。新名氏は、伊勢地方における伊勢型二重口縁

壺を編年をIV期に編年し、前田町屋 2号墳 ・中鳶古墳 ・大足 1号墳を

II期に位置付け、それに対応する上野地域の古墳として倉賀野万福寺

1号周溝募と下佐野寺前 3号周溝墓を挙げている。 III期には、前田町

屋 1• 3号墳 ・坂本山 6号墳 ・大足 2号墳を位置付け、元島名将軍塚

古墳がそれに対応すると述べている。 IV期の深長古瑣・西野 3号墳に

は、元島名 2号周溝墓が対応するとしている。新名氏は、倉賀野万福

寺 1号 ・下佐野寺前 3号周溝墓→元島名将軍塚古墳→元島名 2号周溝

墓の変遷を考えている。利根川氏は、擬口縁部端部の作り方や口縁部

のプロポーションなどがら元島名将軍塚古墳→倉賀野万福寺 1号周溝

墓の流れを考えている。いずれも、前期中段階での見解の相違であり、

検討の余地がある。
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化財調査事業団

挿図の出典

図1:（君嶋2000) を一部改変

図 2:（巾1980)

図3:（巾1980)

図4:（野々 口1996)

図5: 1. （飯塚ほか1978) 2 • 3.（五十嵐ほか1979) 4・5.（飯塚ほ

か1989) 6 • 7.（平岡ほか1983) 8・9. （下城1992) 10~13. 

（腰塚・東1997) 14.（能登ほか1982) 15.（徳江1985) 16~20. 

（松田1985) 21~29.（折原1992) 30 • 31.（下城正ほか1997)

32.（小島ほか2003) 33 • 34.（田中2002) 35. （坂ロ・赤山1982)

36. （松村1980) 37・38.（島田1994) 39. （島田1996) 40.（石

塚・中里1996) 41. （小宮ほか2000) 42. （車崎1984) 43~48. 

（綿貫2004)

図6: 49~64.（綿貫2004)

図 7: 1.（五十嵐ほか1979) 2~6. （飯塚 • 田口 1981) 7~20.（飯

塚ほか1989) 21.（関ロ・漑谷1994) 22~24.（巾1980) 25~31. 

（荒巻ほか1982) 32~34.（田口1988) 35.（腰塚・東1997) 36・ 

37.（宮田1996) 38.（小宮ほか2000) 39.（車崎1984) 40.（井

上1993)

図 8: 1.（大塚ほか1987) 2・3.（久保・篠原1986) 4~12. （平野

1984) 13.（石坂1983) 14.（徳江1985) 15.（須田2001) 16~ 

24. （石坂1986) 25~32.（綿貫2004)

表 1• 2：筆者作製
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出土度量衡遺物について

古代上野国を中心に

神谷佳明 ・笹澤泰史

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団
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3.群馬県出上の度量衡資料

4.出土遺構と出土遺跡の分析

5.おわりに

要 9

ロ

群馬県内から出土している古代度量衡資料について集成を行った。その結果、87例の資料が出土していることがわかっ

た。その内訳は量＝容量の計測に関わる資料は須恵器椀（コップ形）で15例、衡＝重さの計測に関わる資料は権錘と皿

が72例存在した。権錘は71例におよぶ資料があった。これらの資料について分類を行うとともに出土遺構からではある

が年代を明らかにした。これらの資料は飛鳥時代 7世紀後半や 8世紀代に比定されるものもあるが、大部分は平安時代

9世紀以降に比定されるものであった。その結果、 7世紀後半から 8世紀代にかけては度量衡に対してなんらかの規制

が働いたことが窺えた。また、出土遺跡の分析を行ったところ出土遺構は竪穴建物からがほとんどであることから個人

的な所有形態が想定された。しかし、出土遺跡の大部分は官街関連施設や寺院、富豪層居宅であり、そのほかの遺跡で

も富豪層の存在が窺えることが明らかにできた。この結果、度量衡遺物は 9世紀以降に出土例が増加するがその大部分

は庶民の所有、使用でなく官街や寺院、富豪層に従属する人々によって所有、使用されていたことが明らかにできると

ともに、その背景にある律令制そのものの変貌が窺えた。

キーワード

対象時代古代奈良 • 平安時代

対象地域古代上野国

研究対象度量衡
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1. はじめに

発掘調査による種々の遺構や遺物の出土例増加は地域

の古代史を復元する上で多くの材料を提供してくれると

ともに今までの研究成果をより詳細な分析、検討を可能

にしてくれる。群馬県は南関東に比べて開発の波が一呼

吸遅く始まったためか、南関東で行われていた考古資料

の集成による論考では資料が少ない。そのため今日でも

類例が増加しており 、さらなる検討が可能な状態になっ

ている資料がある。こうした資料に古代の度量衡に関す

る遺物をあげることができる。その中でも比較的まと

まった出土例を見ることが可能な遺物に権錘がある。関

東地方における権錘資料についての論考は（財）埼玉県埋

蔵文化財調査事業団の大谷徹や福田 聖によって行わ

れている。群馬県内では鷺谷亨信が剣崎稲荷塚遺跡で権

錘が出土したことから若干の考察、清水豊が高崎市

三ッ寺大下遺跡（旧群馬郡群馬町所在）で権錘が出土し

たことから報告書作成にあたり周辺の類例を紹介してい

る。その後、笹澤が担当した渋川市石原東遺跡でも権錘

が出土したことや（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団で報

告書作成のため整理作業中の遺跡でも権錘の出土例をみ

ることができたことから県内の類例を集成したところ報

告の中では用途不明や砥石としてある権錘がみられた。

こうした現状や福田 聖の論考から10年近い年月が経過

し、資料の増加が見られることから出土遺跡と権錘との

関わりについて検討を行ってみた。また、度量衡は暦と

ならんで王権のもっとも里要事項であり、出土度量衡遺

物について検討することは地方における古代律令制を考

える上で重要な要素となりえると考える。度鼠衡につい

て権衡遺物がもっとも多くみられるが、度量衡について

検討するのであれば権衡だけでは十分ではないので出土

例は少ないが度や景に関する遺物も取り上げた。

2.研究史

度量衡については文献から多くの研究者によって研究

が進められている。研究自体は江戸時代までさかのぼり

1833年に狩谷腋斎によって書かれた「本朝度最権衡致」 I)

は今日でも高い評価を得ている。その後も、律令や延喜

式などの文献をもとにして多くの研究者によって制度上

の研究2)は行われているが、実際の度量衡に関する遺物

は出土例も少ないため多くの研究を見ることができない

のが現状である。こうした中でも量＝容量に関しては枡

をもとにした篠原俊次の論考がある篠原俊次は奈良•平

安時代の伝世枡遺物、伝世量銘容器遺物、絵画資料、出

土枡相当遺物、出土量銘容器遺物（量銘記須恵器椀）に

ついて考察を行い、令制における基準値について昭和初

期に発表された沢田吾ーの研究の再検討を行っている。

また、近年では井上尚明によって枡の代用品と使用され

た須恵器椀（コップ形）を取り上げている。井上尚明は

この須恵器椀が限定された時期にのみ生産されており、

42 

令制による度量衡規定の影響力の維持や枡以外の計量器

として全国的に使用されたものであると位置づけてい

る。

これに対して衡＝重さは宮本佐知子による権錘の全国

的な集成による論考が発表されて衡に関する認識が高ま

り各地の報告書でも衡に関する遺物として取り上げられ

ている。こうした資料の増加により福岡県内を対象とし

た吉村靖徳、埼玉県を中心とした大谷徹、関東地方を

対象とした福田 聖、北陸地方を対象とした望月精司等

の集成をもとにした論考が行われている。

宮本佐知子は全国から古代から近世に至る出土権衡を

集成し、錘の形態からA~E類の 6分類を行い、その消

長を提示した。しかし、時代 ・地域を考慮していないた

め権衡が使用された地域 ・時代での社会状況復元を考え

るには資料操作を必要とするものであった。

吉村徳靖は福岡県内から出土した権衡を集成し、紐通

しの形状から I~III類に分類し、時期や形態の変化、出

土遺跡の検討を行い、奈良時代と平安時代での出土傾向

に変化が見られることを示唆した。

大谷徹は発掘調査を担当した宮遺跡から権錘と竿秤

に使用されたと見られる金属器が出土したことから全国

の22遺跡32例を集成し、出土遺跡の性格に言及している。

福田 聖は埼玉県滑川町大沼遺跡の発掘調査で出土し

た権錘をもとに関東地方の奈良 • 平安時代の遺跡か出土

した権衡を集成して検討を行っている。その結果、関東

地方に衡制が導入され、普及するのは律令の諸制度が崩

壊 ・解体し始める 9世紀中頃になってからで、使用され

る錘の形態は石製戟頭四角錐形がもっとも一般的で規格

の存在も想定され、これらの錘は広範な使用が推定され

権錘が一般的な道具であったとしている。

望月精司は小松市ニッ梨一貫山古窯跡から山傘状の土

製品が出土したことからこの上製品が今まで考えられて

いた用途のものではなく陶製権錘との見解から北陸地方

を対象に集成を行い、素材、紐通し形状、錘形状によっ

て分類を行い、各形態の変遷を提示するとともに使用実

態の復元実験を行っている。

また、度量衡遺物をもとにして井上尚明は地方におけ

る「市」の想定を行っている。井上尚明は須恵器椀（コッ

プ形）や権錘などの遺物とともに立地や遺構、墨書土器

から市の復元へのアプローチを行った。3)

3.群馬県出土の度量衡資料

今回行った度量衡遺物の集成では度＝長さを計測する

ための遺物は 1遺跡から 1例、量＝容量を計測するため

の遺物は14遺跡から15例、衡＝重さを計測するための遺

物は64遺跡から75例で古代に相当するものは72例をあげ

ることができた。

(1) 度 度量衡遺物のうち、度＝長さを計測するため遺

物は一般的には物差しがあげられるが、これは正倉院に



残る紅牙撥鍍尺のように儀式用の物差し以外は木製のた

め出土例も少なく奈良県和田廃寺や平城宮、遠江国敷智

郡術関連の浜松市梶子北遺跡や駿河国安倍郡衛周辺の水

上交通に関わると推定される静岡市川合遺跡などから出

土しているだけである。 4)県内からの出土は高崎市（旧群

馬町）国分境遺跡から木簡を転用して写経用の定規にし

たものが出土しているが、本来の物差しとして作成され

た遺物の出土は見られない。このような中で長さを測る

ものとして前橋市富田下大日遺跡からは水深を測定する

ための鉄製の鎖と錘が組み合わされたものが出土してい

る。この鉄製錘は度＝重さにも共通する形態でどちらに

も使用が可能なものと考えられる。

(2) 量量＝容量を計測するための遺物としては度＝長

さの遺物と同様に県内では木製枡と想定できる遺物の出

土例は見ることはできない。しかし、平城京などから出

土している須恵器椀（コップ形）の遺物は井上尚明が集

成5)したなかに上野国分僧寺・尼寺中間地域から出土し

た 1例が取り上げられている。今回の集成では上野国分

僧寺・尼寺中間地域をはじめ表 1に提示した14遺跡15例

をあげることができた。この中には口縁部だけのためす

り鉢など他の器種の可能性も否定できないものもある。

出土度量衡遺物について

また、破片での出土例があるように須恵器をより詳細に

観察するならば該当する資料は増えると考える。今回提

示することができた15例のうち図 1②、③、⑤の3例は

体部上半が欠損、図 1⑥、⑧、⑬、⑭、⑮の 5例は底部

が欠損しており全体を知ることができない。また、図 1

⑥のように口縁部上位が僅かではあるが内湾する形態の

ものがみられた。この形態は井上の集成ではみることが

できないが、他の器形を想定するよりは須恵器椀（コッ

プ形） と判断するほうがよいと考えられる。

分類 出土した須恵器椀（コップ形）については井上尚

明が提示した分類をもとに分類し、その中を細分するこ

ととした。井上尚明の分類では高台の有無によって無台

のものをA類と有台のものを B類に大分類し、口唇部調

整の平坦のものを一 1類と丸いものを一 2類に細分して

いる。なお、⑥は一 3類として新たに細分した。今回、

集成したものの形態をみるとさらに底径／口径比での区

分が可能である。この底径／口径比は値の小さいものに

ついては底部が欠損しており値を提示することはできな

いが、底径と口径の差が少ないものを a、差の大きなも

のを bとする。

変遷 須恵器椀（コップ形）は基本的に機能が優先され

表1 群馬県内出土須恵器椀（コップ形）資料

遺跡名 所在地 想旧郡定名 出土遺構 遺物Nu 遺構の
種類 分類 瓢 口径 底径 器高 出土遺跡の性格・備考

文献
時期 Nu 

①鳥羽遺跡 前橋市鳥羽町 群馬郡 Gl5号住居 5 lOC I 須恵器 A 2 a 221 7 8 5.6 7 2 国徊工房、エ人集落 41 

上野国分僧寺・
尚崎市（旧群馬

I区138号
底部片、底部回転糸切り、

②尼寺中間地域
町）東国分 群馬郡

住居
10 7~9C 須恵器 A?a (7) (5.9) 8 C、後半以降か、国分 47 

前橋市元総社 寺に付随する集落。

③元総社西／1|遺跡 前橋市元総社町 群馬郡 12号住居 0066 8 C.111 須恵器 A?a 
底部片、国街工房周辺の

61 
エ人集落。

④引間松葉遺跡
高崎市（旧群馬

群馬郡 101号土坑 24 須恵器 A 2 a 478 10.2 6.7 11 3 
ほぼ完形、底部回転糸切

64 
町）引間 り、遺跡の性格は同上。

⑤棟高辻久保遺跡
高崎市（旧群馬

群馬郡 22号住居 1 1 9 C IV 須恵器 A 2 a 10 0 (11.2) 
底部欠損、遺跡の性格は

68 
町）棟高 同上に近い。

高崎市（旧群馬 B区52号住
下半部片、底部回転糸切

⑥国分境遺跡
町）国分境

群馬郡
居

3 9 C前半 須恵器 A3b 6 3 り、山王廃寺に付随する 45 
集落。

⑦熊野谷遺跡 前橋市青梨子町 群馬郡
H-24号住

105 9 C.II 須恵器 A2a 187 7.3 7.3 4 8 
1 / 2、底部回転糸切り、

4 
居 遺跡の性格は同上か。

⑧石原西浦遺跡
渋川市石原字西

群馬郡 4号住居 12 8 C.ll 須恵器 A 2 a 10. 9 
底部欠損、鉄生産にかか

33 
浦 わる集落か。

10-
完形、底部丸底、ヘラ起

⑨富田漆原遺跡 前橋市富田町 勢多郡 28号住居
00797 

7C後半 須恵器 A 1 a 25 4 5 3.4 3.9 し、ヘラナデ、 lOCには 67 
須恵器生産工人集落。

二之宮宮下東遺
底部回転糸切り後周囲を

⑩ 
跡

前橋市二之宮町 勢多郡 3区15層 331 須恵器 A 2 a 150 9 3 6.3 9 6 回転ヘラ削り、残1/2。 53 
遺跡の性格は権59参照。

⑪中内村前遺跡
前橋市中内町・

那波郡
8 -12号住

4 
SC．前半

須恵器 A 1 a 83 6.0 4.7 5.1 
完形、底部回転ヘラ削り。

63 
東善町 居 4 代か 那波郡の一般的な集落。

⑫金井 ・下日野古 藤岡市金井・下
緑野郡 C -1地点 337 

8 C．中葉
須恵器 A 2 a 8.4 

残存率 1/ 2、底部欠損、
24 

窯跡群 日野 (II) 須恵器窯跡群。

⑬金井 ・下日野古 藤岡市金井・下 g -2地点
8 C．前半

残存率 1/5、底部欠損、
緑野郡 817 ~9C中 須恵器 A 1 a 14 2 24 

窯跡群 日野 灰原
葉

須恵器窯跡群。

⑭株木B遺跡 藤岡市株木 緑野郡 EM9号溝 33 
7 C.~ 

須恵器 ? 1 b 10 8 
底部欠損、緑野郡林原郷

23 
8 C. の集落

吉井町八幡•徳
底部欠損、平安時代の寺

⑮ 黒熊八幡遺跡
山

多胡郡 遺構外 69 須恵器 A 1 b 12.0 院「黒熊中西遺跡」の隣 73 
接集落。
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群馬県内出土の須恵器椀

（コップ形） S=l/3 

るためかその形態に大きな変化はみられないが、須恵器

製作上の基本的な変化は踏襲している。すなわち、底部

の切り離し技法や整形はヘラ起こし、ヘラ削りから回転

糸切りへと変化している。しかし、出土例が少ないため

詳細な変化を追うまでには至らないため出土した遺構の

年代観を援用する事とした。その結果は、おおむね井上

尚明が提示した 0期～ 3期の 4期変遷と一致する。井上

尚明の変遷と対峙させて県内の例を見ると 0期が⑨の富

田漆原遺跡、 1期が⑩の二之宮宮下東遺跡、⑪の中内村

前遺跡、2期が④の引間松葉遺跡、 3期が①の鳥羽遺跡、

⑦の熊野谷遺跡、③の元総社西川遺跡、②の上野国分僧

寺 ・尼寺中間地域から出土したものである。
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容量 容量は机上の計算ではあるが、25~478cm'と異なっ

た値を示している。①の鳥羽遺跡と⑦の熊野谷遺跡のも

のはともに221cm¥187cm't 200c而前後で近い値が見られ

る。この値は篠原俊次によって計測されている平城京唐

招提寺経蔵付近から出土した「二合半」と墨書された須

恵器椀（コップ形）が211~213cm'であることから鳥羽遺

跡や熊野谷遺跡から出土したものも同様な量目を示して

いたと考えられる。こうした事例を基にすると④の引間

松葉遺跡のものは四合半、⑩の二之宮宮下東遺跡のもの

は一合半であったとみられる。こうしたある程度当時の

単位に近い値を示す須恵器椀（コップ形）が生産されて

いることは生産段階において律令に制定されている規範

となる「様」に基づいた生産が行われていたことが窺え

る。そしてこの器形の須恵器は出上量が少なく、生産地

である下日野・金井窯跡群の灰原でも僅か 2点しか出土

していないことから、限られた生産であったことは確か

である。この背景には度量衡の管理・運営に制約があっ

た可能性も考えてよいのではないだろうか。

(3) 衡 衡＝重さを計測するための古代の遺物は疑問符

が付くものを含めると72例があげられる。これらの遺物

は金属製、石製、土製などの素材によって製作されたも

ので数種類の形態・形状がみられる。そして重さを計測

するためのものであるのにもかかわらず、その重鼠には

ばらつきがみられる。しかし、このばらつきは権衡が竿

秤の錘として使用されるならば基準となる原器によって

各竿秤ごとに竿の長さ、錘の重さを支点からの位置に

よって規定できれば問題が生じないとされている。

分類権衡遺物は県内から72例が出土している。これら

の遺物は白井遺跡群から出土した金属製品の天秤ばかり

皿 1例を除くとすべて竿秤の権＝錘である。白井遺跡群

から出土した天秤ばかり 1II1は口縁部の 4カ所に小孔が穿

孔され、正倉院南倉46号の佐波理皿第78号 4口6) と同様

のものである。

権錘は前述のように素材や形態に数種類のものが見ら

れる。これら県内から出土した資料をもとに分類を行う

が、すでに宮本佐知子、吉村靖徳による分類をもとに福

田 聖、望月精司等によって全国的な対比を考慮しなが

ら、さらに進化した分類が提示されている。特に望月精

司による「素材」を大分類、吊り下げ用の紐通し孔によ

る「紐通しの形態」を中分類、権および権錘の形状によ

る「錘形状」を小分類とする分類方法が筆者も権衡の分

類項目としてもっとも適したものであると考えるのでこ

れに準拠して分類を行った。

素材は全国的にみると銅製、鉄製、石製、土製が出土

している。紐通し形態は錘から分離した紐通し形態＝ I 

類と権錘本体に紐を通すための孔を穿孔した形態＝ II類

の2形態に分類できる。 I類は環状に作られたもの a類

と方形に作られたり、削りだされたもの b類がある。な

出土度戴衡遺物について

お、 b類には明確に紐通し形態を表したものとそうでな

いものがみられる。 II類は権錘本体頂部から底部にかけ

て縦に通した状態に穿孔された a類、本体上部側面に横

方向の穿孔と頂部から横への穿孔までの縦方向に穿孔さ

れ 状の形状のもの b類、頂部から本体側面上部にV状

に穿孔されたもの C類、本体頂部から側面上部に L字状

に穿孔された d類、本体側面上位に横方向に穿孔された

もの e類に細分できる。この紐通し部は出土した銅製の

「様」とみられるものを見る限り、本来は権錘本体と別

に作り出されるものであると考えられる。また、平城京

出土の権錘本体が壺形状を呈する「様」の「様」とみら

れる権錘は紐通し形態が Ibであることから紐通し部も

本来 Ib形態であったとみられる。これが、 一般に度量

衡が普及し、規制も緩やかになっていくに従い穿孔形態

が C類、 e類へと変化していったと考えられる。

権錘本体の形状はA類＝壺型状、古代では平城京左京

九条ー坊二坪から出土［因 2左］している銅製のものだ

けである。県内からの出土例はないが、権錘全体を考え

る上では必要な形状であるので分類の一つとする。 B

類＝花弁状笠状、平城京、出雲国庁、武蔵国府、静岡県

の郡衛関連遺跡から銅製のものが出土している。北陸地

方では陶製のものが出土しているが、県内からの出土例

はみられない。この形状は律令に規定されている「様」

となりえるものなのであることからA類の壺型状と同様

に分類の一つとする。 C類＝円柱状、横断面が円形また

は楕円形を呈する形状で器高は高低二形態がみられる。

D類＝方柱状、横断面が方形または長方形を呈する形状

で比較的器高の高いものである。 E類＝六角柱または多

角形柱状、横断面が六角形または多角形を呈し、比較的

器高が高い。 F類＝直方体状、 D類と同様であるが、器

高の低い箱状のもの。 G類＝馘頭四角錐状、三角錐の頂

部を馘断した状態の形状。 H類＝馘頭コ角板状、 G類と

同様であるが、厚みがなく板状を呈するもの。 1類＝方

形板状、縦横断面が長方形を呈し、 F類と同様に板状の

ものである。J類＝倒卵形状、平面形態が楕円形に近い

形状で板状のもの。形状的には同一分類の中で細分する

ことも考えられるが、以上のような10分類に区分する。

分類については各素材によって紐通し形態や錘本体の

形状が異なる様相をみることができるので各素材ごとに

みていくことにする。

彎
鬱
◎

図2 権錘形状A類、 B類 S=l/2 
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表 2 群馬県内出土権衡資料（1)

NQ 遺跡名 所在地
推定さ

出土遺構
遺物 時期 素材 分類

重さ 大きさ (cm)
出土遺跡の性格・備考

文献
れる郡 NQ (g) 高さ 幅 厚 NQ 

1塚田中原遺跡 高町崎）塚市田 （旧群馬 群馬郡 26号住居 39 8 C II 鉄 I bC 73 0 3 3 3.4 2.9 国街工房周辺のエ人集落 64 

2融通寺遺跡 高融崎通市寺大八木町 群馬郡 住1居区95号 572 8 C．後半 鉄 I bF 129 2 27.0 31.0 30.0 寺院、寺院に付随する集落 46 

3上栗須遺跡
藤岡市上栗須

緑野郡 遺構外 I 39 鉄 lbF 128 62 3 5 径 富蔽層居宅を含む集落 44 -52G 3 5 

4富田下大日遺跡
即橋市富田町

勢多郡 17号住居
40-

lOC I 鉄 IaD 77 0 6 8 3.5 鷹、恵鎖器尺工（房鎖にかかわる集 67 00021 9連あり）

5奈良田向遺跡 沼田市奈良町 利根郡 14号住居 10 lOC I 鉄 laD 355.0 5 7 4.2 3.9 鍛冶工房を含む集落 35 

6三ッ寺大下IV遺 高町）崎三市ッ（寺旧字群馬大 群馬郡 9号溝 30 
9~10 C. 

流紋岩 I bC 69.5 4.7 3.4 3.2 富豪層居宅の一部、集落 18 
跡 下

月・ I• J 

7多胡蛇黒遺跡 吉井町多胡 多胡郡 26号土坑 5 SC.I 流紋岩 I eC 50.0 4.0 3.3 2.8 紡績を主な生業とする集落 51 

8保跡渡田荒神前遺 高神町）前崎保市渡（旧田群字馬荒 群馬郡 住A居区 7 号 6 8 C I 流紋岩 I eF 80.7 4.9 3.4 3.6 群馬郡上郊郷の集落 16 

，長塁遺跡群折茂 吉井町長根
多胡郡 18号住居 9 7 C IV 石製 I eJ 3.3 3.1 1.6 紡績を主な生業とする集落 28 

IV 跡

吉井町矢田
落紡載、績住を居主はな矢生田業遺と跡すIIIるに集掲10 矢田遺跡 多胡郡 475号住居 25 lOC 11 石製 I el 89 5 4.5 5.0 2.5 48 

11 塚田村東III遺跡 町尚）崎大市字（塚旧田群馬 群馬郡 I g H-3 
号居

17 8 C lil 石製 I eD 2 7 1.8 1.9 国術工房周辺のエ人集落 19 

12 
三ッ寺大下IV遺 町下尚）崎三市ッ（寺旧字群馬大 群馬郡 127号住居 19 9 C IV 流紋岩 IlaC 70 5 3.8 3.9 3.0 富豪層居宅の一部、集落 18 
跡

13 堀越中道遺跡 町即）橋堀市越（旧大胡 勢多郡 19号住居 12 9 C II 軽石 IlaG 38 4 4.6 4.4 4.2 宅勢多郡の集落、富豪層の居 11 

14 遺中屋跡敷・中村田 太町）田村市田（旧新田 新田郡 穴XI状-遺3号構竪 8 9 C IV 砥沢石 IlaE 37 2 4.5 2.8 2.1 天井喜から穿孔されている
が、 中で止まっている。

21 

15 小泉天神遺跡 東妻町吾）妻小町泉（旧吾 吾妻郡 4号住居 2 8 C III 凝灰岩 IlaD 64 7 6.2 3.6 2.8 吾土妻郡集落、官術的遺物出 38 

16 十三宝塚遺跡 伊勢崎市 佐位郡 29号住居 41 9 C lII 砥沢石 IlaF 2.6 3.3 3.0 8世紀代に創建された寺院 50 

17 
五目牛清水田遺 伊町中通）勢五崎目市牛（赤字堀甲 勢多郡 36号住居 12 8 C IV 粗岩粒安山 IlaF 70 0 3 4 4.0 3.6 佐位郡土師郷の集落 52 
跡

18 五代深堀III遺跡
即橋市五代町

勢多郡
H-6号住 石セ 凝灰岩 Ila+bC 35.4 3.3 2.8 2.3 紡錘車かも、側面に孔あり ， 
居 1 

19 元総社小見VII遺 前橋市元総社町 群馬郡 H-25号 2 9 C JI 安山岩 IlbG 55.4 4.9 3.1 2.8 上集野落国分僧寺 ・尼寺周辺の 10 
跡 住居

20 塚田中原遺跡 町両）崎塚市田（旧群馬 群馬郡 14号住居 17 lOC. I 凝灰岩 IlbG 74.0 4.6 4.1 3.6 国街工房周辺のエ人集落 69 

21 大屋敷遺跡III 前橋市総社町
群馬郡

H-142号
11 9 C.IV ニツ岳石 IlbG 45.0 5.5 4.6 3.5 総6社世紀古墳か群らのの南集落に位置する 5 

住居

下跡東西清水上遺
前橋市青梨子町 8 C IIIと

22 群馬郡 130号住居 8 1 O C I 砥沢石 IlbG 89.3 5.9 3.6 3 0 富豪層居宅を含む集落 59 
が混在

23 遺半跡田中原 ・南原 渋川市半田
群馬郡 143号住居 533図 9 C.IV 砥沢石 IlbG 52.0 4.5 3.2 2 4 砥石と繋贋されているが権 32 -18 衡か「 と刻書

24 諏訪ノ木V遺跡
渋川市石原

群馬郡
2区18号住 12 9 C Ill 砥沢石 IIbG 78.3 4 7 3 4 3 4 目生雷にかかわる貫魯、近 65 
居 に豪層居宅が

25 中（柳鶴久谷保遺遺跡跡群）
即橋市荒子町

勢多郡 82号住居 9 9 C.II 凝灰岩 IlbG 3.3 勢畠冒の畠落出「田部」など 3 
の土が土。

26 上栗須寺前遺跡
藤岡市上栗須

緑野郡 M6~40G 290図 凝灰岩 IIbG 83 3 4 1 4.0 3.4 緑居野宅郡術周辺集落、富豪層 55 

27 川端遺跡
沼田市沼須町 利根郡 13号住居 2 10 C 前

石製 IlbG 6.0 3.9 2.4 利根郡笠科郷の集落 37 
半

28 株木B遺跡
藤岡市株木

緑野郡
FH-9号 23 平安時代 石製 IIbG 4 6 3.5 2.3 緑陶野器郡共林伴原と郷記載の集落、 灰釉 23 
住居

29 ーノ喜本宿・郷
土遺

富田島岡市一の宮、 甘楽郡 23号住居 S 1 8 C.III 凝右山 灰質砂 IlbD 245 0 7.0 4.5 4.0 甘楽郡の集落 31 

30 
五目牛清水田遺 伊町中通）勢五崎目市牛（赤字堀甲 佐位郡 28号住居 18 7 C.IV 砥沢石 IIcG 100 0 4.9 3.2 3.0 佐位郡土師郷の集落 52 
跡

31 三ッ寺大下IV遺 高町下）崎三市ッ（寺旧字群馬大 群馬郡 91号住居 6 8 C．後 流紋岩 IIdG 116 7 6.0 4.4 2.8 富豪層居宅の一部、集落 18 
跡

32 長境根遺遺跡跡群神保 吉井町神保
多胡郡 38号住居

3801 9 C.III 石 IldD 5.0 3.3 2.5 紡績を主な生業とする集落 26 s 
33 元総社北川遺跡

前橋市冗総社町
群馬郡 M層K4D号2住面居上 11 lOC.111 粗岩粒安山 IIdE 56 7 4.5 3.2 3.0 国府北西の集落 70 

34 多胡松原遺跡 吉井町多胡 多胡郡 15号住居 10 7 C.IV 石製 IIdD 72.4 4 2 4.1 2.4 紡績を主な生業とする集落 29 

35 剣崎稲荷塚遺跡 高崎市剣崎町 片岡郡 12号住居 12 9 C.IV 紋滑石岩質蛇 IIeE 75 6 5.8 3.2 観落、音近塚隣古に郡培街にが近比接定すさるれ集る 14 

36 鳥羽遺跡
前橋市鳥羽町 群馬郡 G9号住居 31 lOC．前 流（砥紋沢岩石？） IIeE 4.7 3.7 2.1 国街工房、エ人集落 42 

37 上尼寺野国中分間僧地寺域 ・高町前橋）崎東市市国元（分旧総群社馬 群馬郡 住A居区86号 21 lOC I 砥沢石 IIeH 4.9 3.3 3.0 上す野る集国落分僧寺・尼寺に付随 49 
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出土度量衡遺物について

表 2 群馬県内出土権衡資料（2)

N(l 遺跡名 所在地 推定さ
出土遺構

遺物 時期 素材 分類
重さ 大きさ (cm)

出土遺跡の性格 ・備考
文献

れる郡 Na (g) 高さ 幅 厚 Nu 

38 上尼寺野国中分間僧地寺域 ・高前町橋）崎東市市国元（分旧総群社馬 群馬郡 住H居区1 32 号 10 lOC I 流（砥紋沢岩石） IIeD 56.5 (4.9) (3.1) 2.7 上す野る集国落分僧寺 ・尼寺に付随 47 

39 北原遺跡 町尚）崎北市原（旧群馬 群馬郡 46号住居 24 8 C.IV 凝流紋灰岩岩質 IIeG 61 7 5.4 2 7 3 0 山王廃寺北側の集落 15 

40 総社桜ヶ丘遺跡 即橋市総社町 群馬郡 1号住居 11 lOC. I 石製 IleG 5.1 3.3 3.0 総社古墳群北側の集落 2 

41 雨壺遺跡 雨高崎壺市大八木町 群馬郡 68号住居 7 lOC. I 角山岩閃石安 IleG 6.2 3.9 3.4 群馬雷八木郷の集落、円面
硯が土している。 39 

42 大八木屋敷遺跡
高崎市大八木町

群馬郡 98号住居 13 lOC I 砥沢石 IldG 55.0 5 4 3.5 2.5 群地、馬集郡落別院八木院の比定 56 

43 大八木屋敷遺跡
高崎市大八木町

群馬郡 78区整地 34 砥沢石 IleG 35.0 4 5 3.0 2.7 同上 56 土

44 熊野堂遺跡 群尚崎馬市町大井八出木町 群馬郡 97号住居 3 lOC前 流（砥紋沢岩石） lleG 82.0 5 3 4.0 2.8 群寺遺馬郡跡八の木北郷側の集落、 融通 57 

45 熊野堂遺跡 群高崎馬市町大井八出木町 群馬郡 84号住居 11 lOC. I 流（砥紋沢岩石） lleG 70.0 4.3 3 7 2.7 同上 57 

46 長久保大畑遺跡 吉岡町大久保 群馬郡 19号住居 ， 砥沢石 IIeG 54. 7 3.9 3 9 3 3 群馬郡群馬郷北部の集落 60 

47 有馬遺跡 渋川市八木原 群馬郡 105号住居 20 lOC II 流（砥紋沢岩石） IIeG 7.0 4 4 3.2 群馬郡有馬郷の集落 43 

48 荒砥諏訪西遺跡 前橋市荒口町
勢多郡 71土坑 1 砥沢石 IIeG 131.0 7.8 4.1 3.4 勢西原多郡遺跡の集」落周、辺寺院遺跡「上 1 

49 西田II遺跡
前橋市鶴光路町

那波郡 8号住居 35 lOC. I 石製 IIeG 6. 7 4.1 3 7 集落、周辺では条里が確認
7 されている

50 前田V遺跡 前橋市中内町
那波郡 表採 4 石製 IleG 5.8 4.5 2.8 集落、周辺では条里が確認

8 されている

51三遺和跡工業団地IV伊勢崎市三和町 佐位郡 57号住居 12 lOC I IleG 68.8 4.5 3.5 2.8 佐地位に郡須土恵器師郷窯群の集存落在、近接 20 

52細谷八幡遺跡 太田市細谷町 新田郡
B-6号

9 C.IV 流紋岩
IIeG-

50.8 4.5 3.0 2.8 新田郡の集落 71 住居 5 ② 
太田市福沢町 9世誓後

53福沢新田遺跡 新田郡 5号住居 3 半がと？ る 砥沢石 IleG 5 2 4.0 2.1 新田郡の集落 72 

54矢田遺跡 吉井町矢田 多胡郡 349号住居 23 8 C Ill 砥沢石 IleG 61 3.6 3.2 3.0 紡績を主な生業とする集落 58 

55長脇根遺遺跡跡群東場 吉井町長根
多胡郡 24号住居 24 9 C Ill 石製 IleG 4 5 4.4 3.2 紡績を主な生業とする集落 27 

56戸神諏訪Ill遺跡 沼田市町田町 利根郡 60号住居 21 9 C. I 砥沢石 IleG 89.2 5.2 3.7 3.3 9世紀代に開発された集落 36 

57塚田村東111遺跡 町局）崎大市字（塚旧田群馬 群馬郡 号II住区居Hl3 4 9 C IV 石製 IIeH 5.7 4 8 2 2 国衡工房周辺のエ人集落 19 

上野国募尼喜麿
高町前橋）崎東市市国元（分旧総群社馬 住H3居区下位 4 10 C．前

流（砥紋沢岩石） 上す野る集国分落僧寺 ・尼寺に付随58上間野地域国 ニ 群馬郡
半か IIeH 6.2 54 

59二之宮宮下東遺 前橋市二之宮町
勢多郡 14層 61 石製 IIeH 41.6 4.5 3 6 1 7 集落近、遺接物地にに浄寺瓶院、唾壺があ 53 跡 り、 が存在か

60萩原遺跡 即橋市二之宮町
那波郡 住A居区32号 56 6C前半 砥沢石 IIeH 43 9 5.3 3.8 1.5 那波郡の集落 62 

61株木遺跡
藤岡市株木

緑野郡
H-2号

41 lOC II 石製 IleH 4.8 3.2 1.5 緑野郡林原郷の集落 23 住居

62長根遺跡群
吉井町神保

多胡郡 54号住居
5401 9 C.IV 滑石 Ile! 85.0 5.4 4.4 紡績を主な生業とする集落 25 s 

63長境根遺遺跡跡群神保 吉井町神保
多胡郡 94号住居

9402 9 C.IV 石 Ile! 3.3 4.8 2.9 同上 26 s 
64上遺野跡国分寺参道 前橋市元総社町 群馬郡 H-12号 4 lOC I 石製 Ile! 73.0 5.3 4.0 2.3 国衡工房周辺のエ人集落 6 住居

65日高遺跡 高崎市日高町
群馬郡 !Vll号住 2 9C前 石製 IIdI 4.5 4.6 1.8 群馬郡畦切郷の集落 13 居

66綿貫小林即遺跡 尚崎市綿貫 群馬郡 住居跡101 5 lOC. I 流紋岩 Ile! 81 0 5.2 4.5 2.9 群馬郡島名郷の集落 66 

67荒砥諏訪西遺跡
即橋市荒口町

勢多郡 163土坑 1 滑晶石片質岩結 Ile! 310 0 9.5 7.4 2.0 勢西原多郡遺跡の集」落周辺、寺院遺跡「上 1 

68小野広畑遺跡 富岡市小野 甘楽郡 2号住居 S 2 8 C IV 凝灰岩 IIeI 57.0 4.3 3 6 2.1 甘楽郡の集落 30 

69上栗須寺前遺跡
藤岡市上栗須

緑野郡 102号住居
285 

9C 紋滑石岩質蛇 IleJ 70 0 5.4 4.3 2.0 緑居野宅郡、街表周裏辺に集線落刻、富豪層 55 図7

70白川遺跡 富士見村田島
勢多郡 21号住居 10 8 C IV 不明 本eG来かはII 73 0 4.5 3.9 2 9 全可面能に性線高条い痕有り。 砥石の 12 

71白井遺跡群 村渋）川市（旧子持 群馬郡 竪穴住居 金属 皿 群馬郡白衣郷の集落 注

72藪田遺跡
みなかみ町（旧

利根郡 6区 土製 IIeGか 18 9 3.0 3.0 3.1 利工根人郡の呉集桃落郷の須恵器生産 40 月夜野町）

亭井出地区遺跡群
高町）崎井市出（旧群馬

群馬郡 花括館跡城（花）寺城一寺 339 中世 銅 45 9 2.5 2.4 2.2 悼秤 吊手上半欠損 17 

参 虞三原田中坪前 渋）上11市三（原旧田赤城 勢多郡
B区遺構

297.0 4 1 4.2 材質不明、中近世か？ 34 2 跡 村） 外

参；藪田遺跡 みなかみ町（旧
利根郡 遺構外 8 鉄 37.1 3 1 1.4 1.3 中近世か 40 月夜野町）

9長久保大畑遺跡
吉岡町大久保

群馬郡 7号溝 4 中世 安山岩 44 3 0 1.3 3 2 中世屋敷、黒漆塗り 60 

注 子持村教育委員会が発掘調査時に出土したものを実見させていただいた。

文献N()は文末の度旦衡遺物出土遺跡文献のN()と一致する。
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出土度量衡遺物について
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出土度鼠衡遺物について
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銅製は律令雑令に「凡そ度量衡を用いる官司、皆、様

を給う。その様は皆、銅をもってこれをなす。」と定めら

れている。”様とは基準となる原型であり、各官司に配置

され常備されていたことを示している。特に銅製の権衡

の出土例は出土権衡を検討した四氏の他、菱田哲郎も須

恵器生産における規格を明らかにする上で指摘している

とおりである。群馬県では井手遺跡群の中世館跡から出

土したもの［図10ー参 1]があるが古代に伴う出土例は

ない。関東および周辺地域では遠江国佐野郡衛、東海道

日根駅家と推定される静岡県袋井市坂尻遺跡、駿河国志

太郡衝である藤枝市御子ケ谷遺跡に隣接する藤枝市山廻

遺跡［図 2右］、武蔵国府に付随する東京都府中市武蔵国

府関連遺跡や富豪層居宅跡が存在する千葉県大網白里町

大網山田台（一本町）遺跡からの出土例8)がある。静岡県

から出土した 2例はともに郡街や郡衛に付随する集落か

らの出土であるが、郡街自体の遺構からの出土ではない

ため二次的な要素で出土遺構に移行したと考えられる。

武蔵国府関連遺跡から出土した権錘も平安時代(H5) 

に比定される竪穴建物からの出土で、荒井健治によると

出土遺構より古い様相があるとされている。その重量も

45.5gと律令制における一両に近い値を示しており、国

衛や郡荷などの官街に備えられていた律令に規定されて
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いる「様」であった可能性が窺える。

鉄製の権錘出土例は素材そのものが再利用される可能

性が高いためか非常に少なく 5例しかみることができな

い。各分類別ごとにみると、 IbCが塚田中原遺跡、 IbF 

が融通寺遺跡と上栗須遺跡、 IaDが奈良田向遺跡、そし

て富田下大日遺跡から出上した水深測定用のものを権衡

からの転用か本来共用品と見るならば 3形態 5例の出土

例がある。この 5例は塚田中原遺跡、融通寺遺跡、上栗

須遺跡の 3例と奈良田向遺跡、富田下大日遺跡の 2例と

に大別できる。

前者 3例は塚田中原遺跡出土のものが形態が異なる

が、錘本体の形状が器高の低い円柱状か直方体状かの違

いで大まかな形状はそれほどの違いがあるわけではな

い。重量は塚田中原遺跡のものが律令制における一両を

若干下回る値を示している。融通寺遺跡と上栗須遺跡か

ら出土したものは寸法に差があるが、形態だけでなく重

量も律令制における三両とほぼ同ーである。また、この

3例は上栗須遺跡から出土したものが遺構外のため年代

を判断することができないが、他の 2例は 8世紀第 2四

半期と 8世紀後半代の竪穴住居からの出土である。上栗

須遺跡のものも融通寺遺跡と形態や重量が同じことから

融通寺遺跡出土のものとそれほど離れた年代ではないと

考えられる。奈良田向遺跡、富田下大日遺跡から出土し

たものはその大きさには差があり、形態にもは奈良田向

遺跡のものに若干歪みがみられるが同一な IAdに分類

できる。出土した竪穴住居の年代はともに10世紀第 1四

半期に比定され、権錘も共伴するとみられる。この IAd 

に分類される権錘は関東地方では栃木県小山市金山遺跡

や埼玉県坂戸市清進場遺跡から出土9) しており、ともに

9世紀第 3四半期と平安時代の遺構からの出土で群馬県

から出土した 2例と近い年代のものである。こうしたこ

とから類例は少ないが、鉄製の権錘の形態は 9世紀を前

後して形態に大きな変化を生じているようである。

石製は今回集成では65例ともっとも多くの出土がみら

れた素材である。その形態は紐通しを権錘本体とは別に

作り出している形態が 5例、本体に直接穿孔する形態が

60例である。紐通しを別に作り出している形態の I類は

5例あるが、すべて異なった形状で同一のものは存在し

ない。また錘本体の形状も 6の三ッ寺大下IV遺跡と 7の

多胡蛇黒遺跡は同ーな分類にはなるが、紐通し部の形態

は6が上半に凹線が巡る装飾性に富んだものであるが、

7は権錘上部を一回り小さく削り出して紐通し部作り出

す簡素な作りである。 9と10は出土遺構の年代に隔たり

があるが権錘本体の形状がJ類と I類と板状の素材を加

工し、上部に相当する部分をさらに削りだし紐通し部を

作り出すなど制作面では比較的近似したものがある。 I 

類の紐通し形態は 状に穿孔された b類が 6の1点だけ

で他はすべて本体側面上位横方向に穿孔された e類であ

56 

る。また、 9の長根遺跡群折茂IV遺跡や10の矢田遺跡の

ように穿孔されている位置が錘本体との境に位置し、形

式的に作り出されたようなものもある。

紐通し形態が錘本体に穿孔された II類の60例は穿孔の

形態から aから eの5形態と14の中屋敷・中村田遺跡の

ような aに近いが穿孔が途中までのもの、 18の五代深堀

III遺跡のような a+bのような縦横十字に穿孔された 7

種類をみることができる。その内訳は権錘本体頂部から

底部にかけて縦に通した状態に穿孔された a類が 6例、

本体上部側面に横方向の穿孔と頂部から横への穿孔まで

の縦方向に穿孔され_j_状の形状の b類l1例、頂部から本

体側面上部にV状に穿孔された C類が 1例、本体頂部か

ら側面上部に L字状に穿孔された d類が 4例、本体側面

上位に横方向に穿孔された e類 aが37例ともっとも簡易

な穿孔方法である e類が多くみることができる。

a類は錘本体の形状は直方体状の F類が 2例あるだけ

で他は異なった形状である。 b類の11例はその形状に多

少の差がみられるが戟頭四角錐のG類に作り出されてい

る。なお、 30は便宜状b類としたが、紐通しの形状は逆

V字状で19と同様に単独の分類とすることもできる。 d

類は33の元総社北川遺跡から出土したものが側面や底面

の角が削られてやや多角形を呈するが、本来は馘頭四角

錐の可能性もあり、 G例とみるなら d類はG・D例の 2

形状をみることができる。石製のII類ではもっとも多い

のが e類で37点がある。このIIe類の中では歓頭四角錐

状のG形状が17例でG類と同様の戟頭三角板状のH類が

5例とこの 2形状で22点をみることができ Ile類の半数

以上をを占めている。

そのほかの形状としては多角形を呈する E類が 2例、

方柱状のD類が 4例、方形板状の I類が 5例、倒卵形状

のJ類が 1例である。

土製の出土例は72の藪田遺跡からの 1例がある。この

遺物は底面にV字状の沈線によって内区が構成され、点

状の凹が中央とこれを五角形に囲むように配置されてい

ることから報告では「印」としている。藪田遺跡では「朝」

図11 土製権錘の例



と記された銅印や「全」の焼印が出土していることや遺

跡の性格が月夜野古窯跡群に伴う須恵器生産工房集落と

考えられる点などから須恵器に印される「窯しるし」と

して押す印の可能性も否定できない。しかし、形状が権

錘の多くにみられる G類の載頭四角錐と同様であるこ

と、この地域が北陸地方との地理的関係だけでなく、出

土土器にはには北陸系の土師器ロクロ甕が組み込まれ、

土器組成の一部をなしており北陸地方の影響が見られ

る。北陸地方では望月精司が論考しているように多くの

陶製権錘が存在しており、底面に記号を印したもの［図

11参照、右富山県小杉流通団地No.16遺跡出土、左富山

県栃谷南遺跡出土］も見ることができることなどを考慮

すると藪田遺跡から出土した本品も権錘としての可能性

が指摘できる。

なお、権錘の分類ではA類、 B類とした壺形状、花弁

状笠状の形状は、長久保大畑遺跡から石製のIIaAに分

類できるものが出土しているが、これは出土した遺構が

中世に比定されるため参考資料に留めた。しかし、この

権錘は表面を黒漆で仕上げられ、本体の形状の器高に対

して比較的径があるなど中世のものとは形状が異なるこ

となど古代の銅製壺形権錘を意識した様子も窺えること

から中世でも古い段階のものと考えられる。

年代 出土した度量衡遺物は量＝容積を計測するものの

遺物の一つである須恵器椀（コップ形）で記述したよう

にそのものの形状で年代が判断できない。そのため年代

は出土した遺構の年代を援用することとする。また、出

土した遺構の年代は四世紀ごとの年代が比定できるもの

もあるが、権錘を四半世紀ごとに当てはめると 1点また

は2点しか存在しない年代が生じるためここでは半世紀

ごとの年代で区分することとした。その結果、権錘の年

代では60の萩原遺跡のものが 6世紀前半代の竪穴建物10)

から出土しておりもっとも古いことになる。度量衡遺物

は弥生時代の遺跡である福岡県原の辻遺跡から青銅製の

権錘とみられる遺物が出土しており、度鼠衡制度も信憑

性は確かではないが、崇峻天皇 (?~592)の時、久比と

いう人物によって呉から権を持ち帰って天皇に献上した

とことが「新撰姓氏録」に記述されている。こうしたこ

とから萩原遺跡の権錘も竪穴建物の年代と考えられない

ことはないが、出土位置が埋没土中であることや IIeH

に分類される他の権錘出土の多くが10世紀代の遺構から

であることを考慮すると現状では疑問符が付けられる。

この他の権錘は9,30、34の3点が 7世紀後半代、 1、7、

8の3点が 8世紀前半代、 2、11、15、29、31、39、54、

70の8点が 8世紀後半代、 13、19、25、56の4点が 9世

紀前半代、 12、14、16、21、23、24、32、35、37、52、

55、62、63の13点が 9世紀後半代、 4、5、10、20、27、

36、38、40、41、42、44、45、47、49、51、58、61、64、

66、の19点が10世紀前半代、 33が10世紀後半代である。

出土度量衡遺物について

こうした 9世紀以降の出土傾向は集落における竪穴建物

の動向とも一致している。特に 9世紀前半代に前の半世

紀より減少するのは竪穴建物においてもこうした傾向が

見られるのと一致する。また、 9世紀後半代から10世紀

前半代に出土例が多くみられる。

権錘の形態・形状を年代ごとにみると次のようになる。

7世紀後半代の遺構からは 9の IeJ、 30のIIcG、34のII

dDが出土しているが、 9の IeJは10世紀前半代の竪穴

建物から出土した10I eIと形状が近似していることや

H • I • Jなどの板状の権錘の多くが10世紀代の竪穴建

物であることを考慮すると 9も後に混入なり廃棄された

可能性が考えられる。

8世紀前半代は 1の鉄製 IbC、7のIeC、8のIeFが

出土している。この 3点は鉄製、石製と素材や錘形状が

異なるが、ともに紐通し形態は I類と紐通し部を作り出

している。

8世紀後半代は 2の鉄製 IbF、11のIeD、15のIIaD、

29のIIbG、31のIIdG、39のIIeD、54のIIeG、70は再利

用されているが本来はIIeGが出土している。これら 8点

は点数が多くなるだけでなく 2素材 7形態 3形状など多

様化がみられるが権錘自体はG類の戟頭四角錐が多くな

る。

9世紀前半代は13のIIaG、19のIIbG、25のIIbG、56の

IIeGが出土している。これら 4点は紐通し部はII類だけ

になるが形状は異なる。しかし、権錘の形状は裁頭四角

錐と同一である。

9世紀後半代は12のIIaC、14のIIaE、16のIIaF、

21~24のIIbG、32のIIdG、35のIIeE、37・52・55のIIeG、

62 • 63のIIeIが出土している。この年代では紐通し形態

は前の半世紀と同様にII類だけであることから 9世紀代

には石製の権錘からは紐通しを本体から別に作り出す形

状はなくなる簡素化がみられる。権錘本体はG類の載頭

四角錐がもっとも多いが62• 63のような板状のものも出

現する。

10世紀前半代は 4• 5の鉄製 IaD、10の IeI、20• 27 

のIIbG、36のIIeE、38のIIeD、40• 41 • 42 • 44 • 45 • 47 • 

49 • 51のIIeG、57• 58 • 61のIIeH、64• 66のIIeIが出土

している。この年代も権錘の紐通し形状もほとんど本体

の側面に先行する e類が大部分を占める。また、権錘本

体では板状の形状が前の半世紀代より割合が多くなる。

10世紀後半代は33のIIdEが出土しているだけである。

出土遺構の年代から権錘の変遷をみると鉄製は前述の

ように 9世紀代からの出土例がないものの径に対して器

高が低いものから高いものへと変化するとみられる。こ

れは 8世紀代の鉄製権錘が「様」として配備された銅製

の花弁状笠状権錘が径に対して器高が低い形状を模倣し

て製作されたことによると想定され、これが徐々に石製

などと同様に器高の高い形状に移行していったと考えら
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れることによる。

石製権錘は 8世紀から 9世紀代には柱状や戟頭三角錐

など厚みのあるものだけであるが、10世紀代には板状の

ものが出現してきている。これは 8世紀は当然ながら 9

世紀代にも権錘に対する規制や権錘として認められる形

状が限られていたと考えられるが、 10世紀代にはこの規

制や認知が緩んできたためと考えられる。このことは土

器製作における律令の関わりや武蔵国や上野国に広く分

布する「くの字」、「コの字」と呼称される土師器甕と同

様な動向である。このような土器や権錘の変化は関東地

方での律令のあり方に大きな影響を受けていることが窺

える。

4.出土遺構と出土遺跡の分析

出土遺構 出土した遺構は竪穴建物70例、土坑 4例、溝

2例、灰原 2例、その他2例、遺構外出土 4例で竪穴建

物が圧倒的に多い。今回の集成では平城京や静岡県袋井

市坂尻遺跡、東京都府中市武蔵国府関連遺跡で出土して

いるような律令の条項にみられる「様」としての権錘で

ある銅製の壺状形のA類や花弁状笠状のB類の出土はみ

られない。また、群馬県内でも近年検出されているよう

な官衛遺跡や遺構II)からの出土例もみることができな

い。こうした状況から今回集成できた度量衡遺物は官的

な所有ではなく個人が所有していたと想定できる。この

ことは度量衡制度自体の出土例が急激に増える 9世紀後

半代には制度だけでなく道具自体も広く普及したことが

指摘できる。しかし、その普及は出土例が増えたのは確

かであるがまだ限られたものである。このことは次項で

詳しく検討するが、出土遺跡の性格が寺院や富豪層居宅

などに付随する集落であることから、流通を担う一部の

階層に限定されると考えられることによる。

出土遺跡 度量衡遺物を出土した遺跡は70遺跡に及ぶ、

そのうち量に関する遺物を出土した遺跡は14遺跡、衡に

関する遺物を出土した遺跡は61遺跡である。大部分の遺

跡からは単独の出土である。度量衡自体の年代を考慮し

なければ鳥羽遺跡、塚田中原遺跡、上野国分僧寺 ・尼寺

中間地域、大八木屋敷遺跡、熊野堂遺跡、三ッ寺大下IV

遺跡、上栗須寺前遺跡、株木B遺跡、矢田遺跡、長根遺

跡群神保境遺跡、荒砥諏訪西遺跡、二之宮宮下東遺跡、

五目牛清水田遺跡等で複数の出土例がみられる。 1表、

2表に示したように遺跡の性格も鳥羽遺跡や大八木遺跡

のような官衛および関連遺跡、十三宝塚遺跡や上野国分

僧寺 ・尼寺中間地域のような寺院および寺院関連遺跡、

諏訪ノ木遺跡や富田漆原遺跡、藪田遺跡など鉄生産や土

器生産にかかわる遺跡、三ッ寺大下IV遺跡や上栗須遺跡

のような富豪層の居宅やその周辺遺跡、矢田遺跡のよう

な一般集落と様々である。

度量衡遺物を地域、古代の郡別郷別12)にみると群馬郡

39例、片岡郡 1例、緑野郡 8例、多胡郡 8例、甘楽郡 2
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例、那波郡 4例、勢多郡10例、佐位郡 4例、新田郡 3例、

利根郡 2例、吾妻郡 1例の出土例がみられる。これは発

掘調査の多寡にもよるが、群馬郡の出土例の多さは群を

抜いている。群馬郡を推定される郷域ごとにみると群馬

郷23例、有馬郷 4例、白衣郷 1例、八木郷 6例、井出郷

3例、畦切郷 1例、島名郷 1例とここでも国府所在郷と

みられる群馬郷がもっとも数多く出土している。ここで

はある程度まとまって出土した地域や郷、郡についても

う少し細かく検討することとする。

群馬郡では群馬郷、有馬郷、八木郷、井出郷で複数の

出土例をみることができる。井出郷から出土した 3例は

三ッ寺大下IV遺跡から出土したものである。この遺跡は

周囲に区画溝が巡り大量の緑釉陶器が出土するなど 9世

紀から10世紀にかけては富豪層の居宅の一部と推定され

ている。また、出土した施釉陶器の多さなどから流通の

基点になり得る遺跡の一つと考えられる。しかし、出土

した権錘のうち 6・12は富豪層居宅に近い年代であるが、

31は8世紀後半代とやや異なる。これはこの付近に 7世

紀から 8世紀の竪穴建物も多く検出されていることから

郷里制が施行された当初から井出郷の中心的集落であっ

た可能性が考えられることによるのではないだろうか。

この他の郷では複数の遺跡にまたがって出土してい

る。各郷ごとに出土の様相をみることとする。

群馬郷は遠見山古墳や愛宕山、宝塔山古墳など 6世紀

から 7世紀にかけての巨大な古墳が存在する総社古墳群

や白鳳寺院である山王廃寺などの存在から上毛野国造一

族の拠点であった地域である。そのため国府がこの地域

に設置されたのも上毛野国造の力が働いたとみられてい

る。度量衡遺物は群馬郷では染谷川右岸、上野国分僧寺・

尼寺周辺、牛池川北部地域などでまとまった出土例がみ

られる。

染谷川右岸とした地域は前橋市鳥羽町から高崎市（旧

群馬町）村東から引間にかけての地域である。この地域

では12図のように細かく遺跡名称が付けられている。例

えば鳥羽遺跡と塚田村東遺跡や塚田中原遺跡と引間松葉

遺跡は字境で遺跡名が異なるが、遺跡としては隣接して

おり度量衡遺物の出土地点も100mと離れていない。ま

た、遺構の分布も濃淡の差はあるが、国府西側に所在す

る染谷川右岸の鳥羽遺跡、塚田村東遺跡をはじめとする

多くの遺跡群は同一の遺跡と考えられる。これらの遺跡

は7世紀後半から 8世紀以降に竪穴建物などの遺構が急

激に増加し、鳥羽遺跡で検出された連房式鍛冶工房に代

表されるように国街工房群が存在していた地域であると

想定されている。また、竪穴建物などの周辺に広がる集

落遺跡は国衛工房に従事していたエ人の集落と考えられ

る。この地域では 8世紀前半代から10世紀前半代にかけ

ての須恵器椀（コップ形） 4点、権錘 6点が出土してい

る。国衛工房では当然、種々の材料の取引に度量衡が必
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要であることは言うまでもない。また、エ人集落では農

業を主体とする集落とは異なり生活の大部分を生産する

ことは難しいとみられることから「市」の存在も想定し

ても差し支えないのではないだろうか。度量衡遺物も推

測の域を出ないが工房や市での取引に使用されたものと

みて差し支えないと考えられる。

上野国分僧寺や上野国分尼寺周辺の竪穴建物群も上野

国分僧寺や上野国分尼寺を支えるために従事した人々の

集落と想定され、ここでは国分寺に必要な種々の品々の

製造や調達にあたっていたと考えられる。この地域での

須恵器椀（コップ形） 1点、権錘 5点が出土しており、

国術工房やその周辺集落と同様に種々の取引に当然度量

衡が必要とされていたとみられる。

牛池川北側の地域は上毛野国造の本拠地と推定される

地域でここでは国分境遺跡や熊野谷遺跡、大屋敷遺跡、

下東西清水上遺跡、総社桜ヶ丘遺跡から須恵器椀（コッ

プ形）、権錘がそれぞれ出土している。この遺跡は染谷川

右岸のようにそれほど近接する遺跡ではないが、国分境

遺跡、北原遺跡、熊野谷遺跡は山王廃寺を支えた集落、

大屋敷遺跡は総社古墳群の南側に位置し、 6世紀から10

世紀にかけて継続的に営まれており総社古墳群造営の主

体となった集落と推定され、器台をはじめ一般集落では

出土しないような須恵器が出土しており、総社古墳群と

強い関わりが窺える。また、下東西清水上遺跡では 7世

紀末から 8世紀初頭にかけての富豪層の居宅が確認され

ている地域である。こうした状況から上毛野国造の経済

基盤を支え、律令期にも群馬郷の集落として発展した地

域である。このような地域では度量衡遺物も染谷川右岸

や国分寺周辺とは異なり、同一集落内や狭い範囲でのま

とまった出土でないことから集落単位での度量衡所有形

態が窺える。

有馬郷は牛池川北側の地域と同様に有馬遺跡、半田中

原 ・南原遺跡、諏訪ノ木遺跡、石原西浦遺跡から須恵器

椀（コップ形） 1点、権錘 3点が出土している。半田中

原 ・南原遺跡では内部に施設を持たない広範囲を区画し

た施設が検出されたことから古代有馬牧の可能性が指摘

されている。諏訪ノ木遺跡、石原西浦遺跡では鉄生産を

掌握していた富豪層の存在が窺えるなど官衛や富豪層に

かかわる遺跡からの出土である。

八木郷では融通寺遺跡や大八木屋敷遺跡、熊野堂遺跡

雨壺遺跡のやや近接する遺跡でまとまった出土がみられ

る。融通寺遺跡は瓦塔や銅婉などが出土し寺院の存在が

窺える。大八木屋敷遺跡は八脚門と区画溝、塀に囲まれ

た内部に掘立柱建物群が存在することから長元元年

(1028)「上野国不与解由状」（「上野国交代実録帳」）に

みられる「群馬郡正倉別院八木院」に想定されている。

こうした寺院や正倉などでも度量衡は必要不可欠なもの

である。また、熊野堂遺跡遺跡は井野川を挟んで融通寺
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遺跡の北側に位置する遺跡である。 7世紀から10世紀に

かけては集落で規模こそあまり大きくないが、出土遺物

には金銅製装飾具などがあり一般の集落と考えにくく、

融通寺遺跡や大八木屋敷遺跡と関わりが強い集落であっ

たとみられる。

緑野郡では上栗須周辺の上栗須遺跡や上栗須寺前遺跡

と株木遺跡周辺にややまとまった出土例がみられる。上

栗須遺跡は掘立柱建物群が確認されており、富豪層居宅

が確認されていたり、この地域は郡衛比定地でもある。

多胡郡では 7世紀後半から 9世紀後半代にかけての須

恵器椀（コップ形） 1点、権錘が 7点出土している。須

恵器椀（コップ形） 1点を出土した黒熊八幡遺跡は平安

時代の寺院が存在する黒熊中西遺跡の西側に位置する遺

跡で寺院との関連が窺える。権錘を出土した矢田遺跡や

長根遺跡群、多胡蛇黒遺跡は鏑/II右岸の河岸段丘である

多胡丘陵に立地する遺跡でそれぞれの遺跡の距離も 4km 

ほどの範囲にある。しかし、これらの遺跡は掘立柱建物

が少なく竪穴建物が主体であることや大量の紡錘車が出

土していることから調庸にかかわる紡績を生業とした一

般的な集落と考えられている。こうした集落遺跡からの

出土はその遺跡の生業にかかわる取引が想定される。多

胡郡の遺跡では紡績を生業とした集落であることから紡

績の取引や染色材料の取引などが推察され、度量衡を必

要とする背景が窺える。

勢多郡の遺跡では二之宮宮下東遺跡から須恵器椀

（コップ形） 1点、権錘 1点の出土がある。二之宮宮下

東遺跡の遺構を見ると水田耕作に伴う集落遺跡である

が、出土している遺物の多くは谷地からの出土でこの谷

地からは緑釉陶器唾壺をはじめ寺院の存在を窺わせる遺

物が多数出土している。富田漆田遺跡からは 9世紀末か
あな

ら10世紀初頭にかけての土器焼成の容窯が検出されてお

り、この時期の竪穴建物も土器生産に携わった集落と考

えられる。

出土遺跡の分析では官街工房、富豪層居宅、寺院およ

びこれらに伴う集落からの出土例が多いことを明らかに

できた。今回、分析、検討を明示していない集落遺跡で

も集落内に鍛冶工房が存在したり、周囲に終末期の古墳

群が存在するなど単純に一般の農村集落と断定できない

遺跡が多いことからも度量衡の使用には何らかの規制が

働いていたことが窺えた。しかし、この規制について実

証はすることができないため今後の課題としたい。

5. おわりに

群馬県内からは今回87例の古代度量衡遺物の出土例が

確認できた。これらの遺物は前項までの分析・検討によっ

て出土している遺跡の性格や地域に特徴がみられことを

明らかにした。

須恵器椀（コップ状）の出土例は僅かに15例しかなく、

そのうち 2例は下日野 ・金井古窯跡群の灰原に廃棄され



たもので枡としての機能を果たさないため生産地で廃棄

されたものである。製品として供給されたものは13例に

なる。また、出土した遺跡は染谷川右岸の国術工房にか

かわる遺跡や上野国分僧寺 ・尼寺中間地域、二之宮宮下

東遺跡など官荷関連や寺院に関わる遺跡が主である。ま

た、今日出土している須恵器の量からすると須恵器椀

（コップ状）はごくごく微量でしかなくその生産に何ら

かの規制が働いたことも想定される。

権錘は福田 聖が集成した時点より資料が増加してお

り、 7世紀、 8世紀代の資料も見ることができた。こう

した状況は北陸地方での望月精司が分析した結果と同様

である。

また、出土例自体は少ないが律令制が制定される 7世

紀後半代からみることができ、 8世紀代には金属製の権

錘の出土がみられる。この権錘は権錘本体形状がB類の

より簡素化したものとみることができる。これは 7世紀

~8世紀にかけては度量衡に対する強い規制が行われて

いた言えるのではないだろうか。これに対して 9世紀後

半代以降に出土例が増加し、出土遺跡も国衛工房や郡衡

周辺など官的様相の強い遺跡だけでなく富豪の居宅が多

くなり、そこには富豪の輩を後ろ盾にした倣馬の党など

による流通経済の発展により広い範囲で度量衡が必要に

なったことが考えられる。

度量衡の使用例がみられるは日本国現報善悪霊異記下

巻26巻に郡司が出挙で枡や秤を使用した話や「一遍上人

絵伝」に見られる秤の絵など税や物の取引に使われてい

たことは知られている。こうした使用は度羅衡の使用と

してはごく一般的なことであるが、「日本国現報善悪霊異

記」中巻第32巻では寺で酒を生産して貸していたことを

知ることができ、寺での度量衡の使用が高かったとみら

れる。また、この話は寺が檀家に委託して酒を作らせ出

挙していたことになる。こうしたことは今回の集成で寺

院周辺から多くの度量衡遺物が出土していることにも当

てはまる。

今回の度量衡資料の集成、検討では度量衡が律令制に

基づき 7世紀代から使用され、 8世紀代ではその使用に

規制が窺われるが、 9世紀以降、律令制の崩壊とともに

規制が緩和される様相が権錘形状や出土した遺跡から窺

えた。また、出土遺跡の性格では物の取引の場である「市」

を想定させられる遺跡は存在していないが、度量衡の使

用が寺院や富豪層だけでなく一般の集落内でも度量衡を

持ち得る人の存在が確認できた。これは郷の中心的集落

でなくても村落での階層が進んだだけでなく、物の流通

が広く行われていたことを物語っているものではないだ

ろうか。

度量衡資料はまだその出土例は少ない資料である。そ

のため今回の分析 ・検討を変更や否定する資料の出土も

ありえるが、地方における律令制を考える一助になれば

出土度鼠衡遺物について

幸いである。なお、本稿を起草するにあたっては資料の

集成を笹澤が主に行い、執筆については笹澤と神谷で協

議して行ったが、文責は神谷にある。

本稿は（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団平成16年度職員自主研

究助成金交付を受けた「群馬県出土の古代権衡資料」の成果の一部

である。
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条里地割導入後の水田と集落の一様相

前橋台地南部地域を中心として

新井 仁

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1.はじめに

2.条里地割水田と集落の特徴

3.水田および集落遺跡分布状況

4.前橋台地南東部水田および集落遺跡の様相

5.水田開発と集落の変容

6.おわりに

要 9
日

前橋台地南部の 9世紀から10世紀の集落においては、従来の水田域以外の低地や低地から微高地への変換地など、集

落域も含めて水田耕作可能な場所はすべて水田にし、水田にできない程度の微高地があればそこを集落にするような大

規模な水田開発が行われたため、集落域の移動・縮小がおこったと考えられる。そして、開発には条里地割の導入が伴っ

ているとすることができる。

条里地割を伴う大規模開発により、耕地は拡大し農業生産も伸展していったと考えられるが、この状態を維持するた

めには、農耕技術の進歩（牛馬耕の導入等）とともに、安定した農業経営が必要である。そのため、集落には顕著に現

れていないが、小規模で独立性が高い個別経営が伸展しつつあったことが想定される。

前橋台地南部の多くの地域で 9世紀以降 As-B降下以前のある段階で、条里地割をともなった大規模な水田開発が行

われており、集落においても大きな変化があったと考えられる。当該地域の東部では 9世紀以前と 10世紀以降の集落を

比較すると、竪穴住居の分布範囲が縮小しているものが多く、また、 9世紀以前のものが台地上に展開するとともに、

低地に向かって広がりを見せているのに対し、 10世紀以降の分布範囲は、低地や、台地から低地への移行部分のものが

減って台地上だけに集中している。 9世紀以前の竪穴住居の中で、 As-B下水田と重複し、 As-B下水田よりも古いもの

もいくつか検出されており、集落であった場所を水田にしている例もかなりある。中部から西部にかけては、 9世紀以

前は東部地域と同様であるが、 10世紀以降については、調査された遺跡に限っていえば、ほぼ全面といってよいほど水

田が広がっており、集落は検出されていない。水田耕作するには集落が全くないとは考えられないため、条里地割区画

内に集落が組み込まれており、集落が見つかっていないことから、検出されにくい状況であったと考えるならば、小規

模 ・分散的だった可能性はある。

キーワード

対象時代平安時代

対象地域群馬県前橋台地南部

研究対象集落 ・水田
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1. はじめに

群馬県南部の高崎市東部から前橋市南部にかけての地

域は、赤城山南麓に広がる前橋台地の南部に位置し、広

大な低地で現在は水田地帯となっている。筆者は以前、

この前橋台地の南部の遺跡について考察し、9世紀初頭

以前は、条里地割による水田耕作は行われず、水田に近

い場所に居住地があった可能性が高いこと、地域によっ

てかなり差があるが、多くの地域で 9世紀以降 As-B降

下以前のある段階で、条里地割を伴った大規模な水田開

発が行われ、この地域のほとんどが水田となったこと、

As-B下水田と同時期の住居は検出されておらず、居住

地は不明であるが、水田からは出土遺物も少なく、居住

の痕跡は認められないため、居住地は水田とかなり離れ

た場所にあったであろうこと、等を論じた（新井2001 以

下前稿と略す）。すなわち、条里地割導入後には、集落に

おいても大きな変化があったはずであるが、その状況は

あまり明確でない。

さて、前稿脱稿以降に、特に北関東自動車道関連の調

査報告書が刊行され、奈良平安期の水田と集落が検出さ

れた遺跡も多く知られるようになった。本稿では、これ

らの遺跡の検討により、前橋台地の南部の条里地割導入

による集落の変化を考察するものである。

なお前稿と同様に、本稿でも「条里制」の用語につい

て詳しく検討する余裕がないため、制度としての条里制

には触れないで、地割の実態把握にのみ焦点を当てるこ

ととする。そして内部形態も含めた 1町四方の地割形態

を「条里地割」とし、条里地割が導入されている水田を

「条里地割水田」と呼ぶことにする。

2.条里地割水田と集落の特徴

最初に前稿で明らかにした前橋台地南部における平安

時代後期水田と集落の特徴を確認しておきたい。

• 水田は大畦畔と小畦畔による大区画水田で、大畦畔は

ほぽ東西南北を向き、大区画は 1辺が110m程度の方形

になるため、条里地割を伴った水田だといえる。しか

しながら、小畦畔による区画は、 5~lOmXlO~20m

程度の長方形または正方形のものが多いが、畦畔が斜

めに走るものや、曲線になるものもある。

• 9世紀以降As-B降下以前のある段階で、条里地割を

ともなった、今までの居住域も水田化するような、大

規模な水田開発が行われた。これによりこの地域はほ

とんどが水田となった。

• 水田と同時期の住居は検出されておらず、水田からは

出土遺物も少なく、居住の痕跡は認められないため、

居住地は水田とかなり離れた場所にあったと考えられ

る。

等である。

前稿で取上げた、 9世紀後半代の竪穴住居の上に条里
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地割水田が作られている西田遺跡などの例から、水田開

発は 9世紀後半代以降の遺跡が多いが、また818年洪水層

下の水田が条里地割になっている中原遺跡の例もあるた

め、 9世紀後半代以降に水田開発された遺跡もその時期

を大きく下らないで条里地割が導入されたと考えるのが

自然であろう。そこで本稿では、 10世紀以降は条里地割

が導入されているものが多くなっているとし、 9世紀以

前と10世紀以降に大きく分けて集落の変化を考えたいと

思う。 I)

3.水田および集落遺跡分布状況

最初に前橋台地南部における平安時代水田遺跡(As-B

下水田を主とする）と 9世紀以前 ・10世紀以降の集落の

分布を見てみよう［図 1]。もちろん、ここで取上げたの

は発掘調査された遺跡の主要なものであるため、大部分

が開発による事前調査の遺跡であり、開発の多いところ

に遺跡も多くなる確率が高くなってしまうこと、また、

集落遺跡は 9• 10世紀で時期を分けたため、残存状況な

どにより時期が判明しないものは省かざるを得ず、その

範囲内での分布であることを前提としている。あらかじ

め了承願いたい。

図を見ると、ほぽ全面に水田検出遺跡が分布している

が、広瀬川流域から藤川間の地域には集落も含めて遺跡

はかなり少なくなっている。集落は水田に比べ数は少な

いが、全体的には水田とほぽ同様の分布をしている。し

かし、 9世紀以前と10世紀以降に分けると、分布にやや

違いが見られる。 9世紀以前は水田とほぼ同様の分布で

あるが、 10世紀以降の集落は、高崎市東部の現利根川と

ほぼ並行している井野川と、前橋市南部の端気川の間（中

西部地域とする）にはほとんど存在していない。これに

対し、前橋市南東部の端気川から韮川の間、広瀬川から

東（東部地域とする）には比較的多くの遺跡がある。ま

た、それらの遺跡は10世紀以降の集落だけでなく、 9世

紀以前の集落や水田も検出されているものが多い。そこ

で次に、前橋市南東部から伊勢崎市にかけて、特に広範

囲を調査している北関東自動車道関連の遺跡の様相を検

討してみることにする。

4.前橋台地南東部水田および集落遺跡の様相

ここでは、北関東自動車道関連の遺跡を中心とした、

条里地割水田、集落遺跡の様相を検討していきたい。 2)

(1) 徳丸仲田遺跡 ［図 2]

前橋市徳丸町に所在する北関東自動車道地域埋蔵文化

財調査の遺跡である。調査区は東西に長く、現道や水路

を境として、西からA~Jの10区に分かれている。地形

的には、ほぼA~G区が低地で、H~J区が微高地となっ

ている。全体の地形としては、西から東に向かい低くなっ

ているため、低地のほうが微高地よりも標高が高くなっ
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ている。また、旧藤川河道と考えられる河川跡が、 I区

とJ区の境を蛇行しながら南東流している。奈良平安時

代の遺構は、竪穴住居跡51軒、掘立柱建物跡 6棟、塚 1

基、井戸 2基、土坑、溝、水田等である。

竪穴住居は、 H区以東の微高地上に存在し、特に最東

端のJ区に集中する。時期は 8世紀後半から11世紀代ま

で継続している。前述の河川跡のため、H~I区と］区の

集落は川を隔てた両岸に分断されていた可能性が高い。

H区は微高地であるが、後述のように21号溝の西側(H

区の大部分）は As-B下水田であったと考えられるため、

G区以西の低地と微高地の中間地点とすることができ

る。北西部に竪穴住居 7軒が検出されているが、時期の

A I r・,..9, : : 

j く ：こ

9.  
• 9 

i i i 
iべ！ー：・
; : I 
, i , 
I l l 
I I ! 
I I'  

l ! ! 
! -i • l • 

I I 
I ! 
I I 
！ 

．
 

I

I

I

I
 

訊
9
1
,

E

月：1
9
9
9
1
9
9
.

•
ー
1
9
1
.
1
|

『
|
.

III

ti

I
t
•IIIIIIIl11IIIIII

IIIIIIIIIIIII

I 

.

.

.

.
 

＇ 
ヽヽ

・

―
＜
一

u

-

日
こ
じ
―
．
ぱ
闘
じ
L

I

一

．

忍

ロ
｀
□

[
＇

1

バー！』：ー
11t

li]
1

．

こ

：

こ

・

-

g

/

二

’

IFi][
|

1

[

1

ロ
ニ

1
 _

_
 

―

―

≪
 

ナ ,.H区

21号溝
↓
“
 

+” 

1 :6000 

As-8下水田全体図

図2

竪穴住居凡例

■ 9世紀以前

■10世紀以降

※以降の図も全て同じ

十

↓
 

ナ

ナ

河川跡
サ＃

n
 

1:2000 

竪穴住居分布図

徳丸仲田遺跡全体図

66 



判明する 4軒はすべて 9世紀以前である。As-B下水田

の区画や畦畔と直接重複してはいないが、 21号溝の西側

であるため、 As-B下水田と重複し、水田よりも古くなる

といえる。

I区はH区からJ区へと続く微高地に位置している。

南西部28号溝以西は As-B下水田であったと考えられる

ため、 H区ほどではないが、低地の様相を示していると

考えられる。竪穴住居は 3軒検出され、すべて 9世紀以

前のものである。いずれも28号溝の東側に位置している。

J区は微高地上に位置しているが、西部 2/3程度は藤

川の旧流路で、竪穴住居は東部 1/3程度の場所に41軒が

集中して検出されている。時期の判明するものは、 9世

紀以前が20軒、 10世紀以降が12軒であるが、南部の旧流

路近辺に10世紀以降のものが 3軒存在する。10世紀以降

の竪穴住居はすべてJ区に存在しており、 As-B下水田

とは重複していない。なお藤川対岸の西善尺司遺跡では

谷が検出されていることから、 J区の集落跡は東西幅約

150m前後の狭い自然堤防上に立地していたと想定され

る。

溝と水田跡はA~H区の低地部分に分布する。水田跡

は2面検出されており、 As-Bに覆われた古代 II期水田

と、その耕作土下で検出される古代 I期水田が確認され

る。古代 II期水田は、 A~I区にかけて検出されている

が、ほぼ南北方向の大畦畔が 3条検出されており、条里

地割になっていると考えられる。水路と思われる溝(21・

28号溝）がH区から I区にかけて斜めに走行しており、

大畦畔とは走向を異にしているが、水田の東限と考えら

れる。古代 I期水田は、テフラや洪水層に覆われた田面

でなく、水路群として認定したもので、水田の水路と考

えられる溝が調査区を斜行しており、調査区外で直交す

ると見られるものもあるが、走向は南北から大きく振れ

ているため、条里地割ではないと思われる。

(2) 西善尺司遺跡 ［図3]

前橋市西善町に所在する北関東自動車道地域埋蔵文化

財調査の遺跡であり、徳丸仲田遺跡の東に位置する。調

査区は東西に長く、西から 1~Nの4区に分かれている。

台地上に 2筋の小規模な谷（西谷 ・東谷）が埋没した低

地がある地形で、低地には水田が、微高地には集落が展

開している。奈良平安時代の遺構は、竪穴住居46軒、掘

立柱建物 1軒、井戸12基、土坑21基、溝10条、畠 l基で

あり、低地部から As-B下水田が検出されている。

竪穴住居は、 1区西谷右岸、西谷と東谷に挟まれた微

高地上、 N区に分布している。特に西谷と東谷間の微高

地上に集中しており 、III区では検出されていない。

I区は中央に小谷（西谷）があり両側は微高地となっ

ている。右岸には竪穴住居 4軒、掘立柱建物 1棟が存在

しており、時期の判明する 3軒が 9世紀以前となってい

II区
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図3 西善尺司遺跡全体図
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る。左岸の微高地はII区に続いており、その先は小谷（東

谷）となっている。この微高地上には竪穴住居36軒が検

出されており、 9世紀以前が 8軒、 10世紀以降が24軒と

なっている。微高地の東側は小谷となり、さらにその東

はまた微高地となっている。小谷の上部には As-B下水

田が存在しているが、西谷右岸の竪穴住居 1軒が水田畦

畔と近接しており、水田と重複している可能性が高く、

水田より古い。

III区は低地で As-B下水田が検出されている。 N区は

微高地となっているが、東部にだけ竪穴住居 6軒が検出

されており、時期の判明する 5軒がいずれも 9世紀以前

のものである。

住居は 8世紀後半から10世紀中葉まで継続している

が、 9世紀以前の住居が I・II・N区の微高地に存在し

ているのに対し、 10世紀以降の住居は I区から II区にか

けての微高地にだけ存在している。

水田は、 As-B下水田が、 I区中央部、 II区西部、 III区

全面から検出されている。区画はやや不規則ではあるが、

概ね方形を碁本とし、畦畔は東西南北を指向しているこ

とから、条里地割になっている可能性がある。微高地と

水田面の標高差は10cm程度しかなく、いずれの微高地に

も水田があった可能性がないとはいえない。特に西谷の

右岸は水田区画の状況からさらに西へ続いていた可能性

がある。

(3) 中内村前遺跡 ［図 4]

前橋市中内町を中心に同市東善町・西善町に所在する

北関東自動車道地域埋蔵文化財調査の遺跡であり、西善

尺司遺跡の東に位置する。調査区は東西に長く、これを

ほぼ100mおきに南北に横切る現道や水路を境として西

側より 1~9区に分けられている。

全体的に調査面は 3面あり、 1面は As-B降下前後の

時期で、 2面は古墳時代の中期以降から平安時代にかけ

ての時期、 3面は古墳時代以前の時期である。奈良平安

時代の遺構は、竪穴住居、掘立柱建物、溝、土坑、井戸

等が検出されている。

竪穴住居は 1区、 6区～ 9区で検出されている。 1区

は西善尺司遺跡から 2区東部の低地に向かって下がって

いく緩傾斜面に位置している。住居 1件だけであるが、

掘立柱建物が13棟あり、掘立柱建物を中心とした集落で

あったと考えられる。竪穴住居の時期は 9世紀後半であ

る。確認面は As-B下相当面の下の洪水層下面であるた

め、 As-B下水田より古くなると考えられる。 As-B下水

田は検出されていないが、平安期の洪水層で埋没してい

るため、その上に水田があった可能性がないとはいえな

い。 6区は、西部は 5区から続く低地であるが、中央部

は微高地となり、東部は 7区に続く低地となっている。

中央部に集中して58軒の竪穴住居が検出されているが、
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すべて 9世紀代のもので10世紀に下るものはない。また、

As-B下水田の確認面よりも下の面で確認されているた

め、条里地割水田より古くなると考えられる。 1区同様

As-B下水田は検出されていないが、確認面が違うため、

その上に水田があった可能性は残る。 7区は中央に逆v
字状の谷が入る地形である。東端部の微高地上で竪穴住

居 3軒が検出されており、いずれも 9世紀以前のもので

ある。竪穴住居の上では As-B下水田が確認されていな

いが、西側の低地部分では検出されているため、住居の

上部にも続いていた可能性はある。8区は西部と東部に

分かれ、西部は 7区から続く微高地上に位置し、河岸段

丘の段丘面にあたっている。 7区同様、竪穴住居の直上

ではないが、上層から As-B下水田が検出されており、

住居の上部にも続いていた可能性はある。東部は西部よ

りさらに 1段高い微高地となっている。100軒近い数の竪

穴住居が集中して検出されているが、 9世紀以前のもの

は少なく、大部分は10~11世紀のものである。西部より

も高くなっているため、上層に水田が存在した可能性は

小さいといえよう 。9区は 8区東部から続く微高地上に

位置し、竪穴住居 4軒が検出されている。時期のはっき

りしないものが多いが、 10世紀以降のものが 1軒、 9世

紀以降のものが 2軒である。 As-B下水田は検出されて

おらず、 8区東部同様上部に水田のあった可能性も低い。

As-B下水田は、 2区・ 4~7区で検出されている。 2

区では、東部の低地部で検出されているが、地形にそっ

て造られたためか区画は不規則で、大畦畔も確認されて

おらず、条里地割とならない可能性がある。 4区～ 6区

西部にかけては、区画は長方形を基本として、畦畔も直

線的で、南北方向を向いているものが多く、条里地割水

田となっている可能性が高い。 6区東部から 7区にかけ

ては 2区と同様不規則な区画で、畦畔も曲線となってい

るものが多い。

(4) 前田遺跡 ［図 5]

前橋市中内町、東善町に所在する北関東自動車道地域

埋蔵文化財調査の遺跡である。中内村前遺跡の東に隣接

している。調査区は南西から北東方向に長くなっており、

A~Cの3区に分けられている。

竪穴住居はA区と A区に続く B区の一部で66軒検出さ

れている。 8世紀代から10世紀代まで存在しているが、

9世紀以前のものが多く、 10世紀以降は10数軒である。

全体的には東部に向かってやや下がっている地形ではあ

るが、 B•C 区の As-B 下水田面よりも集落確認面のほ

うが高くなっているため、さらにその上部に水田があっ

た可能性は低いといえよう。

水田は、 B区北東部、 C区北東部から As-B下水田が

検出されているが、 B・C区の他の部分は後世の削平の

ために不明となっている。大畦畔は確認されていないが、
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E区と F区の間に宮川が流れており、東端部は低台地と

なっている。奈良平安時代の遺構は、竪穴住居、溝、土

坑、水田等が検出されており、水田は、 As-B下水田と洪

水層下水田の 2面確認されている。洪水層は818年（弘仁

9年）の地震に伴うものの可能性が指摘されている。

竪穴住居は、 A~D区で検出されている。 A区では 3

軒検出され、 2軒は10世紀以降である。水田とは重複し

ていない。 B区では29軒検出され、 9世紀以前が 2軒、

10世紀以降が20軒で、 9世紀以前の 2軒は北東隅に所在

している。 As-B下水田と重複しているのは 3軒(9世紀

以前 1軒、 10世紀以降 2軒）で As-B下水田より古く、

洪水層下水田と重複しているのは 3軒（10世紀以降 2軒、

不明 l軒）で水田より新しい。 C区では16軒検出され、

12軒が10世紀以降である。 As-B下水田と重複している

のは 7軒でいずれも水田より古く、洪水層下水田と重複

しているのは 1軒で、水田より新しい。 D区では 5軒検

出され、いずれも10世紀以降である。As-B下水田と重複

しているのは 4軒でいずれも水田より古く、洪水層下水

田と重複している住居は検出されていない。

As-B 下水田は、 A~E 区• G~I区で検出されてい

る。竪穴住居14軒と重複しており、いずれの住居よりも

新しい。やや不規則であり、はっきりした大畦畔も確認

されていないが、区画は長方形を基本とし、畦畔はほぽ

東西南北を向いているため、条里地割水田となる可能性

が高い。洪水層下水田は、 B~E区で検出されている。

竪穴住居 4軒と重複しており、いずれの住居よりも古い。

南北に走る大畦畔が 2条確認されており、畦畔間の距離

は約110mで、条里地割水田となっている。

1:2000 

図5 前田遺跡全体図

区画は長方形を基本とし、畦畔はほぽ東西南北を向いて

いるため、条里地割水田となっている可能性がある。竪

穴住居とは重複していない。

(5) 下増田越渡遺跡［図 6J 

前橋市下増田町に所在する北関東自動車道地域埋蔵文

化財調査の遺跡である。現道や水路を境として、西から

A~Iの9区に分かれている。西端部は荒砥川の堤防で、
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(6) 萩原遺跡［因 7]

前橋市萩原町に所在する、北関東自動車道地域埋蔵文

化財調査の遺跡である。調査区は東西に長く、西から A

~Eの5区に分かれており、中央部が低地その両側が微

高地となっている。奈良平安時代の遺構は、微高地上か

ら竪穴住居、掘立柱建物、土坑が、微高地縁辺部から溝、

低地部から水田が検出されている。

竪穴住居はA・B・D区で検出されている。 A区は 9

世紀以前が12軒、 10世紀以降が10軒検出されているのに

対し、 B区は 9世紀以前が 2軒、 D区は 9世紀以前が 6

軒で、 10世紀以降の竪穴住居跡はA区にだけ存在してい

る。 As-B下水田の畦畔や水田区画と直接重複している

住居はないが、水田耕作土の下になる住居がB区で 1軒

確認されている。遺跡全体が東に向かって高くなってお

り、 A区の竪穴住居確認面よりも B区の As-B下水田面

のほうが高く、 D区の竪穴住居確認面のほうがさらに高

くなっていて、竪穴住居確認面と水田面との標高差はほ

とんどないとしてよいであろう。そのため、 A区やD区

の上層に水田が存在したかは不明であるが、全く可能性
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がないとはいえない。

水田は、中央の低地部から As-B下水田が検出されて

いる。区画は方形 ・長方形に近く、畦畔も直線に近いも

のが多いが、走向は南北方向から10~30゚振れており、大

畦畔と見られるものも検出されていないため、条里地割

になるかは不明である。

(7) 新井太田関遺跡 ［図 8]

前橋市二之宮町に所在する北関東自動車道地域埋蔵文

化財調査の遺跡であり、萩原遺跡の東に位置している。

調査区は東西に長く、現道および水路を境界としてA

~Cの3区に分けられたが、 B・C区については遺構な

しのため、 A区のみの調査となった。調査面は 3面で、

第 1面は As-B層下面、第 2面は As-B下の水田耕作土

下面、第 3面は As-C層の下面である。第 1面は、幅約30

mで北から南へ傾斜する開析谷が調査区の東側に存在す

る。この谷の両側は微高地で、地形は緩やかな上り勾配

となるが、谷の東側は微高地から低地へ向けて下りと

なっている。 As-B下水田が検出されており、水田の畦畔

I I 

平安時代 2面

平安時代3面

1:2000 

図8 新井大田関遺跡全体図
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は東西方向のものが 1条確認されただけであるが、水田

耕作土は残存しているため、谷の全域が水田であったと

考えられている。第 2面では、水田造成に伴う段差、竪

穴住居 4軒、用水路と考えられる溝 1条が検出されてい

る。水田耕作土除去後に、谷の両側の微高地の縁辺部に

南北方向の明瞭な段差があり、水田造成に伴う段差と考

えられている。また、 8世紀後半から 9世紀前半にかけ

ての竪穴住居や用水路と考えられる溝も検出されてお

り、水田耕作土より古くなることが確認されている。

水田が検出された谷の西部は微高地で、 As-Bや水田

耕作土は検出されておらず、水田のあった可能性は低い

が、全くないとはいえない。

(8) 波志江中野面遺跡 ［図 9]

伊勢崎市波志江町に所在する北関東自動車道地域埋蔵

文化財調査の遺跡である。調査区は東西に長く、 A~D

の4区に分けられている。遺跡は伊勢崎台地上にあるが、

南北方向に低地が入りこんでおり、 A・B・D区が微高

地、 C区が低地となっている。奈良平安時代の遺構は、

竪穴住居52軒、掘立柱建物跡 6棟、井戸 4基、溝10条、

土坑27基、耕作溝、 As-B下水田等がある。

竪穴住居はA区で34軒、 B区で 2軒、 C区で 9軒、 D

区で 7軒検出されている。 A区は微高地上に位置してい

るが、時期の判明した竪穴住居はすべて10世紀以降のも

のである。確認面の標高はC区で検出された As-B下水

田とほぼ同じである。

B区はA区から続く微高地上に位置しており、 9世紀

以前の竪穴住居が 2軒検出されている。

c区は、南西部は低地で As-B下水田が存在している

が、北部 1/3、東部1/3程度は微高地となっている。

竪穴住居は北部微高地上から 4軒、東部微高地上から 1

軒、低地部から 4軒検出されている。このうち、北部微

高地上の 2軒、東部微高地上の 1軒は10世紀以降で、北

部微高地上の 1軒、低地部の 4軒は 9世紀以前のもので

ある。低地部の 4軒のうち 2軒は As-B下水田と重複し

ており、水田より古くなっている。

D区はA区から続く微高地上に位置しており、時期の

判明した竪穴住居はすべて10世紀以降のものである。

As-B下水田は低地である C区から検出されている。

地形の制約を受けているためか、畦畔が斜行するものや

湾曲するものが多く、区画も不規則になっているが、中

央部には直線的で直交する畦畔もあり、湾曲してはいる

が南西部で大畦畔も検出されているため、条里地割とな

る可能性もある。水田の形状や地形を考えると、北部の

微高地上に水田が続いていた可能性はほとんどない。東

側や西側の微高地上に続いていた可能性はないとはいえ

ないが、特に東側の微高地上は水田面よりかなり標高が

高いため、可能性は低いといえる。



5.水田開発と集落の変容

(1) 前橋台地南東部集落遺跡の特徴

さて、上記のすべての遺跡でAs-B下水田が、 8遺跡

中7遺跡で 8• 9世紀から10• 11世紀にかけての竪穴住

居が検出されている。一般的に竪穴住居は遺跡調査区内

の微高地に、水田は低地に分布しており 、今回取り上げ

た遺跡もそのような分布を示しているが、竪穴住居を 9

世紀以前と10世紀以降にわけて見ると、 2つの時期でや

や異なった分布を示している。また、竪穴住居が As-B下

水田の下から検出されている遺跡もいくつかある。

徳丸仲田遺跡では、微高地上のH~J区に竪穴住居が

分布するが、 10世紀以降は J区にだけ存在している。 H

区から I区にかけて斜めに走行する、 21• 28号溝より西

はAs-B下水田が存在しており、位置的にも低地から微

高地へ移行する途中にあるため、 H • I区は J区より低

地の様相が強い部分である。 21• 28号溝の東側は集落が

継続し、 As-B下水田は存在しなかったと考えられる。す

なわち、 9世紀以前はH区まで集落域だったものが、 10

世紀以降は、 21・28号溝の西側に条里地割水田が広がり、

集落は溝の東側に限定されるように変化したといえる。

西善尺司遺跡でも、竪穴住居の分布する、 I区西谷右

岸、 I • II区間の西谷と東谷に挟まれた微高地上、 N区

のうち、 10世紀以降の竪穴住居は、 I• II区間の微高地

上にだけ存在している。 I区西谷右岸は西谷部の As-B

下水田が続いていた可能性が高く、

他の区でも水田のあった可能性があ

るため、 10世紀以降は、 I • II区間

の微高地に集落が限られ、他は大部

分水田であったと想定される。

中内村前遺跡では、 1区、 6区～ 9

区から竪穴住居が検出されている

が、 10世紀以降のものは 8区東部と

9区にだけ存在する。また、 1区 ・

6区の集落の上部には水田が存在し

た可能性もある。よってこの遺跡も、

9世紀以前は調査区内の数ヶ所に集

落が散在していたものが、 10世紀以

降、集落は 8• 9区に限られ、他の

大部分が水田となっていた可能性が

高い。

前田遺跡では、竪穴住居はA区と

A区に続く B区の一部だけに分布し

ており、他の区では検出されていな

いが、後世の削平が深くまで及んで

いる部分も多く、不明な点が多い。

下増田越渡遺跡では、竪穴住居は

A~D区で検出されているが、 9世

紀以前のものはB区の 2軒だけで、

大畦畔

言
As-B下水田全体図

条里地割導入後の水田と集落の一様相

他はすべて10世紀以降である。この遺跡は、水田面が As

-B下と洪水層下の 2面あり、住居との里複関係から、洪

水層下水田→10世紀以降の住居→ As-B下水田の変遷が

確認されており、 9世紀以前の住居は直接洪水層下水田

と重複関係はないが、出土遺物等の時期からは水田より

古くなる可能性が高い。ということは、集落が水田となっ

→ 

゜

A区

c区

1:2000 

竪穴住居分布図

図9 波志江中野面遺跡全体図
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た後再び集落になりさらに水田となっており、他の遺跡

とは異なった様相を示している。このことは、 9世紀の

洪水による土砂の堆積が著しく、すぐに水田が復旧でき

なくて、一時集落に戻っていたと推定できようか。

萩原遺跡では、間に低地を挟んだA・B区と D区に竪

穴住居が分布するが、 10世紀以降のものはA区だけに存

在している。この遺跡も、 10世紀以降は集落がA区に限

られ、他は水田となっていたと想定される。

波志江中野面遺跡では、 A~D区に竪穴住居が分布す

るが、 9世紀以前のものは、 B区から C区の微高地から

低地にかけて存在する 7軒だけで、微高地上に存在する

のは10世紀以降のものだけである。 C区に存在する 3軒

の10世紀以降の竪穴住居も、低地ではなく微高地上に位

置しているため、 10世紀以降の竪穴住居で低地に存在す

るものはないといえる。

このように見てくると、 8• 9世紀から10• 11世紀に

かけての集落には以下のような特徴があげられよう。

• 7遺跡中 4遺跡で見られるように、 10世紀以降に竪穴

住居の分布範囲が縮小しているものが多い。

• 9世紀以前の集落は、微高地上に展開するとともに、

低地に向かって広がりを見せているが、 10世紀以降の

分布範囲は、低地や、微高地から低地への移行部分の

ものが減って微高地上だけに集中している。

• 9世紀以前の竪穴住居の中で、 As-B下水田と重複し、

As-B下水田よりも古いものもいくつか検出されてお

り、集落であった場所を水田にしている例がかなりあ

る。

すなわち、 9世紀から10世紀にかけての前橋台地南部

の特に東部地域の集落については、微高地から低地へか

けて広がりを見せていたものが、微高地上に集中する様

相が見て取れる。

さて、前橋台地中西部地域では、 9世紀以前は東部地

域と同様であるが、 10世紀以降については、調査された

遺跡に限っていえば、ほぼ全面といってよいほど水田が

広がっており、集落は検出されていない。この違いは何

からくるのであろうか。地形分類では、広瀬川以東は後

期更新世前半の扇状地であるが、井野川から韮川までは

台地上の微高地と後背湿地が交互に入り組んでいる地形

となっていて、東部と中西部の違いは見られない。3)しか

し調査遺跡をみると、東部にある今回検討した遺跡はい

ずれも低地と微高地が入り組んでおり、中西部と違い全

面水田とすることができない程度の地形となっている。

地形分類図に表れない違いが見られるということであろ

う。

(2) 水田開発と集落変容の背景

では 9世紀から10世紀にかけての水田開発の背景には

どんな事があるのであろうか。
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前稿において、条里については、条里呼称法が最初に

資料に見られるのと班田の実施に年代差があるので、条

里呼称法と班田制は別の起源を有するシステムであり、

条里が完成した背景は、大宝律令下では土地公有の原則

であったが、私有地が増大すると、私領と公領の正確な

記録 ・峻別が不可欠となり、行政上の必要により導入さ

れたと推定されるとした、金田章裕氏の説を引用し（金

田1985• 1987 • 2000等）、条里プランは、班田収授とは関

係なく、私有地の増加にともなって導入されたとした。

そして、 9世紀以降に成立した当該地域の条里地割も

班田収授にともなって成立したものではないが、上野国

で荘園が発達するのは12世紀になってからであり、条里

地割の成立を、土地の私有化と直接結びつけることはで

きないが、 10世紀後半から11世紀の間、上野国は律令的

原則による収奪が破綻していたと考えられているため

（北條1991)、律令的土地制度の解体過程で、すでに在地

勢力による開発が進んでいた可能性があると考えた。

さて三世一身法や墾田永年私財法による私有地の増大

で考えられるのはいわゆる初期荘園である。もとより上

野国で初期荘園は知られていないが、初期荘園の多く分

布する北陸地方では、 8世紀中葉に荘園が成立し始め、

9世紀末から10世紀代に終末を迎えるとされている（北

野1996)。集落においては、この地域はすでに掘立柱建物

中心の集落になっているが、この時期に集落構造に大き

な変化が見られる。すなわち、 8~9世紀は、 5~6棟

からなる「建物群」を構成し、他に倉庫や広場 ・作業小

屋などを持ち、建物群はさらに 2~3棟からなる「建物

小群」に分割できる構造となっている。そして「建物群」

間に階層差による構造の差があるとされている。これに

対し10世紀以降は、「建物小群」がそれぞれ一定地区を占

めて分布し、「建物群」全体の配置が、「建物群」を単位

とした一体的な配置を崩している構造になっている。ま

た、特定「建物小群」の倉庫の固定的保有や、遺物分布

の偏りなどが認められる遺跡もあり、「建物小群」相互間

に階層差がある可能性もあったとされる。このことは、

8~9世紀段階では「建物小群」の自立性が脆弱で、「建

物群」が「建物群」を構成する建物 ・施設の配置を規制

し、倉庫や家地、あるいは園地や作業空間等の保有 ・管

理主体であった段階（単位集団の段階）であるが、 10世

紀代は「建物小群」の相対的地位が上昇し、経営体とし

ての機能が「建物群」から「建物小群」へ移っていく段

階であることを示しているとされている（田嶋1983)。

次に、越後と信濃における 9世紀から10世紀にかけて

の集落の変遷の例を見てみよう。

越後については坂井秀弥氏の研究に詳しい。氏による

と、越後においては、古代集落遺跡は 9世紀中葉から後

半にかけて大きく変化している。それ以前の集落は、砂

丘や台地上などの地形に立地し、比較的大規模な集村で



耕地が集落から離れており、竪穴や掘立柱の建物がグ

ループをなすが、それぞれに倉庫や井戸は付属せず、屋

敷地としての独立性が希薄である。 9世紀中葉から後半

以降は、沖積地の微高地に立地し、小規模分散型ともい

える散村の形態をなす。一定の土地を屋敷地として占有

し、屋敷内に井戸やごみ穴などがあるが、屋敷地は階層

によって規模の格差がある。また、周辺に耕地としての

水田がある。屋敷ごとの独立性が強く、集落の紐帯は相

対的に弱いとされる。氏はこの 2つの類型を「住耕分離

型」と「住耕一体型」とし、 9世紀中葉から後半を境に

して「住耕分離型」から「住耕一体型」へ変化するとし

ている（坂井1989・1994)。坂井氏はまた、関東地方の集

落遺跡についても言及し、千葉県や埼玉県の例をあげ、

台地上の遺跡が 9世紀中葉から後半に急速に衰退してお

り、代わって沖積地に進出して集落と耕地が一体化した

とし、越後と同様の変化があったとされている。

信濃における奈良平安時代集落については、原 明芳

氏が詳細な研究を行っている。氏は、田川流域の集落遺

跡をとりあげ、古墳時代から中世までの変遷を考察して

いる。それによれば、 9世紀末から10世紀にかけて、そ

れ以前の大規模な集落が消滅・小規模化し、それに代わっ

て従来集落域とならなかった丘陵や山腹部などの標高の

高い場所に小規模な集落ができ、集落域の拡大が起こっ

ている。ただ、どの集落も存続期間が短く、 10世紀後半

までには消滅している。集落内部では、大型住居を中心

として周囲に小型住居が展開する状況であったものが、

大型住居がなく、 2~5軒の竪穴住居のまとまりが間隔

をおいて存在するように変化しているとされている。ま

た、遺物をみると、小規模であっても最は少ないが緑釉

陶器が出土しており、独立性が高かったことを示してい

るとされている。そしてこの変化は信濃の他の地域でも

見られるため、信濃全域で起こっていたと考えられてい

る（原1996)。

このように見てくると、北陸地方、越後、信濃のいず

れの地域でも、 9世紀から10世紀にかけて、集落におい

て大きな変化があったといえる。それは、大規模集落が

消滅 ・縮小し小規模化が進み、沖積地あるいは山間部に

集落が進出し散村の形態をなす。また、屋敷地ともいえ

る一定の土地を占有し、その地ごとの独立性が高いとみ

られるものである。

一般に荘園は 9世紀代に衰退していくといわれている

が、それは東大寺側の経営権が弱体化したことを示し、

逆に在地の個別経営が伸びていって農業生産そのものは

かなり進展がみられるのではないかという指摘もある

（浅香1978)。

これらのことは、個別経営が発展していく姿とみられ、

大規模な集団が分解して小規模な集団が独立していく過

程を示していると考えられる。

条里地割導入後の水田と集落の一様相

さて、前橋台地南部地域においてはどうであろうか。

今回取上げた東部地域の遺跡では、 9世紀から10世紀に

かけて集落域の縮小と微高地への集中が見られる。しか

し、竪穴住居数を見ると、集落全体を調査している遺跡

はなく存続期間も遺跡により違うため一概に比べられな

いが、 9世紀以前より 10世紀以降が減少している遺跡が

4遺跡、増加している遺跡が 4遺跡で同数である。つま

り、集落域の縮小はあっても、単純に小規模化している

とはいえない。中内村前遺跡や波志江中野面遺跡等では、

数10軒の竪穴住居が集中しており、何代も継続して建て

替えられていたと見られる状況もある。また、 9世紀以

前の竪穴住居だけの集落は、新井大田関遺跡 1遺跡のみ

で(9世紀以前のものも 4軒だけではあるが）、 10世紀以

降の竪穴住居だけの集落はない。遺跡分布図を見ても同

様の傾向がある。すなわち、 9世紀代で消滅する集落も、

10世紀以降新たに出現する集落も少なかったといえよ

う。

中西部地域では 9世紀以前の集落は少数検出されてい

るが、10世紀以降集落はほとんど検出されていないため、

9世紀代で消滅する集落が多かったことはいえるが、他

は不明な点が多い。ただ、ほぼ全面といえるほど全体的

に条里地割が施工されている地域なので、水田耕作する

には集落が全くないとは考えられないため、条里地割区

画内に集落が組み込まれており、見つかっていないこと

から検出されにくい状況であったと考えるならば、小規

模・分散的だった可能性はある。

以上のように、前橋台地南部の東部地域においては、

9世紀から10世紀にかけて、集落域の縮小はあるが、必

ずしも集落が小規模化しているとはいえず、また、集落

の消滅や沖積地等への進出も顕著に見られない。低地に

あった住居が微高地上へ集中するという、むしろ逆の傾

向も見受けられるため、越後 ・信濃の状況がそのまま当

てはまるとはいえない。中西部地域においても、小規模

分散的だった可能性はあるが、集落が見つかっていない

ため詳細は不明である。よって、前橋台地南部の集落の

からは個別経営が発展していく状況を確認することはで

きない。

前橋台地南部の 9世紀から10世紀の集落について言え

ることは、前述の東部と中西部の地形の違いや、低地や

その周辺にあった住居が減少し微高地上に移動するこ

と、 9世紀以前の集落の上に水田が作られていること等

を考えあわせ、従来の水田域以外の低地や低地から微高

地への変換地など、集落域も含めて水田耕作可能な場所

はすべて水田にし、水田にできない程度の微高地があれ

ばそこを集落にするような大規模な水田開発が行われた

ため、集落域の移動・縮小がおこったと考えられること

ではないか。そして、開発には条里地割の導入が伴って

いるとすることができよう。
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さて、坂井氏は、氏の言う 10世紀以降の集落形態であ

る「住耕一体型」に分類されている一之口遺跡で、屋敷

地が一町を基本とした方格地割の区画に存在しているこ

とを取上げているが（坂井1994)、他地域においても集落

の変化の背景に条里地割水田の導入があった可能性は考

えられる。

また、条里地割を伴う大規模開発により、耕地は拡大

し農業生産も伸展していったと考えられるが、この状態

を維持するためには、農耕技術の進歩（牛馬耕の導入等）

とともに、安定した農業経営が必要である。とするなら

ば、前橋台地南部でも、集落には現れていないが、小規

模で独立性が高い個別経営が伸展しつつあったことは想

定される。

9世紀末から10世紀にかけての社会を見ると、律令制

の収取体制が転換した時期であるといえる。国司長官が

受領となり、受領への責務と権限の集中、国務の請負と

国郡の行政機構の再編等が行われている（勝山1995)。

律令体制下の国司の下で徴税を請け負っていた郡司が

没落していったため、国衛領を新たな徴税単位である

「名」に編成し、そこで耕作する人を「負名」として、

受領がそれを直接把握して徴税する収取体制へ転換して

いる。郡司に任じられていたのは在地首長層であったた

め、それへの依拠という律令国家の前提が崩壊したとい

える。このことは、在地首長層の権力が削られ、中央政

府の支配が展開し、地方支配が強化されたと捉えること

ができる（大津2001)。「名」の編成が直接条里地割導入

の契機となっているとすることはできないが、こういっ

た律令体制の変化により、大規模開発が可能になったこ

とは充分考えられるであろう。

6.おわりに

以上、筆者の浅学もあって雑駁でまとまりのない内容

となってしまったが、前稿と併せて当該地域の水田開発

の状況を解明する一端になればと思う。今回は、時間や

スペースの都合から、上野国内の前橋台地南部という限

られた地域しか検討できなかったが、さらに範囲を広げ、

地域差や時期差を含めた考察を今後の課題としたいと思

う。

本稿は、（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団平成17年度職員自主

研究助成金交付を受けた「群馬県中南部から東部にかけての地域

における、条里地割導入後の水田と集落の様相」の成果の一部であ

る。
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註

1)竪穴住居の時期については、本来出土遺物等を検討して厳密に区分

すべきであるが、本稿では紙幅や時間の関係からその点の検討はでき

なかった。報告害の記載をもとに、 9世紀は、コの字状口縁土師甕、

回転糸切り無調整の須恵器坪などの特徴から、 10世紀は、羽釜の出現、

酸化焔焼成の須恵坪等の特徴からおおよその区分を行った。

2) なお、各報告書中の地形の表記で、低い部分を低地、高い部分を台

地、微高地とされているが、厳密な定義で統一されてはいない。今回

取上げた遺跡は前橋台地上にあるため、それと区別するため、遺跡内

の微地形では、「低地」「微高地」を使用することにする。

3)前橋台地南部の地形分類については、「群馬県史」通史編 1原始古代

1 によった。
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上郷岡原遺跡III区建物群の様相

中世～近世の掘立柱建物跳を中心として

飯森康広

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1. はじめに

2.上郷岡原遺跡の概要と問題点

3. 8号建物の修正と問題点

4.主軸方位による分類

6.形態的な特徴

7.建物の変遷案と建物配置

8.変遷案と桁行平均柱間

9.まとめ

要
吾
口

天明 3年の浅間山噴火泥流直下で発見された礎石建物 1面 1号建物の前身建物が、掘立柱建物である 8局建物である

ことを検証するとともに、報告された 8号建物平面形態の修正案を示した。基準尺においても、 8号建物が 1面 l号建

物と一致する点を指摘した。 8号建物の間取りは、 1面 1号建物との比較検討によって、居室空間が 3分割され、馬屋

を持つ土間と、入り 口を含む中央部土間、更に床張りされた居室を想定した。

III区2面で発見された掘立柱建物14棟について、調査時の問題点を明らかにし、遺構評価の限界を提示した。また、

変遷案を示すとともに、桁行平均柱間数値の検討から、基準尺が 7尺台から 6尺台に転換して、天明 3年の礎石建物へ

と継続することを位置づけた。

キーワード

対象時代 中世～近世

対象地域群馬県吾妻郡

研究対象掘立柱建物跡
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1.はじめに

上郷岡原遺跡は吾妻郡東吾妻町三島に所在し、吾妻川

右岸縁辺に位置する。平成14年度から八ッ場ダム建設工

事に関連して発掘調査が始まり、 6か年に及んでいる。

面積が広大であるため、調査報告書も分冊で刊行予定さ

れている。本稿で扱う調査区はIII区にあたり、平成19年

刊行の調査報告書『上郷岡原遺跡（l）』 (2007、以下『報

告書jと略す）で報告されている。

本遺跡 1面出土の建物群は、天明 3年の一括史料とし

て菫要性が高い。民家主屋 2棟と付属屋、便所、麻畠、

水田、道路など集落遺跡を包括的に捉えることができる。

報告書刊行により、漸く全容が明らかになったが、礎石

建物だけに限っても、建築材の観察や痕跡検討など課題

は多いだろう。また、出土遺物に関する統計的な分析や、

文献史料 ・地図史料からの分析も今後の課題であり、報

告書続編が待たれる。

一方、本稿で扱う天明 3年以前の遺構に関しても、掘

立柱建物群のほか、竪穴状遺構、土坑墓群など多種な遺

構が混在しており、検討課題を多く残している。江戸時

代における住居建物の研究課題として、掘立柱建物から

礎石建物への移行問題がある。近年の研究動向において

も、一般農村主屋の礎石立て転換期が、全国的に18世紀

後葉から19世紀前葉に位置づけられている！）。本遺跡で

は、天明 3年 (1783) に被災した礎石建ての主屋が発見

され、その下層からも掘立柱建物群が出土し、掘立柱建

物から礎石建物への転換期を示す事例と考えられる。こ

のため、本稿では掘立柱建物群の分析を通して、変遷案

を提示するとともに、天明 3年 (1面）段階の礎石建物

との関係にも配慮しようと思う。

2.上郷岡原遺跡Ill区調査の概要

(1) 第 1面 （天明 3年）の概要

1面調査は天明 3年の浅間山噴火泥流によって被災埋

没した遺構群である。遺跡全体で同時期の遺構群が発見

されているが、 III区に関しては北端部で 2棟の礎石建物

と4棟の掘立柱建物（うち便槽を伴うもの 3棟）、屋敷畠

2枚、道跡を挟んで南半部には畠跡12枚と水田跡 7枚が

見つかり、もっとも充実した遺構構成となっている［図

3]。畠跡に関しては、断定はできないが、サクの幅や遺

存する植物遺体を考慮して、麻畠が多くあるものと想像

される。

北端部屋敷跡のうち、礎石建物である西側の 2号建物

に関しては、南西部分の上部構造が基礎から床板まで押

し流されずに残り、周辺には粉砕をまぬがれた戸板や障

子戸、土壁などがそのまま遺存し、同時期の民家住宅の

構造を知る貴重な発見であった。『報告書』では建物の間

取り復元を村田敬ー氏が行っているが、建築部材からの

詳細な建物復元までは記載されておらず、今後建築史家

78 

参加による共同研究も期待されるものと考える。

(2) 第 2面 （中世～近世）の概要と問題点

2面調査は、縄文時代から天明 3年以前まで、幅広い

年代を同一面としている。ただし、縄文時代（続巻で報

告予定）及び平安時代の遺構は、遺物を出土する例がほ

とんどであり、埋没土の様相も含め、選別は容易である。

対して、中世から近世にわたる遺構は、共伴関係や年代

の分別が難しい。『報告書』による集計では、掘立柱建物

14棟、竪穴状遺構12基、土坑墓13基、火葬跡 l基、便槽

13基、焼土48基、土坑237基（平安時代以前含む）、ピッ

ト343基（掘立柱建物柱穴含む）が該当しよう。

遺構は調査区北端と、南 ・南西部に集中部分がある。

北端の掘立柱建物は、後述するとおり、天明 3年段階の

建物と継続性が認められることから、あるいは江戸時代

で収まる可能性がある。対して、土坑墓の出土銭貨は宋・

明銭ばかりであるため、中世にほぼ限定でき、中央部か

ら南半分に分布域が広がる。両者は位置関係からも、関

連性が希薄である。また、便槽も北端部に集中分布し、

うちの 2基は、天明 3年に近い年代の陶磁器を出土して

おり、掘立柱建物との関連も考慮されるが、天明以前の

どの段階まで遡り得るものなのか問題がある。

竪穴状遺構と焼土は、性格付けに一つの仮説が示され

ている。石田真氏は、［床に粘土を厚く貼った建物跡や、

直径30~50cm程の円形をした焼土が50ケ所ほど見つか

り」、推測の域と断りつつ、「他地域ではあまり見られな

い特徴をもっており 、岩島地区の特産品であった麻の生

産と関連付けて考えられそう」とした。具体的には「収

穫した麻を干したり、煮たりする作業を」想定し、「煮え

湯をくんでは麻にかける」「湯かけ」と、「生麻を水に浸

したり、乾燥したりするのに、［ねど倉］と呼ばれる厚い

壁で作った建物が利用され」、「焼土は［湯かけ］時の火

を焚いた跡、建物は［ねど倉］のような施設と考えるこ

とも可能」（石田2003) としている。『報告書』も、丸橋

勝太郎『桜木大麻製造実験略記』を引用し、「大きさだけ

を見ると、竪穴状遺構の内、 2号～ 6号 ・8号 ・9号 ・

11号 ・12号の 9基の竪穴状遺構は丸橋氏が記載した大き

さの前後でありねど倉の可能性を否定できない」（『報告

書』 123頁）と、石田氏の解釈を追認する姿勢を採ってい

る。

以上の仮説は、遺構に対して民俗事例から解釈を試み

た貴重な検討であるが、竪穴状遺構に関しては、一般的

な評価も、容易に否定されるものではない。竪穴状遺構

は県下でも散見される遺構であり、住居や倉庫的性格が

想定できる 2)。本遺跡での分布域は、掘立柱建物や土坑

墓とも近接して同時性もうかがえる一方、出土遺物から

天明 3年に近いものも含まれる。

竪穴状遺構と焼土に関する石田氏と『報告書』の見解



上郷岡原遺跡Ill区建物群の様相

図 1 上郷岡原遺跡 遺跡位置図（ 1: 25,000) （国土地理院 1: 25,000地形図、長野原 ・群馬原町を使用）
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は興味深いものであるが、現在調査された天明 3年被災

遺跡で、麻畠と共伴する竪穴状遺構が見つかっていない

事実が、大きな障害であろう。焼土に関しても、被災し

た季節との関連も想定されるが、天明 3年段階の麻畠跡

で関連遺構の発見が必要があろうし、関連づけを検証す

る方法論も可能性として残っている。

一方で竪穴状遺構 2基から碗形滓が出土していること

は興味深く、鉄精練が周辺で行われていた可能性もうか

がえる。麻畠との関連から仮説が出されている現状に対

して、中世の集落像からみた竪穴状遺構や焼土の解釈も

当然可能である。本稿の目途ではないが、今後の課題で

ある。

以上、問題点ばかりを指摘した観も否めないが、 2面

における中世から近世の遺構では、明らかに時期差を想

定しうるものがある。本稿では北端部を一団の居住空間

として範囲を絞り、検討を加える。なかでも掘立柱建物

群は、天明 3年段階に継続性が認められるものとして、

希少性が高いものと考える。

(3) 2面掘立柱建物跡認定に至る問題点

ここでは、調査段階から報告までの問題点を挙げる。

事実認定上、重要と考えるからである。

『報告書』 3頁「調査日誌抄録」によれば、「平成15年

1月8日（杓担当者 3名が着任。 1月21日飲）中近世の掘立

柱建物跡確認調査。 2月 3日侶）調査終了」とある。実調

査期間は16日間（除雪作業のみ 1日含む）である。しか

し、『報告書』が平安時代以降を扱っている関係上わかり

にくいが、この調査期間の大半は、縄文時代遺構調査に

費やされ、中近世遺構調査は 1月以降測量も含め 2日間

に過ぎなかった。つまり、筆者が 1月に着任した段階で、

「日誌」にある掘立柱建物柱穴及びピット群の大半は半

裁され、終了となっていた。したがって、筆者が実際に

遺構確認から掘削まで携わった柱穴は、わずか 1面 2号

建物範囲の下面だけであった3)のだが、 2面掘立柱建物

跡に関しては、すべて筆者が 1月段階で認定している。

さて、『報告書』第 2分冊：遺構写真編を見れば明らか

なとおり、本稿で扱う 2面掘立柱建物群の遺構写真は少

ない。 PL95 • 96 ［図 5] がすべてとも言える。これは調

査環境に要因がある 4)。 PL95 • 96 ［図 5] を注視すれば分

かるが、柱穴は南半分が半裁されている。調査途中では

なく、これが掘立柱建物群の完掘状態を示している。つ

まり、柱穴は全掘されなかった。調査担当合議による判

断である。限られた調査期間による苦渋の選択であった。

本来ならば、半裁の図面を作ることも 1案であっただろ

うが、今となっては、どれが全掘されていたのか。写真

でしか分からなくなってしまった。もちろん、柱穴を半

裁で済ませた場合、出土遺物の半分は掘り残され、遺構

深度の確実性や重複する柱穴発見の機会が半減してしま

上郷岡原遺跡II]区建物群の様相

う。掘立柱建物認定には、前提としてこうした問題点が

ある。

本遺跡の特徴は、天明 3年段階から中世までを上層か

ら連続的に把握できる点にある。例えば、後述する 8号

建物は、 1面 l号建物の前身建物として認定できるので

ある。しかし、問題は調査担当者の入れ替わりにより生

じた。 1面 1号建物には掘り方調査［図 6]があったが、

筆者は 1面 1号建物の掘り方状況図を知らないまま、 8

号建物を認定した。なぜなら、 2面調査面は、 1面調査

面から重機と人力により約20~30cm掘り下げられていた

からである。ただし、 1面 1号建物の礎石下から空洞化

した柱穴が発見された事実は引き継がれており、これが

8号建物認定の動機ともなっていた。言い訳になるが、

次章のとおり変更が生じてしまったのは、筆者が遺構を

連続的に把握できていなかったためである。ここに認定

の断絶が生じている。修正は必然であった。

3. 8号建物の修正と問題点

報告されている 8号建物は、 2X 4間四面下屋の南北

棟となっている［図 7]。これは調査時の認定である。重

複する建物も 3棟あり、特に 9号建物は柱筋が一致する

部分があり、一棟としてつながるのかという不安もあっ

た。調査段階では縮尺 1/80~100の遺構確認図を拡大コ

1号建物
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図4 III区 1面1号建物間取り図

（復元：村田敬ー） （「上郷岡原遺跡（1)」第87図転載）
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1. 1号掘立柱建物（48区13号掘立柱建物）［東→］ 2. 4号掘立柱建物（48区9号掘立柱建物）［北→］

3. 3・8・9号掘立柱建物(48区4・11・14号掘立柱建物）全景［北東→］

4. 6・11号掘立柱建物(49区8・11号掘立柱建物）［西→］ 5. 13号掘立柱建物（48区10号掘立柱建物）［東→］

図 5 III区掘立柱建物群全景写真（「上郷岡原遺跡(l)JPL96転載）
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上郷岡原遺跡III区建物群の様相
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図6 III区 1面 1号建物掘り方平 ・断面図（「上郷岡原遺跡（l)」より転載）
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上郷岡原遺跡III区建物群の様相
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※P番号は 1面 1号建物のピット番号

図 8 8号掘立柱建物修正図（ 1: 80) 
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三］三三三
(A) (B) (C) [)) (E) (F) 

図9 高山村の民家における構造進化の模式図 ［桑原 (1976) より引用］

ピーして掘立柱建物認定に使用していた。したがって、

暫定的な面もあった5)0 

筆者の修正案を図 8に掲載した。 2X 7間三面下屋の

南北棟である。修正作業は図 8上に示した 1面 1号建物

の礎石との照合により始まった。その結果、両建物はほ

ぽ同じ位置に建っていることが判明した。相違点は、 8

号建物が北側にも下屋を持つことと、梁柱位置が移動し

ている点であった。次に 1面 l号建物掘り方平面図［図

6] との照合である。すると予想を超えて一致する柱穴

があった。図 8下に示した POO番号がそれである。こ

れがまさしく、現場着任時に聞いた礎石下で発見された

一部空洞化した柱穴だったのだ。 1面 1号建物掘り方断

面図［図 6]に掲載されるピット 1・10・11を、 8号掘

立柱建物断面図［図 7]柱 4、6、25と照合した結果、

確認面は20~30cmの高低差があるものの、底面はほぼ同

レベルであることがわかった。やはり、 8号建物は 1面

1号建物の前身建物で良かったのである。

さて、 1面 1号建物掘り方ピ ット 11が8号建物の柱穴

と同ーであることが判明すると、出土遺物により時期が

判明することとなる。これは完形の瀬戸美濃系小碗［図

7]で、 『報告書』では18世紀後半～19世紀前半の年代観

が与えられている。 1面 1号建物が天明 3年被災である

から、 8号建物はそれ以前30年間のうちに建てられたか、

廃棄されていた可能性が判明する。

1面 1号建物は村田敬一氏により、南半分が土間で馬

屋を持ち、北半分にザシキ ・コザシキ・エンガワが復元

されている［図 4]。8号建物がこの前身建物であるから、

馬屋の位置はおそらく変更がないだろう。したがって、

柱間の短い南東部の一部屋は馬屋と考えられる。そうす

ると、間仕切り柱により南北に大きく 3分割された部屋

割りは、中央部が土間で、南も馬屋を持つ土間、北側一

部屋が床張りと想像できることとなる。

柱間をみると、 1面 1号建物は東西6.40m南北11.84m

で、 3.5X6.5間で割り返すと、桁・梁側ともに約1.82m

6尺となる。後述するが第 1表のとおり、 8号建物の桁

行平均柱間は1.843m約6.1尺で一致する。

柱構造を比較すると、梁側の柱配置が変化している。

8号建物は梁間 2間の身舎で北東西三面に下屋を設けて

いる。一方、 1面 1号建物は梁間 3間半で、上屋柱が 4

本で梁間を三等分するような柱配置となり、構造の進化
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が推測される。それは南側の土間部分でも顕著であり、

1面 1号建物では馬屋部分以外、土間に柱が立っておら

ず、上屋構造の改良による柱の省略が推測される。

このように両建物の構造を比較すると、民家建築研究で

知られる成果と合致する構造変化を追うことができる。

つまり、因 9における囚から(B)への変化である。桑原稔

氏の解説によれば、「(B)は囚のように上屋を 2等分した位

置に柱を建てるのではなく、まず上屋を 3等分した位置

に柱を建てる。そして 3等分された上屋裏側の柱間の中

央にもう 1本柱を建てる。この柱は構造柱というより、

チャノマとヘヤ境の間仕切上必要となる柱であるところ

から、平面計画上の必要性によって設けられた柱とみて

よい」［桑原（1976)、p.244] としている。

2面8号建物から 1面 2号建物における梁側柱の位置

変化はまさにこれに該当してる。しかも、それが掘立柱

から礎石建てへの基礎構造の変化と同時に起こっている

ことも本事例の重大な特徴である。

4.主軸方位による分類［表 1]

14棟の建物の うち、 6• 13 • 14号建物 3棟を除けば、

残る11棟はN-15~20°―E （主軸直交方向も含む）に収

まり大差ないが、第 1類は 4棟でまとまりもあるため、

1つに分類した。第 2類は同類内で重複が激しく、僅差

による細分は意味がない。なお、その他とした 3棟は主

軸方位が他と大きく違っており、おそらく建物群では古

い段階の建物群であろう。天明 3年時の礎石建物 2棟が

第 2類に含まれることも傍証と考える。第 2類に 1面 1

号建物と 8号建物があることから、第 1類はその前段階

で、 1時期か 2時期に分類されるのであろう。

5.桁行平均柱間の状況［表 1]

検討にあたり主屋と付属屋を別に行う。主屋は面積40

面以上を目安と考えているが、ここでも矛盾しない。主

屋では①約2.43m(8尺）が第 1類で 4号建物 l棟、②

約2.34m(7. 7尺）が第 2類で 7号建物 1棟、③約2.13~

2.24m (7.0~7.4尺）が第 1類で 2号建物 1棟、第 2類

が10•12号建物で 2 棟、④約1. 84~1. 95m (6.1~6.4尺）

が第 2類 8号建物・その他14号建物で 1棟ずつ、⑤約1.69

m (5.9尺）が第 2類で11号建物 1棟となる。参考に天明

面の 2棟は礎石建てで、約1.82~1.87m(6.0~6.2)尺



表 1 上郷岡原遺跡III区建物計測表

No. 主軸方位 面積
桁行 桁行平均

寸尺
梁間

（平均） 柱間 （平均）

2 -2 N-15°―E 78.78 14.92 2.130 7.0 5.28 

2 -3 第 N-75°-W 33.96 7.58 2.526 8.3 4.48 
1 

2-4 類 N-15°-E 69.78 12.16 2.432 8.0 4.56 

2~5 N-15°-E 17.24 4.79 1.597 5.3 3.60 

2-1 N-17"-E 9.41 3 36 1 120 3 7 2.80 

2 -7 N-lT―E 46.42 9.36 2.340 7.7 4.56 

2-8 
第

N-18°―E 83.33 11.98 1.843 6.1 4.64 

2-9 2 N-19°-E 28.16 5.94 1.980 6.5 4.74 

2 -10 
類

N-70~73°-w  74.00 15.68 2.240 7.4 

2 -11 N-68~71°-W 6.77 1.693 5.9 

2 -12 N-20"-E 40.90 8.95 2.238 7.4 

2 -6 
そ

N-25°―E 21.84 6.54 2.180 7.2 

2 -13 の N-58'-W 19 15 5.0 2.500 8.3 

2 -14 
他

N-49°-W 54.26 9.42 1.884 6.2 

1-2 
天

N-68°-W  40.04 8.63 2.158 7.1 

1 -1礎 明 N-18°-E 75.78 11.84 1.822 6.0 

1-2礎
面

N-20°-E 123.61 15.95 1.876 6.2 

である。

付属屋では①2.52m前後 (8.3尺）が第 1類 3号建物・

その他13号建物で 1棟ずつ。②はない。③約2.18~2.23

m (7.2~7.4尺）がその他で 6号建物 1棟。④約1.88~

1.98m (6.2~6.5尺）が第 2類で 9号建物 1棟。⑤はな

い。⑥約1.6m (5.3尺）が第 1類で 5号建物 1棟。⑦約

1.12m (3. 7尺）が第 2類で 1号建物 1棟である。また天

明面では掘立柱建物で付属屋としては面積約40m主大き

いが、約2.16m (7.1尺）である。

主屋・付属屋ともに数値がバラついており、①8.0~8.3

尺が 3棟、③7.0~7.4尺が 4棟、④ ・⑤5.9~6.5尺が 4

棟あり、ほぼ等量に存在する。主屋だけに限れば、③が

3棟、④ ・⑤ 3棟でやや偏りがみられる。ちなみに天明

面では、礎石建物 2棟が④6.0~6.2尺だが、掘立柱建物

1棟が③7.1尺と一致する傾向がある。以下は、変遷案を

踏まえて後述する。

6.形態的な特徴

8号建物は、梁間 2間で梁側中央に上屋柱を持ち、下

屋を 3面に廻らしている。一方、後身建物である 1面 1

号（礎石）建物は身舎梁間 3間で梁間を三等分するよう

な柱間配置となり、上屋 ・下屋柱の省略がかなり顕著と

なっている。これは民家建築史上からも至当な構造変化

である。梁間 3間の建物として 2面では、 2号建物と 7

号建物があるが、内部に上屋柱が少なく側柱構造のまま

である。したがって、梁間も広くなく、柱間が狭くなっ

ている。ただし、 2号建物は 8号建物以外、唯一下屋を

持つ。

4. 72 

3.68 

4.57 

3.34 

3.83 

5.76 

4.64 

6.40 

7.75 

上郷岡原遺跡III区建物群の様相

梁間平均
規格 下屋 重 複

（柱間）

1.760 3 X 7間・南北棟 7 

2.240 2 X 2？間・東西棟 桁行 3間で計算／8

2.280 2 X 5間・南北棟 東張出 10・13 

1.800 2 X 3間・南北棟

1.400 2 X 3間・南北棟

1.520 3 X 4間・南北棟 西 2 

2.320 2 X 7間・南北棟 北・東・西 桁行6.5間で計算／ 3• 9 

l X 4間・南北棟 8 

1 X 7間・東西棟 6 ・11・12・14 

1 X 4間以上・東西棟 6 ・10・12・14 

1 X 4間・南北棟 6 ・10・11・14 

1 X 3間・南北棟 10・11・12・14

1 X 2間・東西棟 4 

2.880 2 X 5？間・東西棟 6 ・10・ll・l2 

1.547 3 X 4間・東西棟

1.829 3.5X6.5間・南北棟 2-8の上層

1.938 4 X8.5間・南北棟

本建物群主屋の特徴として下屋が少ない点がある。こ

のため、平面形が細長い印象を受ける。実際桁行も長く、

2号建物が 8間、 4号建物が 6間、 10号建物が 7間であ

る。中世末から近世にかけて、主屋建物の桁行が長くな

る点は、以前指摘したことがある凡

付属建物は少ない印象がある。 3号建物は、やや大き

い。桁行は 3間分を持つが、柱は 3本で西から 2本めが

省略されている。これに符合して、一辺 2m前後の長方

形土坑がある。『報告書』では 1号馬屋跡としている。位

置関係から 3号建物の内部施設と考えるが、機能は即断

できないであろう鸞

7.建物の変遷案と建物配置

再三述べてきたとおり、 8号建物は天明 3年に被災し

た 1面 1号建物の前身建物である。したがって、 8号建

物は天明以前の建物群では、最新段階に位置づけられる。

しかし、もう一つの問題は 1面（天明面）の礎石建物が

2棟あることで、むしろ 1面 2号建物の方が大きい。両

建物とも外便所を持ち、東庭先には屋敷畠を耕している。

『報告書』では位置づけがないが、おそらく別人格の屋

敷であることは想像に難くない。

そこで、 2面の建物群をみると、 4号建物と 8号建物

の間には間隔があり、境界認識が微妙に働いてみえる。

1面では、ここに境界と思える浅い溝もあった［図 3]。

ここを境に居住者の住み分けがあったとして良いだろ

う。そこで、改めて東屋敷地と西屋敷地と呼ぶこととす

る。

この前提に立つと、第 1類の建物構成が非常に理解し
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やすくなる。東屋敷地に 2号建物と 3号建物、西屋敷地

に4号建物と 5号建物という組み合わせが成立する。主

屋同士の位置関係から言っても至当な組み合わせであろ

う。同じく位置関係からすれば、東屋敷地第 2類の 8号

建物に対しては、西屋敷地では第 2類の12号建物が理解

しやすい。第 2類の残りを考えれば、東屋敷地 7号建物

に対しては、西屋敷地が10号建物となることとなる。非

常に安易な発想ではあるが、単純で合理的に考えれば自

ら導かれる。これが、つまり『遺跡は今」第12号から変

わらないスタンスである。ついでに付属屋を考えれば、

位置関係から言って、東屋敷地の 7号建物には 1号建物

が伴うだろう。

変遷案を整理すれば、その他とした 3棟が東西屋敷地

段階以前にあり、次いで第 1類 4棟段階、その後第 2類

で 1• 7号建物と10号建物段階、最後に 8• (9)号建物

と (11)• 12号建物段階、更に言えば天明期の 1面 1• 2 

号（礎石）建物へと続くと言えよう。なお、その他は主

軸方位も違っており、検討している屋敷地の範疇には含

められない。

8.変遷案と桁行平均柱間

桁行平均柱間には、7.0~7.4尺の一群(4棟）、5.9~6.5

尺の一群 (4棟）があると前述した。それは 1面 3棟と

も一致している。特に 1面礎石建物が使用する6.0~6.2

尺は、民家建築として一般的な基準尺である。また、 1

面 1号建物の前身 8号建物が、同じく 6.1尺を使用するこ

とは注目される。つまり、 8号建物は掘立柱構造であり

ながら、礎石建物と同じ基準尺を使用していることとな

る。

一方、 1面 2号掘立柱建物は桁行平均柱問7.1尺を使用

している。天明 3年段階で礎石建物と合わせて 2種類の

基準尺が確認できたこととなる。掘立柱構造を考慮すれ

ば、耐用年数は 2• 30年であろうから、礎石建物の建築

時期とさほど時期差は生じないだろう。したがって、 7.1

尺基準が掘立柱建物には使用されていたのだろうか。す

ると、 8号建物は掘立柱建物でありながら、従来と違っ

た基準を使ったという見方ができよう。なぜなら、第 1.

2類段階の主屋 2• 10 • 12号建物で7.0~7.4尺が使われ

ているからである。筆者は以前、県内の中世屋敷内部建

物の桁行平均柱間を検討した際、約6.3尺と約7.4尺の 2

つのピークを見いだしたことがある（飯森2005)。本遺跡

の事例も非常に良く符合しているが、 7尺台から 6尺台

への変化を、時期差として確認できたのは、新しい様相

である。

問題は他の主屋 4号建物や 7号建物が、7.7~8尺とう

点であろう。これまでも、八ッ場地域の三平II遺跡では

8.3尺の基準尺を得ている（飯森2007)し、楡木II遺跡で

も8尺近い基準尺が認められている 8)。本遺跡で 8尺台

の基準があっても異例ではない。しかし、変遷の中で考

えると、やや不都合が生じてくる。

屋敷地の初段階である 1期では 8尺を使う 4号建物

と、 7尺を使う 2号建物が混在している。東屋敷地で考
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図10 III区2面掘立柱建物の変遷図（「上郷岡原遺跡（1)」より転載、一部修正）
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えると、 8号建物が最終だから、変遷は第 1類 2号建物

→第 2類 7号建物→第 2類 8号建物で決まってしまう。

桁行平均柱間は、 7.0尺→7.7尺→6.1尺となる。この数値

変化を廃材料の再利用による見かけ上の桁行平均柱間増

加9)で説明することは難しい。 2号建物から 7号建物を

建て替えたとすれば、桁行が 7間14.92mから 4間9.36m

では短すぎるからである。また、続く 8号建物は 7間

11.98mと長くなる。そこで、 7母建物を除外して、 2号

建物→ 8号建物と考えれば、不都合はなくなる。しかし、

7号建物の扱いが課題となる。

西屋敷では、第 1類 4号建物→第 2類10• 11 • 12号建

物となるが、桁行は 5間11.16m→ 7間15.68m• 11号建

物不明・ 4間8.95mで、連続性は全く捉えられない。主

屋建物は時代によって増減すると言えばそれまでだが、

本事例ではそれのみでは説明できない現象がある。

屋敷地について東西の別を外して、桁行の減少を基準

に並べてみる。ただし、 8号建物は最終でなければなら

ない。第 1類 2号建物 7間14.92m→ 4号建物 5間12.16

m→第 2類 7号建物 4間9.36m→12号建物 4間8.95mが

ー系統。第 2類10号建物 7間15.68m→ 8号建物 7間

11.98mがもう一系統できてしまう。桁行平均柱間をみれ

ば、前者は7.0尺→8.0尺→7.7尺→7.4尺で、 8.0尺を見か

け上の増加とすれば、矛盾なく並ぶ。後者は7.4尺→6.1

尺で天明段階の某準尺を思わせる。

さて、屋敷地を東西に分けない場合、建物の変遷は非

常にスムーズとなった。建築材は基本的に再利用される。

そうした立場で考えれば、主屋の規模が極端に増減する

ことはない。なぜなら、縮めれば材料は無駄になり、増

やせば新材料が必要となるからである。これは頻繁には

行えない。したがって、東西屋敷地を分けて建物の変遷

を考えることには無理がある。

だが、天明段階の建物配置を考えれば、東西の別を安

易に外すのも躊躇される。やはり、 2面建物群にも東西

屋敷地の区別があるようにみえる。この矛盾を解消する

ことは難しい。あえて言えば、東西屋敷地の居住者には、

別人格ながら親子関係のような親密さがあって、建物は

共有財産として住み替えていく連続性があったとすれば

どうか。あくまで憶測に過ぎないが。

変遷案は難しい領域に踏み込んでしまったが、大枠で

考えて、 7尺台の建物群から最終的に6.1尺の 8号建物が

発生してくることは動かないものと考える。

9. まとめ

本遺跡III区2面の建物群は、復元できただけで14棟存

在していた。うち 3棟を除けば、一つのまとまった屋敷

として変遷案を示すことができた。しかも、天明 3年段

階の 1面建物群への継続性もみることができた。それは

2面建物群が持つ景観が、 1面の景観とも通じているこ

上郷岡原遺跡III区建物群の様相

とを意味していよう。つまり、屋敷地の南側に展開する

広大な田畑の中で、建物群は島状に浮き上がっていた。

III区建物群が中世段階まで遡れる可能性はあるが、 III

区南半分で見つかった中世遺構群との結びつきを感じる

ことはできない。その意味でも、北側の建物群は天明 3

年の景観に近い印象が残った。

建物の形態的な特徴で前述したとおり、主屋級建物の

平面形は、細長い印象が強い。県内でもこうした事例は

あるが、屋敷群全時期を通して、この特徴を持つ例は希

であろう。これはおそらく近世的な色彩が強いからでは

ないかと思っている。 2面 8号建物が 1面 2号建物に継

続するということが、長大な掘立柱建物から礎石建ての

民家建築への転換として捉えられたことは、非常に意義

深く思える。これは、長大な平面形が近世前半を特徴つ

ける形態であるということだろう。

なお、柱穴内からの出土遺物は極めて少なく、掘立柱

建物の存続年代を得られなかったことから、編年的な位

置づけとして援用できない面を残している。その点で、

筆者は平成19年度に本遺跡別調査区で、中世から江戸前

期にかかる重複した掘立柱建物群を調査しており、今後

はその整理作業の中で、改めて建物を検討したいと考え

ている。その意味で、本稿は予察と位置づけておきたい。

註

1) 1989 • 1999年に奈良文化財研究所によりシンポジウム「掘立柱建物

はいつまで残ったか」が開催され、成果が r埋もれた中近世の住まいj

（浅川滋男・箱崎和久編同成社2001) にまとめられている。また、近

年の研究動向については、永田史子2002「考古学における民家研究の

到達点と展望 一民家史記述へ向けて一」 「遡航」第20号早稲田大学大

学院 に詳しい。

2)富岡市一之宮本宿・郷戸II遺跡では、竪穴住居跡24軒と掘立柱建物

3棟で構成される集落が発見され、報告書では出土遺物の検討から鎌

倉期と位置づけられている（柏木一男編著 2001「一之宮本宿・郷戸

II遺跡、一之宮古墳群j富岡市教育委員会）。ま た、竪穴式建物11棟ほ

かで構成される中村遺跡の検討を含めて、竪穴式建物群を県内中世集

落の一形態として位置づけた大塚昌彦の研究も示唆に富む（大塚昌彦

1994「群馬県における中世集落の一形態」 「群馬考古学手帳Jvol. 4)。

3) 1月21日に行われた掘立柱建物の確認調査は、この 1面 2号建物範

囲の下面を指している。調査も終了近い 9日目となっていた。残務だっ

たからである。その掘削と作因は、翌22日のみに限られ、あわせてそ

れまで 1棟も認定されていなかったIII区2面掘立柱建物群の写真撮影

や追加作図も行い、中近世調査は終了となった。ちなみに、翌23日は

雪で休み、 24日除雪作業、土日をはさみ、 27日雪で休み、 28日作業、

29日埋め戻しと並行して雪の中調査、30日唇時々雪で調査、 31日作業

員最終日、 2月 3日担当 3名だけで掘削調査終了となる。いかに、余

裕のない調査であったかがわかる。

4)平成15年 1月の調査上の悪条件について、「報告書Jでは記載がない。

八ッ場地域の発掘調査は原則 1月～ 3月は休止期間となっている。し

たがって、本調査は異例だった。平成15年冬は、例年になく雪が多く

寒かった。調査区には、氷着して動かせなくなった土嚢の山が点在し

た。遺構写真撮影に際して、遺物を洗浄する作業が生じる。バケツに

汲んだ水は直ぐに凍り、洗浄の際には氷を割ってスポンジを浸す。作

業員の苦労は尋常ではない。撮影準備のため遺構清掃をすれば、急に

風花が舞い降り遺構面が雪の斑模様になる。しばらくして、急に晴れ

て清掃を再開するが、更にまた風花の到来。しかし、調査を休止する

余裕はなく、写真は断念されたのである。更に筆者は寒さのためか、
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血圧の異常を感じたこともあった。

5)調査引き継ぎの時点で、 1面 l号建物の下面に空洞化した柱穴が発

見されたことを聞き、この部分に掘立柱建物を認定する使命があった。

また、 1/20の詳細な遺構平面図が完成したとしても、 1面 1号建物

との照合作業がなければ二度手間になるという認識も当時から持って

いた。しかし、 1面 l号建物に図 6にみる掘り方平面図があることす

ら当時は知らず、照合作業が実際にはどうなるのかさえ不鮮明だった。

今時、 「報告書Jの刊行を受けて、掲載された図版資料を見る機会を得

て、ようやく何を照合すればよいのか分かった次第である。

6)建物変遷を検討した結果、荒砥諏訪西遺跡などで主屋建物が長大化

する傾向がみられた（飯森2005)。

7) 1号馬屋跡は、筆者も調査に関わった土坑であり、底面は整った平

坦面を呈していた。したがって、調査段階では 3号建物との関連は想

定できていたが、馬屋跡とは考えず、土坑として扱った。規模として

は馬屋跡を想起させるが、馬屋の場合底面は丸みを持って、ダラダラ

とした凹み状をなす印象がある。 1号馬屋跡については、馬屋跡とす

るには疑問が残る。

8)飯森康広 2008 「楡木II遺跡の建築遺構について」 「楡木II遺跡J

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団 p.184-187 

9)見かけ上、桁行平均柱間が増加する状況については説明を要しよう。

これは筆者が下植木壱町田遺跡での分析をヒントに主張している仮説

⑥「-—奇ー一◎

＼ 

11建

豆—ーーの—―C)---bo‘ 

である（飯森2005)。図11は、もっとも典型的な事例として示した建物

変遷例である。この遺跡では時期変遷が9時期程度想定され、うち 2

期から 4期の主屋を例示している。 11号建物は、 1X 4間の東西棟の

1面下屋で、桁行は約8.68m、桁行平均柱間は約2.17mであった。っ

いで 7号建物は、 1X 4間の南北棟で、桁行は約8.44m、桁行平均柱

間は約2.llmと微妙に縮小していることがわかる。図にはないが、続

く8号建物は 1X 3間の東西棟で、桁行は約7.15m、桁行平均柱間は

約2.383mとなっている。最後に 9号建物は、 2X 3間の東西棟の2面

下屋で、桁行は約6.91m、桁行平均柱間は約2.303mとなっている。全

体規模は 4時期連続で減少しているが、桁行平均柱間だけが、逆に一

旦増加している。表面上は広規格に構造変化したように見える。これ

を「見かけ上」と筆者は名付けている。何のことはなく、桁行が減少

したため、桁側の柱数を減らし、桁行4間から 3間へと変更したこと

により、桁行平均柱間が増加したと考えたのである。重要なことは、

建物規模はずっと縮小していることで、言い換えれば建物が消耗して

いく状況を示していると考えた。だから、建物は建て替えられていて

も、材料は同じではないか。つまり、材料は再利用されて行くなかで、

寸法が短くなったと考えたのである。ところで、この遺跡では 6期め

で、主屋の桁行が約7.795mと増加し、桁行も 4間に戻り、桁行平均柱

間は約1.98mと減少している。この現象を見かけでなく、本来の建物

更新と考え、画期と考えることとしたのである。
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飯森康広 2005 f小規模な中世屋敷内部の建物変遷と傾向 一掘立柱
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図11 建物間口減少と 4間から 3間への変遷

（下植木壱町田遺跡 l区建物群）
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群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

楢崎修一郎

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1.はじめに

2.対象遺跡

3.分析項目

4.各遺跡の分析

5. まとめ

要 9

ロ

群馬県の中世火葬遺構出土火葬人骨を分析した。分析対象は、（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団が発掘調査を実施し

た21遺跡の中世火葬遺構から出土した45体の火葬人骨である。分析項目は、火葬遺構・火葬方法・火葬人骨とした。こ

の内、 15遺跡は本報告者が過去に分析を実施し、各報告書に掲載した火葬人骨である。これに、東平井官正前遺跡・小

島田八日市遺跡・棚島川端遺跡・下植木壱町田遺跡・泉沢谷津遺跡の 5遺跡は、未報告であったものを今回、記載した。

さらに、小八木志志貝戸遺跡群 3出土火葬人骨の10基を分析対象に加えた。これは、すでに報告済みであるが、報告書

に詳細な記載と写真が欠けていたために再鑑定を試みた。

火葬遺構の分析では、長方形土坑のタイプ Iが20基、長方形土坑＋袖のタイプIIが20基で合計40基あり、この 2つの

タイプで、 89％をしめた。また、これら土坑の長軸方向の長さの平均値は約113~125cmであり、中世人骨の身長からは

伸展位での火葬は不可能であり、屈位での火葬が推定された。

火葬方法の分析では、 45基中34基（約76%)が死体をそのまま火葬にしたと推定された。また、被火葬者の頭位が判

明したものは45基中 8基のみであるが、すべてが北であった。

火葬人骨の分析では、個体数はすべてが 1個体と推定された。また、性別が判明した中で男性が 9体 (27%)・女性が

24体 (73%) と女性が圧倒的に多かった。死亡年齢は20歳代～30歳代が約53％であり、約40歳代が約 9％という結果と

なった。

拾骨方法の分析では、 45基中39基（約87%) は全部拾骨する東日本タイプの拾骨方法であり、 6基（約13%) は部分

拾骨する西日本タイプの拾骨方法であると推定され、圧倒的に東日本タイプの拾骨方法が多いことが判明した。

以上のことから、群馬県の中世火葬遺構は、中世の土坑墓と同様の形状であり、被火葬者も土葬者と同じように頭位

を北にし屈位で火葬にしたと推定され、同時代とほぼ同じ埋葬方法を踏襲して火葬にしたことが推定された。

キーワード

対象時代中世

対象地域群馬県

研究対象 火葬人骨・火葬遺構
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1. はじめに

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団［以下、群埋文］は、

昭和53(1978) 年に設立され、平成20 (2008) 年には設

立30周年を迎える予定である。当事業団は、これまでに、

新幹線（上越新幹線・北陸新幹線）・高速道路（関越自動

車道・上信越自動車道・北関東自動車道）・ダム（八ッ場

ダム）等の規模の大きい建設に伴う大規模な発掘調査を

実施してきている。

群埋文による大規模な発掘調査に伴い、火葬遺構も多

数検出されており、火葬人骨も多数出土している。近年、

中世墓資料集成研究会により全国の中世の土坑墓及び火

葬墓が集成されており、群馬県では2004年時点で170遺跡

が収録されている（中世墓資料集成研究会、 2005)。また、

その後の補遺編により、群馬県では111遺跡が追加収録さ

れている（中世墓資料集成研究会、 2007)。

なお。群馬県出土人骨については、本報告者等により、

群埋文編として縄文時代から近世までが集成されている

（楢崎・石守、 2005）。また、群馬県中世火葬遺構につい

て本報告者による集成（楢崎、 2007C)及び論考（楢崎、

2007d) が行われているので併せて参照されたい。

この集成の中で、46遺跡170基の火葬遺構を集成してい

る。火葬遺構の分析では、土坑のタイプは 5つのタイプ

に分けられ、この内、タイプ Iの長方形土坑が92基であ

り、タイプIIの長方形土坑＋袖が55基であり、これらの

2タイプで全体の86.4％をしめることが明らかになった

（楢崎、 2007C)。

また、火葬人骨は、 25遺跡64基の土坑で報告が行われ

ており、個体数は 1基を除く 63韮の土坑からは 1個体が

出土しており、圧倒的に 1個体が多いことが判明した。

性別は男性14体・女性16体であり、その他の35体の性別

は不明である。死亡年齢は、成年 1体・壮年33体・熟年

3体であり、壮年の個体が多いことが判明している。

さらに、火葬跡において火葬人骨がわずかに検出され

ている遺構は拾骨が丁寧に行われた全体拾骨の結果であ

る東日本タイプの拾骨方法であると推定し、一方、火葬

人骨が多数検出されている遺構は一部しか拾骨しない部

分拾骨の結果である西日本タイプの拾骨方法であると推

定している（楢崎、 2002)。興味深いことに、これらの拾

骨方法の差は、現代にまで続く葬送であり、この境界は、

フォッサマグナ（糸魚/1 1• 静岡構造線）近辺で分けられ

るという（日本葬送文化学会編、 2007)。

本研究では、群埋文が発掘調査を行い、報告書に掲載

された中世火葬遺構出土火葬人骨についてまとめを行う

ものである。また、報告が行われたものでも、写真掲載

が行われていないものは、再鑑定を試みた。さらに、群

埋文報告書で未報告であった火葬人骨について鑑定を実

施し、主に、被火葬者の個体数・性別・死亡年齢・非計

測的形質・古病理について記載する。
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2.対象遺跡

研究対象遺跡は、これまでに群埋文が調査しすでに報

告済みの中世火葬遺構出土火葬人骨及び火葬人骨が出土

しているものの未報告である中世火葬遺構出土火葬人骨

である。

対象は、21遺跡45基の火葬遺構出土人骨を対象とした。

この内、未報告のものは、 5遺跡 7基の火葬遺構出土人

骨を対象とした。なお、本来は、すべての未報告火葬人

骨を対象とすべきであるが、近年の未掲載遺物の移動及

び収蔵庫の大規模な遺物移動に伴い、所在が確認できな

かったものを除いた報告となることをご了承いただきた

い。

表 l 調査対象遺跡リスト

群埋文No. 報告書名 火葬遺構 火葬人骨

1 第174集 東平井官正前遺跡 1基 1体

2 第175集 小島田八日市遺跡 1基 1体

3 第225集 棚島川端遺跡 2基 2体

4 第229集 下小鳥神戸遺跡 3基 3体

5 第248集 下植木壱町田遺跡 2基 2体

6 第275集 小八木志志貝戸遺跡群3 10基 10体

7 第310集 西横手遺跡群 1基 1体

8 第313集 菅谷石塚遺跡 1連 1体

9 第315集 荒砥諏訪西遺跡 2基 2体

10 第316集 波志江西屋敷遺跡 1基 1体

11 第318集 上福島中町遺跡 1基 1体

12 第319集 下原遺跡 1基 1体

13 第323集 元総社西川・塚田中原遺跡 3基 3体

14 第336集 荒砥宮田遺跡 4基 4体

15 第346集 今井見切塚遺跡 l基 1体

16 第347集 塚田村東IV遺跡 l基 1体

17 第359集 泉沢谷津遺跡 1基 1体

18 第365集 綿貫小林前遺跡 2基 2体

19 第366集 棟高辻久保遺跡 5基 5体

20 第398集 中居町一丁目遺跡 1基 1体

21 第410集 上郷岡原遺跡（1) 1基 l体

21遺跡 45基 45体

3.分析項目

分析項目は、火葬遺構・火葬方法・火葬人骨・拾骨方

法の 4つに分けて分析した。

(1) 火葬遺構

火葬遺構は、規模及び形状を掲載した。

①規模：長軸（方向）・短軸（方向）・深さを掲載した。

規模は、報告書に掲載された数値を採用したが、記載が

無い部分は、本報告者が報告書から計測し直した。

②形状：火葬遺構の形状を掲載した。形状は、報告書に

掲載された分類を採用したが、記載が無い部分は、本報

告者が報告書の平面図から分類し直した。



タイプ I ［長方形土坑］

タイプ1I ［長方形土坑＋袖］

タイプ皿［方形土坑］

タイプIV ［方形土坑＋袖］

タイプV ［円形土坑］

図 l 火葬遺構の分類（楢崎、 2007c • 2007 d) 

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

(2) 火葬方法

火葬方法は、火葬方法及び被火葬者の頭位を記載した。

但し、多くの事例では被火葬者の頭位は不明である。

①火葬方法 ：火葬人骨の色を観察し、黒色を呈している

ものは低温あるいは焼成ムラがあると判断し、明灰色か

ら白色を呈しているものは、約900℃以上であると判断し

た。また、火葬人骨に亀裂 ・歪み ・捻れが認められた場

合は、死体をそのまま火葬にしたものと判断し、亀裂・

歪み ・捻れが認められなかった場合は、白骨化させたも

のを火葬にしたと判断した。但し、火葬人骨の残存量が

非常に少ない場合は、判断できない場合もあった。

②被火葬者の頭位：火葬遺構において、火葬人骨の出土

位置がおさえられており、土坑内部のある部分に頭蓋骨

片あるいは歯根が多く検出された場合には、被火葬者の

頭位が判断できる場合もあった。

(3) 火葬人骨

火葬人骨は、出土部位 ・個体数・性別・死亡年齢につ

いて記載した。また、特徴が認められた場合は、非計測

的形質及び古病理についても記載した。

火葬人骨の鑑定については、英米の人類学及び法医人

類学の分野での研究が先進的である。そこで、イギリス

(Brothwell, 1981 ; Mays, 1998 ; Minckinley & Bond, 

2001)やアメリカ (Correia,1997; Correia & Beattie, 

2002; Krogman & Iscan, 1986; Stewart, 1979; Ubela-

ker, 1989 ; White, 1991)の研究例を参考にした。

①出土部位 ：部位同定ができた場合には、その部位名称

を記載した。また、わずかずつでも全身に及ぶ場合には

「出土部位は全身に及ぶ」と記載した。しかしながら、

残存量が非常に少ない場合は、「残存量が非常に少ない」

と記載した。

②被火葬者の個体数：火葬人骨に重複部位があるかない

かで、被火葬者の個体数を記載した。

③被火葬者の性別：収縮による大きさを考慮しながら、

性別を記載した。

③死亡年齢：年齢推定の根拠となる頭蓋縫合の癒合度

や、場合によっては、歯根が多数検出された場合には、

老齢では無いという方法で死亡年齢を推定した。これは、

老齢個体の場合、その多くは歯が生前脱落をして歯槽も

閉鎖している場合が多いからである。

(4) 拾骨方法

拾骨方法は、糸魚川一静岡ライン近辺で、東日本タイ

プと西日本タイプに分けられる。東日本タイプは、全部

拾骨であるため火葬遺構からはわずかな火葬人骨しか検

出されないことになる。一方、西日本タイプは、一部拾

骨であるため、火葬遺構から火葬人骨が多く検出される

ことになる。東日本に位置する群馬県の場合、両方が混

在しているが、東日本タイプが圧倒的に多く、西日本タ

イプは少ない。
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4.各遺跡の分析

(1)東平井官正前遺跡 ［第174集］ （藤岡市東平井町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

未報告である。

[l] 1号火葬土坑

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸方向（南北）約113cm・短軸方向

（東西）約61cm・深さ約29cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、西側に約27cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぼ全身に及ぶが、

残存量は非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：出土四肢骨の骨幹部の厚さが比較的

薄いため、被火葬者の性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：頭蓋骨片の内、側頭骨が確認さ

れたが、縫合は癒合していない状態である。恐らく、

成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部拾

写真 1 東平井官正前遺跡l号火葬土坑出土火葬人骨 ［右側頭骨］

図2 東平井官正前遺跡 l号

火葬土坑出土火葬人骨出土部位図
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骨した、東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

(2) 小島田八日市遺跡 ［第175集］ （前橋市小島田町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

未報告である。

[l] 1号墓坑

①火葬遺構

・規模 ：長軸方向（南北）約128cm・短軸方向（東西）約

92cm・深さ約24cmである。

・形状：隅丸長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007

c)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。 一部、黒色を呈している人骨片も認められる

ため、焼成ムラがあったものと推定される。また、火

葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認められるため、白

骨化させたものを火葬にしたのではなく、死体をその

まま火葬にしたと推定される。本遺構からは、歯のエ

ナメル質も一部検出されている。これは、白骨化させ

たものを火葬にしたのではなく、死体をそのまま火葬

にしたため、口腔内にある歯が高温にさらされるのが

妨げられたためであると推定される。死体を火葬にし

た傍証となる。

・被火葬者の頭位 ：火葬人骨は、一括して取り上げられ

ており、出土位置が不明なため頭位は不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぼ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：頭蓋骨の骨壁は薄く、下顎願部が小

さく、四肢骨片も小さく華奢であるため、性別は女性

であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：歯根は、 25本以上が検出されて

おり、老齢個体ではないことが推定される。また、上

顎左右第 3大臼歯の歯根も完成している。さらに、下

顎切歯及び大臼歯の歯冠部が検出されているが、これ

らの咬耗度を観察すると、象牙質が線状あるいは点状

に露出する程度のマルティンの 2度の状態である。

従って、被火葬者の死亡年齢は、約30歳代であると推

°̀  写真 2 小島田八日市遺跡 1号墓坑出土火葬人骨 ［歯根群］



定される。

・古病理：古病理として、上顎右第 2大臼歯にエナメル

滴が、下顎大臼歯に嗣蝕が認められた。

（エナメル滴）上顎右第 2大臼歯の歯根遠心部に、直径

約 1mmのエナメル滴が認められた。このエナメル滴は

上顎大臼歯に多く認められ、頻度は第 3大臼歯→第 2

大臼歯→第 1大臼歯の順に低くなる。特に、歯根が癒

合している大臼歯に認められるということで、今回の

大臼歯も歯根が癒合している。

（嗣蝕）下顎大臼歯のどれかに、歯冠が崩壊して残根状

態になった嗣蝕症第 4度 (C4)の状態が認められた。

＂ 
•>”

•

Iーり峠峰嘉遺跡―|

■■■■ 
写真 3 小島田八日市遺跡 1号墓坑出土火葬人骨

［左：顧触（下顎大臼歯）、右：エナメル滴（上顎右M2)]

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真 4 小島田八日市遺跡1局墓坑出土火葬人骨［左右上顎骨・下顎骨］

図3 小島田八日市遺跡 1号墓出土火葬人骨出土部位図

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

(3) 梱島川端遺跡 ［第225集］ （前橋市楊島町）

19区で、火葬跡が 2基検出されている。出土火葬人骨

は、未報告である。

[l] 1号火葬所

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約115cm．短軸（東西）

約55cm・深さ約25cmである。

・形状：楕円形を呈し、西側に約55cmの突出部を持つタ

イプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：歯根が北部から検出されているた

め、被火葬者の頭位は北であると推定される。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：頭蓋骨片及び四肢骨片の厚さが薄い

ため、被火葬者の性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：頭蓋骨片を観察すると、内板は

癒合して閉鎖しているが、外板は開放の状態である。

被火葬者の死亡年齢は約40歳代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は

比較的多いため、一部

の骨を部分拾骨した西

日本タイプの拾骨方法

であると推定される。

写真 5 棚島川端遺跡 1号火葬所

出土火葬人骨［右頬骨］

図4 棚島川端遺跡 1号

火葬所出土火葬人骨出土部位図
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[2] 2号火葬所

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）が約120cm・短軸（東西）

が約75cm・深さ約15cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、東側に約105cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の混度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：残存量は 1号火葬所に比べると

少ないが、出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：頭蓋骨片及び四肢骨片の厚さが薄い

ため、被火葬者の性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：頭蓋骨片を観察すると、内板は

癒合して閉鎖いるが、外板は癒合しておらず開放の状

態である。したがって、被火葬者の死亡年齢は約40歳

代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。但し、 1

号火葬所の残存深度は約25

cmであるのに対し、本 2号

火葬所の残存深度は約15cm

である。上部が削平された

ために、火葬人骨の残存量

が少なくなった可能性も否

定できない。

写真 6 棚島川端遺跡2号火

葬所出土火葬人骨［左右上顎骨J

図5 棚島川端遺跡 2号火葬

所出土火葬人骨出土部位図
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(4) 下小鳥神戸遺跡 ［第229集］ （高崎市下小鳥町）

火葬跡が、 3基検出されている。出土火葬人骨は、楢

崎 (2002) により報告されている。

[l] 1号火葬跡

①火葬遺構

・規模．・主体部は、一辺約100cm・深さ約20cmである。

・形状：隅丸方形を呈し、東側に約45cmの突出部を持つ

タイプIVである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：北部から歯根が検出されているた

め、火葬時の頭位は北であった可能性が高い。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：左寛骨坐骨部の坐骨下枝の破片が 1

点残存しており、この形状より被火葬者の性別は男性

であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[2] 2号火葬跡

①火葬遺構

・ 規模 ： 長軸（南北）約100cm ・ 短軸（東西）約45cm • 深

さ約20cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、東側に約35cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：北東部から歯根が検出されているた

め、火葬時の頭位は北であった可能性が高い。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：左右上腕骨骨頭及び同大腿骨骨頭の

大きさが、火葬による収縮を考慮しても大きいため、

被火葬者の性別は男性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：一部残存していた、歯冠の咬耗

度を観察すると、エナメル質のみのマルティンの 1度



の状態である。また、仙骨の第 1仙椎は癒合しておら

ず、この部位が癒合するのは約20歳代の後半である。

また、奇跡的に残存していた右寛骨恥骨結合部は、恥

骨結合面が凹凸の明瞭な隆線が観察されるので約20歳

代前半であると推定される。総合的に、被火葬者の死

亡年齢は約20歳であると推定される。

ちなみに、この恥骨が検出される頻度は、 4,000例を調

べた事例で僅かに 4％であるという (Mickinley& 

Bond, 2001)。

写真 7 下小鳥神戸 図 6 下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡出土火葬

遺跡2号火葬跡出土 人骨出土部位図
火葬人骨［右寛骨恥骨］

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は比較的多いため、一部のみ部分拾

骨した西日本タイプの拾骨方法であると推定される。

(').....  

写真 8 下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡出土火葬人骨［歯根］

• • • • 下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡出土火葬人骨 ［歯冠］

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

下裳鼻農譴跡

正ロ写真10下小鳥神戸遺跡2号 図7 下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡

火葬跡出土火葬人骨 ［左頭頂骨］ 出土火葬人骨出土部位図

•• 
写真11 下小鳥神戸遺跡2号図 8 下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡

火葬跡出土火葬人骨 ［上顎骨］ 出土火葬人骨出土部位図

図9 下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡出土火葬人骨出土部位図

下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡出土火葬人骨［下顎骨左］

97 



研究紀要26

[3] 3号火葬跡

①火葬遺構

・規模：長軸（南北）約95cm ・短軸（東西）約50cm• 深

さ約20cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、東側に約20cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂・歪み・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出上部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬による収縮を考慮しても全体的

に小さく華奢であるので、被火葬者の性別は女性であ

ると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：上顎骨の切歯縫合は癒合してい

るが、正中縫合は癒合していない状態である。切歯縫

合は約30歳で癒合し、正中縫合は約40歳で縫合するの

で、被火葬者の死亡年齢は、約30歳代であると推定さ

れる。

④拾骨方法 ー

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。
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• • • 写真13 下小鳥神戸遺跡 3号火葬跡出土火葬人骨 ［歯根］

賛鰐譴跡

写真14 下小鳥神戸遺跡 3号火

葬跡出土火葬人骨［前頭骨］

写真16 下小鳥神戸遺跡 3号火

葬跡出土火葬人骨［左頬骨］

4
 

--
賛鼻農譴跡

・・ • 写真15 下小鳥神戸遺跡3号火

葬跡出土火葬人骨［右上顎骨］

図10 下小鳥神戸遺跡 3号火葬跡

出土火葬人骨出土部位図

• Ill .Ill 
写真17 下小鳥神戸遺跡3号火

葬跡出土火葬人骨［左上顎骨］
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(5) 下植木壱町田遺跡 ［第248集］ （伊勢崎市三和町）

火葬跡が、 2基検出されている。出土火葬人骨は、未

報告である。なお、 4号火葬跡からも火葬人骨が出土し

ているが、わずかに 1片のみであり、鑑定が不能である

ために、除外した。

[l] 1区 1号火葬跡

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約119cm・短軸（東西）

約72cm・深さ約12cmである。

・形状 ：楕円形を呈し、西側に約15cmの突出部を持つタ

イプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：北部から頭蓋骨片が検出されている

ため、火葬時の頭位は北であった可能性が高い。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：頭蓋骨片の骨壁は、非常に薄いため

被火葬者の性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存鼠は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[2] 1区3号火葬跡

①火葬遺構

・規模：長軸（南北）が約100cm・短軸（東西）が約45cm・

深さ約20cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、東側に約35cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬による収縮を考慮しても、右大

腿骨の骨頸部が小さく華奢であるため、被火葬者の性

別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：年齢指標となる部位が出土して

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

いないため、死亡年齢は不明である。恐らく、成人で

あると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

(6) 小八木志志貝戸遺跡［第275集］ （高崎市小八木町）

4区から火葬跡が、 10基検出されている。出土火葬人

骨は、宮崎 (2001)による報告がある。本遺跡の 4区に

は、中世の火葬跡10基及び土坑墓が31基検出されており、

中世には葬場としての様相を呈していたと推定される。

0

0

 
0

0

 

k

u

l

 

E

T

I

¥

’
 

¥

'

¥

 
●

5
 

R
 

2
 

0 10m 

1 1 | 

015 

否

c゜゜

。

図11 小八木志志貝戸遺跡4区遺構分布図

［番号付きは、火葬遺構。その他は土坑慕（番号省略）］
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[l] 4区015号遺構

①火葬遺構

・ 規模：長軸（南北）約110cm ・ 短軸（東西）約90cm • 深

さ約40cmである。

・形状 ：楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。しかしながら、一部黒色を呈しており焼成ム

ラがあったと推定される。また、火葬人骨には、亀裂・

歪み ・捻れが認められるため、白骨化させたものを火

葬にしたのではなく、死体をそのまま火葬にしたと推

定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は頭蓋骨片が多い。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：記載は、性別不明とされている。頭

蓋骨の骨壁は薄く、下顎骨の頗部は小さく華奢である

ため、被火葬者の性別は女性であると推定される。

写真18小八木志志貝戸遺跡4区015号遺構出土火葬人骨 ［下顎骨］

図12 小八木志志貝戸遺跡 4区

015号遺構出土火葬人骨出土部位図

・被火葬者の死亡年齢：記載は、成人であるとされてい

る。頭蓋骨の縫合は、内板及び外板共に癒合していな

い状態である。また、下顎骨の歯槽骨は閉鎖しておら

ず開放している状態態である。したがって、被火葬者

の死亡年齢は、約30歳代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。
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[2] 4区024号遺構

①火葬遺構

・規模：長軸（南北）が約140cm・短軸（東西）が約50cm・

深さ約50cmである。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：記載は、性別不明とされている。火

葬による収縮を考慮しても、頭蓋骨の骨壁は薄く、大

腿骨片も小さいため、被火葬者の性別は女性であると

推定される。

・被火葬者の死亡年齢：記載は、成人であるとされてい

る。頭蓋縫合の内、冠状縫合及び矢状縫合を観察する

と、内板及び外板共に癒合していない状態であるので、

被火葬者の死亡年齢は、約30歳代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真19小八木志志貝戸遺跡4区024号遺構出土火葬人骨［頭頂骨］

図13 小八木志志貝戸遺跡 4区

024号遺構出土火葬人骨出土部位図



[3] 4区025号遺構

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）が約110cm・短軸（東西）が約70cm・

深さ約60cmである。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。一部、茶色を呈しており、焼成ムラがあった

と推定される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻

れが認められるため、白骨化させたものを火葬にした

のではなく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：記載は、男性とされている。火葬に

よる収縮を考慮しても、頭蓋骨の骨壁は薄く、大腿骨

片も小さいため、被火葬者の性別は女性であると推定

される。

・被火葬者の死亡年齢：記載は、壮年期～熟年期である

とされている。下顎骨の一部が出土しており、歯槽は

閉鎖していない状態であるので、少なくとも、歯が生

前脱落をし歯槽が閉鎖した老齢ではない。頭蓋縫合の

内、冠状縫合及び矢状縫合を観察すると、内板及び外

板共に癒合していない状態であるので、被火葬者の死

亡年齢は、約30歳代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ない

ため、丁寧に全部拾骨した東

日本タイプの拾骨方法である

と推定される。

コ
しl鑓攣譴跡 j．．． 
写真20 小八木志志貝戸
遺跡 4区025号遺構出土
火葬人骨 ［下顎骨］

図14 小八木志志貝戸遺跡4区

025号遺構出土火葬人骨出土部

位図

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

[4] 4区027号遺構

①火葬遺構

・規模：長軸（南北）が約130cm• 短軸（東西）が約120

cm・深さ約90cmである。

・形状 ：方形を呈す、タイプIIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認められ

るため、白骨化させたものを火葬にしたのではなく、

死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

報告書には、 028号遺構からの流入と推定されている。

・火葬人骨の出土部位 ：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：記載は、性別不明とされている。火

葬による収縮を考慮しても、頭蓋骨の骨壁は薄く、大

腿骨片も小さいため、被火葬者の性別は女性であると

推定される。

・被火葬者の死亡年齢：記載は、成人であるとされてい

る。今回の再鑑定でも、成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部拾

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[5] 4区028号遺構

①火葬遺構

・規模 ：主体部は、長軸（南北）約150cm．短軸（東西）

約110cm・深さ約30cmである。

・形状 ：長方形を呈し、東側に約40cmの突出部を持つタ

イプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の渦度は約900℃以上であると推定

される。一部、茶色を呈しており、焼成ムラがあった

と推定される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻

れが認められるため、白骨化させたものを火葬にした

のではなく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：記載は、性別不明とされている。火

葬による収縮を考慮しても、頭蓋骨の骨壁は薄く、大

腿骨片も小さいため、被火葬者の性別は女性であると

推定される。

・被火葬者の死亡年齢：記載は、成人であるとされてい

る。頭蓋縫合の内、冠状縫合及び矢状縫合を観察する
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と、内板及び外板共に癒合していない状態であるので、

被火葬者の死亡年齢は、約30歳代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

••• 写真21 小八木志志貝戸遺跡 4区028号遺構出土火葬人骨

図15 小八木志志貝戸遺跡4区028号遺構出土火葬人骨出土部位図

[6] 4区032号遺構

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）が約140cm・短軸（東西）が約90cm・

深さ約10cmである。

・形状 ：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。一部、黒色及び茶色を呈しており 、焼成ムラ

があったと推定される。また、火葬人骨には、亀裂 ・

歪み ・捻れが認められるため、白骨化させたものを火

葬にしたのではなく、死体をそのまま火葬にしたと推

定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：記載は、女性とされている。火葬に

よる収縮を考慮しても、頭蓋骨の骨壁は薄く、大腿骨

片も小さいため、被火葬者の性別は女性であると推定

される。

・被火葬者の死亡年齢：記載は、成人であるとされてい
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る。頭蓋縫合の内矢状縫合及びラムダ（人字）縫合を

観察すると、内板は一部癒合しているものの外板は癒

合していない状態であるので、被火葬者の死亡年齢は、

約40歳代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真22 小八木志志貝戸遺跡4区032号遺構出土火葬人骨

図16 小八木志志貝戸遺跡4区032号遺構出土火葬人骨出土部位図

[7] 4区093号遺構

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）約100cm・短軸（東西）約50cm。

・形状：楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨の残存量が非常に少ないため、白骨

化させたものを火葬にしたのか、死体をそのまま火葬

にしたのかは不明である。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：記載は、性別不明とされている。今

回の再鑑定でも、、被火葬者の性別は不明である。

・被火葬者の死亡年齢 ：記載は、壮年期であるとされて

いる。今回の再鑑定では、年齢指標となる部位が検出

されていないため、被火葬者の死亡年齢は不明である。



④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部拾

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[8] 4区103号遺構

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）が約120cm・短軸（東西）が約70cm・

深さ約30cmである。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認められ

るため、白骨化させたものを火葬にしたのではなく、

死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：左尺骨の骨幹部 l点のみ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：記載は、性別不明とされている。火

葬による収縮を考慮しても、尺骨は小さく華奢である

ため、被火葬者の性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：記載は、死亡年齢不明であると

されている。今回の再鑑定でも、死亡年齢は不明であ

る。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[9] 4区174号遺構

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）が約100cm・短軸（東西）が約50cm・

深さ約40cmである。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。一部、茶色を呈しており、焼成ムラがあった

と推定される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻

れが認められるため、白骨化させたものを火葬にした

のではなく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：記載は、女性であるとされている。

火葬による収縮を考慮しても、頭蓋骨の骨壁は薄く、

前頭骨の眼窟縁は薄く鋭角であり、四肢骨片も小さく

華奢であるため、被火葬者の性別は女性であると推定

される。

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

•• 写真23 小八木志志貝戸遺跡4区174号遺構出土火葬人骨

［左：左側頭骨、右：左側頭骨＋後頭骨］

図17 小八木志志貝戸遺跡 4区

174号遺構出土火葬人骨出土部

位図

・被火葬者の死亡年齢 ：記載は、成人であるとされてい

る。頭蓋縫合の内、冠状縫合及び矢状縫合を観察する

と、内板及び外板共に癒合していない状態であるので、

被火葬者の死亡年齢は、約30歳代であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は比較的少ないため、丁寧に全部拾

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

⑤古病理

歯根 1本に、嗣蝕により歯冠が崩壊した顧蝕症第 4度

(C 4)の状態が認められた。歯種の特定はできなかった。

吟奇喜岳尉譴ti

写真24 小八木志志貝戸遺跡4区174号遺構出土火葬人骨

［嗣歯により歯冠が崩壊した歯根］

[10] 4区218号遺構

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）が約90cm・短軸（東西）が約40cm・

深さ約10cmである。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の渦度は約900℃以上であると推定
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される。火葬人骨の残存量が非常に少ないため、白骨

化させたものを火葬にしたのか、死体をそのまま火葬

にしたのかは不明である。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：記載は、性別不明とされている。残

存量が少ないため、今回の再鑑定でも、被火葬者の性

別は不明である。

・被火葬者の死亡年齢：記載は、成人であるとされてい

る。残存量が少ないため、今回の再鑑定では、被火葬

者の死亡年齢は不明である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。しかしな

がら、本遺構の深さは約10cmしかないため、上面が削ら

れた可能性もある。

本遺跡では、 2区及び 4区から土坑墓及び火葬跡が検

出されているが、 2区においては男性 2体 ・女性12体 ・

不明 7体の合計21体が出土しており、男女比（性比）が

1 : 6と極端に女性が多い。それに対し、 4区において

は男性10体 ・女性 8体 ・不明20体の合計38体が出土して

おり、男女比（性比）が 5: 4とほぼ同じ率である（坂

井、 2001)。

出土人骨の報告があるものに限ると、 45体の内、土坑

墓出土人骨は35体 ・火葬跡出土人骨は10体である。土坑

墓出土人骨35体の性別の内訳は、男性11体 ・女性 6体 ・

性別不明18体であり、男性の方が女性よりも約 2倍多く、

性比は、 1: 2である。一方、火葬跡出土人骨10体の性

別の内訳は、男性 1体 ・女性 2体 ・性別不明 7体である。

今回の再鑑定では、男性は 1体も無く、女性 8体 ・性

別不明 2体という結果になり、女性が圧倒的に多いこと

が判明した。その結果、報告書記載報告と今回の再鑑定

とで、食い違いが生じる結果になった。しかしながら、

火葬人骨の鑑定は、火葬の際の被熱による収縮で男性を

女性として誤認する場合が多い。その上、群馬県におい

ては全部拾骨する東日本タイプの拾骨方法が優位なた

め、全般的に遺構に残存する火葬人骨の量が極端に少な

いために、火葬人骨の鑑定が非常に困難な場合が多い。

したがって、事実とは異なるかもしれない。

但し、本遺跡での 2区における土坑墓出土人骨の性比

が 1: 6と極端に女性に偏っていることが、 4区の火葬

跡においても同様の傾向があった可能性もある。

(7) 西横手遺跡 ［第310集］ （高崎市西横手町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2003a) により報告されている。
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[l] A区 1号火葬跡

①火葬遺構

・規模 ：長軸方向（南北）約115cm・短軸方向（東西）約

80cm ・深さ約15cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、東側に約15cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：頭蓋骨片及び下顎骨片が火葬跡の北

部より検出されているため、被火葬者の頭位は北であ

ると推定される。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：火葬人骨の出土部位は、ほぼ全

身が認められる。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：前頭骨の眉弓の発達 ・側頭骨の乳様

突起の発達 ・大腿骨骨頭の規模より、被火葬者の性別

は男性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：頭蓋縫合を観察すると、矢状縫

合 ・鱗状縫合が癒合していない状態である。また、下

顎骨左の第 3大臼歯はまだ萌出していない状態であ

る。従って、被火葬者の死亡年齢は恐らく約20歳代で

あると推定される。

・非計測的形質 ：前頭骨左眼窟上孔が認められた。この

眼腐上孔は、弥生時代人 ・古墳時代人 ・鎌倉時代人 ・江

戸時代人 ・現代日本人等の渡来系に多く、縄文時代人

や現代アイヌ等の在来系には少ないことが知られてい

る。従って、本被火葬者も渡来系である可能性が高い。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は比較的多いため、一部のみ部分拾

骨した西日本タイプの拾骨方法であると推定される。

口
L-釈悶皐―-|
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写真25西横手遺跡A区1号 図18 西横手遺跡A区1号火葬

跡出土火葬人骨［右頭頂骨］ 跡出土火葬人骨出土部位図



，^ 

＾ 

写真26 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨［顔面部］

写真28 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨 ［右頭頂骨］

写真30 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨 ［右側頭骨］

写真33 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨［下顎骨右］

写真27 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨［下顎骨J

写真29 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨 ［左頭頂骨］

写真31 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨 ［左側頭骨］

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

図19 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨出土部位図

息想昆烹魯跡

••• 写真32 西横手遺跡A区 1号

火葬跡出土火葬人骨［左側頭骨］

図20 西横手遺跡A区 1号火葬跡出土火葬人骨出土部位図
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(8)菅谷石塚遺跡 ［第313集］ （高崎市菅谷町）

火葬骨を納めた土坑墓が、 1基のみ検出されている。

出土火葬人骨は、楢崎 (2003b)により報告されている。

[l] 7区51号土坑

①火葬遺構

・ 規模．・長軸（東西）約145cm ・ 短軸（南北が約80cm • 深

さ約32cmである。

・形状 ：楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：火葬人骨の出土部位は、ほぽ全

身が認められる。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：骨壁の厚さが比較的薄いため、被火

葬者の性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：年齢指標となる部位が出土して

いないので、被火葬者の死亡年齢は不明である。恐ら

く、成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は、非常に少ないため、丁寧に全部

拾骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真34 菅谷東久保遺跡7区51号土坑出土火葬人骨 ［後頭骨］

図21 菅谷東久保遺跡 7区51号土坑出土火葬人骨出土部位図
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(9) 荒砥諏訪西遺跡 ［第315集］ （前橋市荒口町）

火葬跡が、 2基検出されている。出土火葬人骨は、楢

崎 (2003C) により報告されている。

[l] 3区 1号墓坑

①火葬遺構

・規模：長軸（南北）が約113cm・短軸（東西）約56cm・

深さ約23cmである。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の渦度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：右上顎骨の歯槽部の犬歯長が短く、、

右側頭骨の岩様部も小さいため、被火葬者の性別は女

性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：切歯縫合は癒合しているが、正

中口蓋縫合は癒合していない状態である。したがって、

被火葬者の死亡年齢は、約30歳代～40歳代であると推

定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

- -.. 
写真35 荒砥諏訪西遺跡3区l号墓坑出土火葬人骨 ［右上顎骨］

図22 荒砥諏訪西遺跡 3区1号墓坑出土火葬人骨出土部位図



[2] 3区2号墓坑

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）約85cm．短軸（東西）が約48cm• 

深さ約 7cmである。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、白色を呈しているため、

火葬の際の温度は約900℃以上であると推定される。火

葬人骨の残存量は非常に少ないため、白骨を火葬にし

たか死体をそのまま火葬にしたかは不明である。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：火葬人骨の残存量は少ない。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：性別は不明である。

・被火葬者の死亡年齢 ：死亡年齢は不明である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。しかしな

がら、本火葬遺構の深さは約 7cmしかないため、上部が

削平された可能性もある。

(10) 波志江西屋敷遺跡［第316集］ （伊勢崎市波志江町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2003d)により報告されている。

[l] A区 1号火葬遺構

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約 (95cm)・短軸（東西）

が約48cmである。一部、 160号土坑と重複している。

・形状：長方形を呈し、東側に約25cmの突出部を持つタ

イプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく 、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数：重複部位が認められないため、被

火葬者の個体数は 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：骨の厚さが比較的薄いため、被火葬

者の性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部拾

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

(11) 上福島中町遺跡 ［第318集］ （佐波郡玉村町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2003e) により報告されている。

[l] I区3面38号土坑

①火葬遺構

・規模：長軸方向（南北）約105cm・短軸方向（東西）約

50cm・深さ約40cmである。

・形状：隅丸長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007

C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：頭蓋骨片及び下顎骨片が火葬跡の北

部より検出されているため、被火葬者の頭位は北であ

ると推定される。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：ほぼ全身が認められる。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬による収縮を考慮しても全体的

に小さいが、眼窟縁が丸みを帯びているため、被火葬

者の性別は男性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：腰椎の椎体辺縁部には骨棘が認

められているため、被火葬者の死亡年齢は壮年である

と推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は比較的多いため、一部のみ部分拾

骨した西日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真36 上福島中町遺跡 I区3面38号土坑出土火葬人骨

［第 9胸椎 ：上・上面観，下・下面観，骨棘に注意］
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．． 
写真37 上福島中町遺跡 I区3面38号土坑出土火葬人骨 •• 写真38 上福島中町遺跡 I区3面38号土坑出土火葬人骨

E
 

層猜雰昇翫-
■_,.--
写真39 上福島中町遺

跡 I区3面38号土坑出

土火葬人骨［右上顎骨］

岨帷問請昇翫

写真40 上福島中町遺跡

I区3面38号土坑出土火

葬人骨［左右上顎骨・鼻骨］

•• 写真41 上福島中町遺跡 I区3面38号土坑出土火葬人骨［右上顎骨］

図24 上福島中町遺跡 I区3面38号土坑出土火葬人骨出土部位図
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写真42 上福島中町遺跡 I区3面38号土坑出土火葬人骨［左上顎骨］

写真43 上福島中町遺跡 I区3面38号土坑出土火葬人骨［左上顎骨］



(12) 下原遺跡 ［第319集］ （吾妻郡長野原町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2003f)により報告されている。

[1] 3 （中）号焼土

①火葬遺構

・規模 ：長軸（南北）約140cm・短軸（東西）約130cm• 

深さ約20cmである。

・形状：方形を呈し、西側に約15cmの突出部を持つタイ

プIVである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈しているため、

火葬の際の温度は約900℃以上であると推定される。火葬

人骨の残存量が少ないため、白骨化させたものを火葬に

したのか死体をそのまま火葬にしたのかは不明である。

②火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：性別は、不明である。

・被火葬者の死亡年齢：死亡年齢は、不明である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部拾

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

(13) 元総社西川・塚田中原遺跡 ［第323集］ （高崎市元

総社町）

火葬跡が、 3基検出されている。出土火葬人骨は、楢

崎 (2003g)により報告されている。

[l] 88号土坑

①火葬跡

・規模 ：長軸（南北）約210cm・短軸（東西）約110cm• 

深さ約55cmである。

・形状：楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の渦度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：前頭骨の一部の厚さは、火葬による

収縮を考慮しても厚いため、男性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存鼠は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

[2] 157号土坑

①火葬跡

・規模：長軸（南北）約80cm・短軸（東西）約60cmである。

・形状：不整円形を呈す、タイプVである（楢崎、2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぼ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬人骨は、火葬による収縮を考慮

しても小さいため、性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真44 元総社西川・塚田中原遺

跡157号土坑出土火葬人骨［左尺骨］

図25元総社西川 ・塚田中原遺跡 写真45元総社西川・塚田中原遺跡

157号遺跡出土火葬人骨出土部位因 157号土坑出土火葬人骨［右大腿骨l
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[3] 177号土坑

①火葬跡

・規模：主体部は、長軸（南北）約85cm・短軸（東西）

約65cm・深さ約15cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、東側に約15cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぽ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：左右上腕骨の骨頭が大きいため、被

火葬者の性別は男性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：奇跡的に残存していた右寛骨恥

骨結合部は、恥骨結合面が凹凸の明瞭な隆線が観察さ

れるので約20歳代前半であると推定される。ちなみに、

この恥骨が検出される頻度は、4,000例を調べた事例で

僅かに 4％であるという (Mickinley& Bond, 2001)。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真46 元総社西川 ・塚田中原遺跡177号土坑出土火葬人骨［顔面部］

図26 元総社西川 ・塚田中原遺跡

177号土坑出土火葬人骨出土部位図
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写真48 元総社西川・塚田

中原遺跡177号土坑出土火

葬人骨［左撓骨］

・ ー・・

写真50 冗総社西川 ・塚田

中原遺跡177号土坑出土火
葬人骨［右寛骨］

写真47 元総社西/II・

塚田中原遺跡177号

土坑出土火葬人骨

冗秘住四川・

中原遺跡177号土坑出土火

葬人骨［左右尺骨］

因27 元総社西川・塚田

中原遺跡177号土坑出土

火葬人骨出土部位図



(14) 荒砥宮田遺跡 ［第336集］ （前橋市荒口町）

火葬跡が、 4基検出されている。出土火葬人骨は、楢

崎 (2004) により報告されている。

[l] 2区2号土坑

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約109cm．短軸（東西）

約66cm・深さ約19cmである。

・形状 ：隅丸長方形を呈し、西側に約10cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。残存量が少ないため、白骨化させたものを火葬

にしたのか死体をそのまま火葬にしたかは不明である。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：性別は、不明である。

・被火葬者の死亡年齢 ：死亡年齢は、不明である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[2] 2区3号土坑

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約150cm．短軸（東西）

約74cm・深さ約26cmである。

・形状 ：隅丸長方形を呈し、東側に約20cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂・歪み・捻れが認め

られるため、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は、ほぽ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：右上腕骨片は、火葬による収縮を考

慮しても大きく頑丈であるため、被火葬者の性別は男

性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[3] 2区12号土坑

①火葬遺構

・ 規模 ： 長軸（南北）約126cm ・ 短軸（東西）約57cm • 深

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

さ約28cmである。

・形状：隅丸長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007

c)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂・歪み・捻れが認め

られるため、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぼ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：性別は、不明である。

・被火葬者の死亡年齢 ：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真51 荒砥宮田遺跡2 図28 荒砥宮田遺跡 2区12号

区12号土坑出土火葬人骨 土坑出土人骨出土部位図

［右側頭骨］

[4] 2区18号土坑

①火葬遺構

・ 規模：長軸（南北）約107cm ・ 短軸（東西）約63cm • 深

さ約12cmである。

・形状：楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、2007C)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。残存量が少ないため、白骨化させたものを火葬

にしたのか死体をそのまま火葬にしたかは不明である。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：性別は不明である。

・被火葬者の死亡年齢 ：死亡年齢は、不明である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部拾

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。
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(15)今井見切塚遺跡［第346集］ （伊勢崎市赤堀今井町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2005a) により報告されている。

[l] 7区5号土坑墓

①火葬跡

・規模 ：長軸方向（南北）が約90cm．短軸方向（東西）

が約57cmである。

・形状： 楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：火葬人骨の残存量は、非常に少

ない。

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬による収縮を考慮しても、左側

頭骨の錘体部が小さいため、被火葬者の性別は女性で

あると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：成人であると推定される。

(16)塚田村東W遺跡 ［第347集］ （高崎市塚田町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2005b) により報告されている。

[l] 3号土坑

①火葬遺構

・規模：長軸（南北）約 (222cm)・短軸（東西）約204cm・

深さ約20cmである。北側で、 1号土坑と重複する。

・形状：楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007)。

②火葬方法

・火葬方法 ：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は、ほぽ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数：以前の報告では、重複部位が認め

られるため 2個体としたが（楢崎、 2005b) これは誤

認であった。従って、被火葬者の個体数は 1個体と訂

正する。

・被火葬者の性別：上腕骨骨頭と大腿骨骨頭の大きさは

比較的大きいため、性別は男性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢 ：上顎第 3大臼歯はまだ、歯根が

完成していない状態である。したがって、約20歳前後

であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

。・・゚
写真52 塚田村東IV遺跡 3号土坑出土火葬人骨

［上顎左右M3]

写真53 塚田村東IV遺跡3号土坑出土火葬人骨

［左頭頂骨 ・後頭骨］

図29 塚田村東IV遺跡3号土坑出土火葬人骨出土部位図

写真54 塚田村東IV遺跡3号土坑出土火葬人骨

［下顎骨］
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(17) 泉沢谷津遺跡［第359集］ （前橋市泉沢町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。なお、本遺構出

土火葬人骨は未記載である。

[l] 11号土坑

①火葬遺構

・規模：長軸（東西）約154cm・短軸（南北）約103cm• 

深さ約47cmの規模である。

・形状：長方形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨の残存量が少ないため、白骨化させ

たものを火葬にしたのか、死体をそのまま火葬にした

のかは不明である。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：被火葬者の性別は、不明である。

・被火葬者の死亡年齢：被火葬者の死亡年齢は、不明で

ある。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部拾

骨をした東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

(18) 綿貫小林前遺跡［第365集］ （高崎市綿貫町）

火葬跡が、 2基検出されている。出土火葬人骨は、楢

崎 (2006a) により報告されている。

[l] 1号火葬跡 [P東区］

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約80cm・短軸（東西）

約50cm・深さ約'5cm~20cmである。

・形状：長方形を呈し、東側に約40cmの突出部を持つタ

イプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の渦度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨の残存量が少ないため、白骨化させ

たものを火葬にしたのか、死体をそのまま火葬にした

のかは不明である。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：火葬人骨の残存量は、少ない。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：不明である。

・被火葬者の死亡年齢：不明である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨をし

た東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

[2] 2号火葬跡［P東区］

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約110cm・短軸（東西）

約80cm・深さ約10cm~20cmである。

・形状：方形を呈し、西側に約20cmの突出部を持つタイ

プIVである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂・歪み・捻れが認め

られるため、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：頭蓋骨片が火葬跡の北部より検出さ

れているため、被火葬者の頭位は北であると推定される。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぼ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数：重複部位が認められないため、被

火葬者の個体数は 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：側頭骨及び後頭骨が、火葬による収

縮を考慮しても大きく頑丈であるため、被火葬者の性

別は男性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：後頭骨のラムダ（人字）縫合は

内板及び外板ともにまだ癒合していない状態である。

ラムダ縫合下部は、約40歳～50歳で癒合すると考えら

れているので、被火葬者の死亡年齢は約30歳代の成人

であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は少ないため、丁寧に全部拾骨をし

た東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

一写真55 綿貫小林前遺跡 2号火葬跡出土火葬人骨［左側頭骨・後頭骨l

図30 綿貫小林前遺跡 2号

火葬跡出土人骨出土部位図
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(19) 棟高辻久保遺跡 ［第366集］ （高崎市棟高町）

火葬跡が、 5基検出されている。出土火葬人骨は、楢

崎 (2006b) により報告されている。

[l] V区164号土坑

①火葬遺構

・ 規模：長軸（東西）約107cm ・ 短軸（南北）約65cm • 深

さ約18cmである。

・形状 ：楕円形を呈す、タイプ Iである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨の残存量が少ないため、白骨化させ

たものを火葬にしたのか、死体をそのまま火葬にした

のかは不明である。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、歯根片及び四肢骨

片であるが、残存量は非常に少ない。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：性別は不明である。

・被火葬者の死亡年齢 ：死亡年齢は不明である。

④拾骨方法

出土火葬人骨の残存量が少ないため、丁寧に全部拾骨

した、東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

[2] VI区55号土坑

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約102cm．短軸（東西）

約57cm・深さ約10cm~15cmである。

・形状 ：隅丸長方形を呈し、西側に約32cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨の残存量が少ないため、白骨化させ

たものを火葬にしたのか、死体をそのまま火葬にした

のかは不明である。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は、ほぽ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：性別は、不明である。

・被火葬者の死亡年齢：歯根がある程度残存しているの

で、老齢ではなく壮年であると推定される。

④拾骨方法

出土火葬人骨の残存量が少ないため、丁寧に全部拾骨

した、東日本タイプの拾骨方法であると推定される。
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写真56 棟高辻久保遺跡VI区55号土坑出土火葬人骨［歯根］

[3] VI区56号土坑

①火葬遺構

・ 規模 ： 長軸（南北）約150cm ・ 短軸（東西）約83cm• 深

さ約17cm~24cmである。

・形状 ：楕円形を呈し、西側に約24cmの突出部を持つタ

イプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位 ：出土部位は、ほぽ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別 ：火葬による収縮を考慮しても、上腕

骨や腔骨の大きさが小さいため、被火葬者の性別は女

性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：火葬人骨の残存量が少ないた

め、被火葬者の死亡年齢は不明である。しかしながら、

歯根がある程度残存しているので、被火葬者の死亡年

齢は老齢ではなく、壮年であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量が少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

． 
写真57 棟高辻久保遺跡VI区56号土坑出土火葬人骨［歯根］



•• 写真58 棟高辻久保遺跡VI区56号土坑出土火葬人骨

[4] VI区57号土坑

①火葬遺構

図32 棟高辻久保遺跡VI区56号

土坑出土火葬人骨出土部位図

・ 規模：長軸（南北）約107cm ・ 短軸（東西）約45cm • 深

さ約 7cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、東側に約28cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぼ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数： 1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬による収縮を考慮しても、頭蓋

骨の骨壁は薄く、大腿骨片は小さいため、被火葬者の

性別は女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：歯根がある程度残存しているの

で、被火葬者の死亡年齢は老齢ではなく、成人である

と推定される。残存していた上顎切歯の咬耗度を観察

すると、エナメル質に限定されているマルティンの 1

度の状態である。したがって、被火葬者の死亡年齢は、

約20歳代であると推定される。

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

④拾骨方法

火葬人骨の残存量が少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真59 棟高辻久保遺跡VI区56号土坑出土火葬人骨［歯根］

[5] VI区80号土坑

①火葬遺構

・規模：直径約68cm・深さ約53cmである。

・形状：円形を呈す、タイプVである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂・歪み ・捻れが認

められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：被火葬者の頭位は不明である。

②火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬による収縮を考慮しても、頭蓋

骨の骨壁の厚さが薄いため、女性であると推定される。

・被火葬者の死亡年齢：死亡年齢は不明である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量が少ないため、丁寧に全部拾骨した

東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

(20) 中居町一丁目遺跡 ［第398集］ （高崎市中居町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2007a) により報告されている。

[l] 1号火葬跡

①火葬遺構

・規模：主体部は、長軸（南北）約120cm・短軸（東西）

が約60cm・深さ約15cmである。

・形状：隅丸長方形を呈し、西側に約35cmの突出部を持

つタイプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。また、火葬人骨には、亀裂 ・歪み・捻れが認
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められるため、白骨化させたものを火葬にしたのでは

なく、死体をそのまま火葬にしたと推定される。

・被火葬者の頭位：歯根が火葬跡の北部より検出されて

いるため、被火葬者の頭位は北であると推定される。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：出土部位は、ほぼ全身に及ぶ。

・被火葬者の個体数 ：1個体であると推定される。

・被火葬者の性別：火葬による収縮を考慮しても、頭蓋

骨片の骨壁は薄く、上腕骨片 ・尺骨片・大腿骨骨幹部

は小さいため、被火葬者の性別は女性であると推定さ

れる。

・被火葬者の死亡年齢 ：歯の歯冠部は被熱で破損してい

るものの、歯根部が20本以上出土しており、成人が32

本の歯根を有すことを鑑みると、少なくとも歯が生前

脱落を起こし無歯顎になった状態の老齢ではない。ま

た、頭蓋骨破片からは、頭蓋縫合が内板及び外板とも

に癒合していないことから、被火葬者の死亡年齢は、

約20歳代～30歳代であると推定される。

・被火葬者の古病理：上顎右第 3大臼歯の歯根部を観察

すると、歯冠が嗣触による鯖触症第 4度の鯖触のため、

歯冠が崩壊し、残根状態となっている状態である。

④拾骨方法

火葬人骨の残存量は非常に少ないため、丁寧に全部収

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

中尻覧灰U計9跡

［■］"  
写真60 中居町一丁目遺跡l号 図32 中居町一丁目遺跡 1号火

火葬跡出土火葬人骨 ［右上顎骨］ 昂瑶亦出土火葬人骨出土部位図

写真61 中居町一丁目遺跡 1号火葬跡出土火葬人骨［歯根］

（矢印があるのが、嗣蝕により歯冠が崩壊した歯根）
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(21) 上郷岡原遺跡 ［第410集］ （吾妻郡東吾妻町）

火葬跡が、 1基のみ検出されている。出土火葬人骨は、

楢崎 (2007b) により報告されている。

[l] H 1号火葬跡

①火葬遺構

・ 規模：長軸（南北）約124cm ・ 短軸（東西）約76cm • 深

さ約28cmである。

・形状：楕円形を呈し、東側に約24cmの突出部を持つタ

イプIIである（楢崎、 2007C)。

②火葬方法

・火葬方法：火葬人骨の色は、明灰色から白色を呈して

いるため、火葬の際の温度は約900℃以上であると推定

される。火葬人骨の出土量が非常に少ないため、白骨

を火葬にしたか死体を火葬にしたかは不明である。

・被火葬者の頭位 ：被火葬者の頭位は、不明である。

③火葬人骨

・火葬人骨の出土部位：残存量は、非常に少ない。

・被火葬者の個体数：個体数は不明である。

・被火葬者の性別 ：性別は不明である。

・被火葬者の死亡年齢：成人であると推定される。

④拾骨方法

火葬人骨の残存贔は非常に少ないため、丁寧に全部拾

骨した東日本タイプの拾骨方法であると推定される。

写真62 上郷岡原遺跡Hl号 図33 上郷岡原遺跡Hl号火葬跡

火葬跡出土火葬人骨［左側頭骨］ 出土火葬人骨出土部位図

5. まとめ

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団が調査した、 21遺跡

45基の中世火葬遺構出土火葬人骨について、未報告のも

のと本報告者が過去に報告した火葬人骨のまとめを試み

た。以下は、その結果である。

(1) 拾骨方法

全部拾骨をする東日本タイプの遺構［火葬人骨の残存

量が少ない］は、 45基中、 39基 (86.7%)に認められた。

一方、部分拾骨をする西日本タイプの遺構［火葬人骨の

残存量が多い］は、 45基中、 6基 (13.3%) に認められ

た。結果として、東日本タイプの拾骨方法が圧倒的に多

いことが判明した。



(2) 土坑タイプ

土坑タイプは、長方形土坑のタイプ Iが45基中20基

(44.4%)で、長方形土坑＋袖のタイプIIが20基(44.4%)

であり、この 2つのタイプで約89％をしめた。

袖部は恐らく、火の焚き口であると推定されるが、こ

の袖を除いたタイプが約 9割をしめることは、中世の土

坑墓の形態とほぼ同じであり、興味深い。

(3) 土坑の大きさと火葬姿勢

タイプ Iの長軸方向の平均値は、約125cmである。また、

タイプIIの長軸方向の平均値は、約113cmである。

元北里大学の故平本嘉助による右大腿骨の最大長から

被葬者の生前の身長を復元した研究（平本、 1972) によ

ると、鎌倉時代人の男性と女性の平均身長はそれぞれ

159.0cmと144.9cmである。同様に、室町時代人の男性と

女性の平均身長はそれぞれ156.8cmと146.6cmである。

したがって、伸展位では火葬にするのは無理であり、

火葬姿勢は屈位であったと推定される。これは、中世の

土坑墓出土人骨の埋葬姿勢が伸展葬よりも圧倒的に屈葬

群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨

が多いことと同じ結果であり興味深い。

(4) 火葬方法

45基中、火葬人骨の残存量が少ないために不明である

11基を除く 34基の出土火葬人骨は、すべて死体をそのま

ま火葬にしたと推定された。

(5) 頭位

45基中、頭位が推定できたのは、 8基のみであるが、

すべてが北であると推定された。これは、中世の土坑墓

出土人骨の頭位に北が多いことと一致し興味深い。

(6) 個体数

45基すべてが、個体数は 1個体のみであった。死人が

出たその都度に、火葬跡を構築したと推定される。

(7)性別

性別不明の12個体を除き性別推定できた、 33個体中、

男性は 9体 (27%)・女性は24体 (73%)で、女性が男性

の2倍以上多かった。

(8) 死亡年齢

死亡年齢不明の11体を除き死亡年齢推定できた、 34個

表 2 群馬県中世火葬遺構出土火葬人骨まとめ

Na 群番埋号文 遺跡名 （報告土書坑記名載名称） 遺（判構定名） 収（骨判タ定イ）プ（長方軸方向向） 讐 讐 覧有張無出と部方の位 張(c出m部) 請 出土火葬人骨
人骨報告

個体数 性別 死亡年齢
1第174集 東平井官正前遺跡 1号火葬土坑 火葬跡 東日本 南北 113 61 29 西 27 II 1個体 女性 成人 本報告
2第175集 小島田八日市遺跡 1号墓墳 火葬跡 東日本 南北 128 92 24 無し I 1個体 女性 約30歳代 本報告

3第225集 楊島川端遺跡
1号火葬所 火葬跡 西日本 南北 115 55 25 西 55 II 1個体 女性 約40歳代

本報告2号火葬所 火葬跡 東日本 南北 120 75 15 東 105 II 1個体 女性 約40歳代

1号火葬跡 火葬跡 東日本 方形で不明 100 100 20 束 45 IV 1個体 男性 成人
4第229集 下小鳥神戸遺跡 2号火葬跡 火葬跡 西日本 南北 100 45 20 束 35 II 1個体 男性 約20歳 楢崎(2002)

3号火葬跡 火葬跡 東日本 南北 95 50 20 東 20 II 1個体 女性 約30歳代

5第248集 下植木壱町田遺跡
1区 1号火葬跡 火葬跡 東日本 南北 119 72 12 西 15 II 1個体 女性 成人

本報告1区3号火葬跡 火葬跡 東日本 南北 100 45 20 束 35 II 1個体 女性 成人

4区15号遺構 火葬跡 東日本 南北 110 90 40 無し I 1個体 女性 約30歳代

4区24号遺構 火葬跡 東日本 南北 140 50 50 無し I 1個体 女性 約30歳代

4区25号逍構 火葬跡 東日本 南北 110 70 60 無し I 1個体 女性 約30歳代

4区27号遺構 火葬跡 東日本 南北 130 120 90 無し Ill 1個体 女性 成人

6第275集 小八木志志貝戸遺跡群3
4区28号遺構 火葬跡 東日本 南北 150 llO 30 東 40 II 1個体 女性 約30歳代 宮崎(2001)

4区32号遺構 火葬跡 東日本 南北 140 90 10 無し I 1個体 女性 約40歳代
と

本報告
4区93号遺構 火葬跡 東日本 南北 100 50 ？ 無し I 1個体 不明 不明

4区103号遺構 火葬跡 東日本 南北 120 70 30 無し I 1個体 女性 不明

4区174号遺構 火葬跡 東日本 南北 100 50 40 無し I 1個体 女性 約30歳代

4区218号遺構 火葬跡 東日本 南北 90 40 10 無し I 1個体 不明 不明
7第310集 西横手遺跡群 A区 1号火葬基 火葬跡 西日本 南北 115 80 15 無し 15 II 1個体 男性 20歳代 楢崎(2002)
8第313集 菅谷石塚遺跡 7区51号土坑 火葬跡 東日本 東西 145 80 32 無し I 1個体 女性 成人 楢崎（2003a) 

9第315集 荒饂訪西II・荒砥諏訪遺跡
3区 1号筵坑 火葬跡 東日本 南北 113 56 23 無し I 1個体 女性 約30~40歳

楢崎(2003b) 
3区2号墓坑 火葬跡 東日本 東西 85 48 7 無し I 1個体 不明 不明

10第316集 波志江西屋敷遺跡 A区 1号火葬遺構 火葬跡 東日本 南北 95 48 東 25 II 1個体 女性 成人 楢崎(2003C) 
11第318集 上福島中町遺跡 1区3面38号土坑 火葬跡 西日本 南北 105 50 40 無し I 1個体 男性 壮年 楢崎(2003d) 
12第319集 下原遺跡 3（中）号焼土 火葬跡 東日本 南北 140 130 20 西 15 IV 不明 不明 不明 楢崎(2003e) 

88号土坑 火葬跡 東日本 南北 210 110 55 無し I 1個体 男性 成人
13第323集 元総社西川・塚田中原遺跡 157号土坑 火葬跡 束日本 南北 80 60 ？ 無し V 1個体 女性 成人 楢崎(2003f) 

177号土坑 火葬跡 西日本 南北 85 65 15 東 15 II 1個体 男性 20歳代前半

2区 2号土坑 火葬跡 東日本 東西 109 66 19 北 10 II 1個体 不明 不明

14第336渠 荒砥宮田遺跡
2区 3号土坑 火葬跡 東日本 南北 150 74 26 東 20 II 1個体 男性 成人

楢崎(2004)
2区12号土坑 火葬跡 東日本 南北 126 57 28 無し I 1個体 不明 成人

2区18号土坑 火葬跡 東日本 南北 107 63 12 無し I 1個体 不明 不明
15第346集 今井見切塚遺跡 7区 5号土坑；；； 火葬跡 東日本 南北 90 57 無し I 1個体 女性 成人 楢崎(2005a) 
16第347集 塚田村東IV・塚田中原0区遺跡 塚田村東IV区3号土坑 火葬跡 東日本 南北 222 204 20 無し I 1個体 男性 約20歳 楢崎(2005b) 
17第359集 泉沢谷津遺跡 11号土坑 火葬跡 東日本 東西 154 103 47 無し I 1個体 不明 不明 本報告

18第365集 綿貫小林前遺跡
1号火葬跡 火葬跡 東日本 南北 80 50 20 東 40 II 1個体 不明 不明

楢崎(2006a) 
2号火葬跡 火葬跡 東日本 南北 llO 80 20 西 20 II 1個体 男性 約30歳代

V区164号土坑 火葬跡 東日本 東西 107 65 18 無し I 1個体 不明 不明

VI区55号土坑 火葬跡 東日本 南北 102 57 15 西 32 II 1個体 不明 壮年
19第366集 棟高辻久保遺跡 VI区56号土坑 火葬跡 東日本 南北 150 83 24 南西 24 II 1個体 女性 壮年 楢崎(2006b) 

VI区57号土坑 火葬跡 東日本 南北 107 45 7 東 28 II 1個体 女性 約20歳
VI区80号土坑 火葬跡 東日本 円形で不明 68 68 53 無し V 1個体 女性 不明

20第398渠 中居町一丁目遺跡 1号火葬跡 火葬跡 東日本 南北 120 60 15 西 35 II 1個体 女性 約20~30歳 楢崎(2007a) 
21第410集 上郷岡原遺跡 Hl号火葬跡 火葬跡 東日本 南北 124 76 28 東 24 II 1個体 不明 成人 楢崎（2007b) 
註 ：土坑計測値は、基本的に報告告より引用した。イタリック体は、本報告書が実測図から計測し直した。
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体中、約20歳代 6体（17.6%)・約30歳代 9体 (26.5%)• 

壮年［約20歳代～30歳代］ 3体 (8.8%)・約40歳代 3体

(8.8%) ・成人13体 (38.2%) という結果になった。
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チャートをめぐる石材環境

赤城山南麓地域のチャート 露頭

津島秀章

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1.はじめに

2.原産地露頭に由来するチャート製石器

3.赤城山南麓地域のチャート原産地露頭

4.参考とすべき地点

5.現地調査のまとめ

6.石材環境とチャート石材の獲得

要
旨
日

赤城山南麓地域には、数多くの旧石器時代遺跡が認められる。チャート原産地である足尾山地から近いこともあり、

全体的に、石器石材におけるチャートの利用頻度は比較的高い。それらのチャート製石器をみると、自然面の観察から

円磨度の高いものが利用されており、河川流域で採取することが一般的であったと考えられる。ところが、最近、赤城

山南麓地域にある石器群において、少数ではあるが、チャート原産地の露頭から採取したと判断できる資料が確認され

ている。

本稿では、チャートに関する石材環境を探ること、そしてそれらの資料の採取地を求めることを主眼として、これま

での地質学的な研究成果を基に、チャート原産地露頭の調査をおこなった。その結果、足尾山地とは異なる赤城山南麓

地域において、いくつかの原産地露頭を発見することができた。

そのなかでも、八王子丘陵の東部および桐生市新里町高泉周辺では、石器石材に利用されているものと比較しても遜

色ない良質チャートの原産地露頭が確認された。その結果をうけて、前述した原産地露頭に石材を求めている資料に関

して、八王子丘陵の東部および高泉周辺を有力な石材採取候補地として指摘した。

キーワード

対象時代 旧石器時代

対象地域群馬県域赤城山南麓地域

研究対象石材環境石器石材チャート
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1. はじめに

群馬県内の旧石器時代石器群を概観すると、石器石材

として、黒色安山岩と黒色頁岩が多用される傾向にある。

それ以外の石材としては、黒曜石、珪質頁岩、各種の碧

玉、チャートなど、多様なものが認められる。それらは、

遺跡間での使用頻度に若干の差がみられるが、全体的に

みて黒色安山岩・黒色頁岩ほど多用されていない。

そのなかでチャートについて注目すると、それは群馬

県域内に原産地が存在し、近地性1)の石材として理解す

ることができる。各遺跡で出土したチャート製石器をみ

ると、石質が緻密で良質なものばかりが利用されるわけ

ではない。節理面が多いといった石器石材にあまり適す

るとは考えられない資料も存在する。石材としての質と

いう面からみると、このように多様なものが認められる

チャート製石器であるが、自然面の観察からは、いずれ

も円磨度の高いものが利用されている。石材を河川流域

で採取することが一般的であったと考えられる。

群馬県域には、東部の足尾山地と西部の多野山地に秩

父中・古生層が分布しており、そこにチャートが産出す

る［図 1]。これまでの研究によって、原産地周辺を流れ

る河川において、石器石材として利用できる程度の質を

備えたチャート河床礫が採取できることが確認されてい

る（桜井1995、村田・後藤2005)。足尾山地周辺を流れる

渡良瀬川や、多野山地周辺を流れる鏑川・神流川などで

採取できる。多くのチャート製石器の原材は、そのよう

な原産地近郊の河川で採取されたものと予想される。

ところが近年、赤城山南麓地域2)にあるいくつかの旧

石器時代石器群において、チャート角礫を原材とする資

料が、少数であるが発見されている。それらは、チャー

ト原産地の露頭から直接採取したか、あるいは露頭から

一次的に剥落したものを採取したと判断できる資料であ

る。このようなチャート角礫を原材とする資料について

は、ごく少数の出土ではあるが、原産地露頭に直接的に

石材を求めていることから、旧石器人の石材獲得行動を

考えるときわめて重要な資料と考えられる。

このことに関連して、これまでの地質学的研究成果を

みると、チャートの主産地である足尾山地とは異なる赤

城山南麓地域において、チャートの原産地があることが

指摘されている。赤城山南麓地域は旧石器時代遺跡が密

集する地域でもあることから、チャートの石材獲得を考

える上で、その存在は大きな意味をもつと考えられる。

以上のような問題意識から、地質学的な研究成果をも

とに現地調査をおこなった。その結果、いくつかの地点

でチャート原産地の露頭を発見することができた。ここ

にその原産地露頭について報告する。

2.原産地露頭に由来するチャート製石器

赤城山南麓地域では、直接的に原産地露頭に由来する
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図1 秩父中・古生層の位置（飯島1987をもとに作成）

と考えられるチャート製石器がいくつかみられる。それ

らは、東長岡戸井口遺跡・第 1文化層A地点石器群（岩

崎1999)、今井三騎堂遺跡・第IV文化層B地点石器群（岩

崎2004)、富田宮下遺跡・第 2文化層石器群（津島2008)

の三つの石器群において確認された ［図6]。

まず、それらの石器群の概要およびチャート製石器に

ついてみていきたい。

(1) 東長岡戸井口遺跡・第 1文化層A地点石器群

東長岡戸井口遺跡は、赤城山南麓地域の独立丘陵であ

る金山の南東に位置し、低平な場所に立地する。第 1文

化層A地点石器群では、 1807点の石器が確認された（礫・

礫片321点を除く）。チャートを主要な使用石材とし、主

たる構成器種はナイフ形石器と槍先形尖頭器である。

この石器群では、層状チャートの露頭に由来する資料

が 1点認められる（遺物番号 6-349-1、報告書には掲載

されていない）。角礫で、平行する二つの面に厚さ数ミリ

程度の珪質な粘土部分が認められ、層状チャートの特徴

を部分的にそのまま有する資料である。層状チャートの

露頭から直接採取したか、あるいは露頭から一次的に剥

落した角礫を入手したと考えられる。

石器全体がいくつかの平坦面で構成され、打点やリン

グ・フッシャーといった人為的な剥離面としての痕跡が

明確に認められない。よって、器種としては「原石」と

解釈される。これらの平坦面には、人為的な刻離痕跡は

明確に認められないが、打割面あるいは分割面と解釈す

ることは可能である。たとえば、直接、層状チャートの

露頭から打割して分離したとすると、これらの平坦面の

一部は、露頭より分離する際の打割面ととらえることが

できる。あるいは、より大きな母岩であったものが、分

割されたことによって、平坦面の一部が形成された可能

性も考えられる。



写真 1 角礫を利用した石器 ・東長岡戸井口遺跡

第1文化層A地点石器群（右の高さ約4cm) 

(2) 今井三騎堂遺跡・第N文化層 B地点石器群3)

今井戸騎堂遺跡は、赤城山の山体崩落（梨木泥流）に

よって形成されたいわゆる「ながれ山」に立地する。第

IV文化層B地点石器群では、 414点の石器が確認された

（礫21点を除く）。出土石器全体の91%(396点）が、チャー

ト製である。石器出土地点付近では、 AT（姶良丹沢火山

灰）下の暗色帯が 2層に細分されており、石器は、その

うちの下層部分から最も多く出土した (302点 • 70%) 。

この石器群では、チャートの露頭に由来する資料が l

チャートをめぐる石材環境

点認められる（報告書 • 第202図ー 4) 。剥離面に比べて、

より風化が進んだ面が全体的に認められる。石器として

は、石核に分類され、この風化の進んだ面を自然面とと

らえることができる。形状は角礫であり、節理面が比較

的多く認められる。チャートの露頭から直接採取したか、

あるいは露頭から一次的に剥落した角礫を入手したと考

えられる。

(3) 富田宮下遺跡•第 2 文化層

富田宮下遺跡は、赤城山南麓の標高約100mの地点に立

地する。第 2文化層では269点の石器が確認され、チャー

トを主要な使用石材とする。石器群は、AT下暗色帯に帰

属する。炭化物の集中が 1カ所認められ、放射性炭素年

代測定値として、 29860士240yrBP(14C年代）が得られ

ている。

この石器群では、層状チャートの露頭に由来する接合

資料が 1点認められる（報告書 ・図117)。ほぼ並行する

二つの面が、珪質頁岩の薄層で覆われており、層状チャー

トの特徴を部分的に有する資料と考えられる。層状

チャー トの露頭から直接採取したか、あるいは露頭から

一次的に剥落した角礫を入手したと考えられる。

写真 2 角礫を利用した石器 富田宮下遺跡

第2文化層（右の高さ約 9cm) 

、(~ 9-i .,、・
．、ー、''-'¥.

t /,[ I,f ＂ 卜 ：

~'i. 1, 

10cm 

図2 角礫を利用した石器 今井三駒堂遺跡 ・第IV文化層B地点石器群

（岩崎2004より）
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3.赤城山南麓地域のチャート原産地露頭

群馬県域には、東部の足尾山地と西部の多野山地に秩

父中 ・古生層が分布している。この地域が、チャートの

産出地である［図 1］。これまでの地質学的な研究成果を

みると（河井 ・山田1960、須藤・田島 ・木崎1976、高橋・

中島1980、飯島1987、飯島・吉川1994、高橋・柳沢2003)、

足尾山地から離れた独立丘陵群の一部にも、秩父中・古

生層が分布している。これらの独立丘陵群は、「鹿田山」、

「稲荷山 ・琴平山」、「八王子丘陵」、「金山」と呼ばれ、

足尾山地からみると渡良瀬川を挟んだ反対側に列状に分

布している［因 3]。

また、足尾山地より延びる秩父中 ・古生層は、赤城火

山の下部にまで存在することが知られている［図 4]。近

年、赤城山において深さ1000mを越えるようなボーリン

グ調査が実施されており（群馬県企業局1999)、地下構造

がより明らかになっている［図 5］。それによると、赤城

火山の下部の比較的高い標高地にまで、基盤岩として秩

父中 ・古生層が認められる。山体の懐の粕川沿いに小規

模ではあるが、チャートが露出することが明らかになっ

ている（群馬県地質図作成委員会1999、群馬県企業局前

掲）。

以上のようなチャートをめぐる地質学的な研究状況を

うけて、前述した独立丘陵群および赤城山において、

チャートの産出状況調査をおこなった。その目的は、

チャート原産地露頭に由来する遺物の採取地を探ること

にある。調査の結果、いくつかの原産地露頭を見つける

ことができたので報告する。
写真 3 チャート露頭の様子上：周辺状況下：細部

（露頭地点 1 八王子丘陵 • 石尊山）
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W <-- → E 
チャートをめぐる石材環境

1 2 3 4 

に ］冒図区

赤城火山と基盤の構造との関係を模式的に示

した図

1 : 赤城火山噴出物 2 : 子持火山噴出物

3 : 第 3 紀火山岩類 4 : 古生層

図4 守屋1968より

原高 (m) 荒砥川

赤城温泉周辺地質と基盤霰頭位置図

1000 

500 

← A 

口疑灰・角鯰（火砕而

匠如l岩溶岩

攣多孔質安山岩（湯の沢下部溶岩）

疇戸応

ー中・古生層（チャート）

II/ 推定断磨
I 

R → 

゜
500m 

A~B地質断面図

図 5 赤城山の地質とチャート露頭の位置（矢印） （群馬県企業局1999を原図として作成）
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(1) 露頭地点 1 ［図 6・写真 3]

八王子丘陵の南東部、三角点（標高261.lm)の南西約

100mの頂。地元では、 「石尊山」と呼ばれている。行政

区画では、太田市吉沢町に所在する。頂部一帯のいたる

所にチャートが露出している。

露頭においては、いわゆる層状チャートの産状を呈す

る。すなわち単層の厚さ 5cm内外で、間に珪質頁岩の薄

層を挟む。岩石は、暗青灰色緻密、隠微晶質半透明で、

硬質、貝殻状の断口を呈する。割れ口はやや光沢があり、

放散虫化石様の微小球体等は肉眼では認められない。石

器石材としてみると、節理面が若干認められるが、比較

的良質である。石器に利用されているチャートと比べて

も、遜色ない質を備えている。

(2) 露頭地点 2 ［図 6・写真 4]

八王子丘陵の北端に位置する荒神山の山頂（標高218

m) より約50m南の地点。西に向かいやや傾斜した場所

に、チャートが小規模に露出する。

この岩石は、暗灰色緻密、隠微晶質半透明で、硬質で

ある。割れ口は光沢はなく、熱変成作用をうけて再結晶

していると考えられ、放散虫化石様の微小球体等は肉眼

では認められない。石器石材としてみると、やや粗粒で、

節理面も多く認められ、良質とはいえない。実際に石器

に利用されているものと比較しても、質的に劣る。

写真4 チャート露頭の様子（露頭地点2 八王子丘陵 ・荒神山）

(3) 露頭地点 3 ［図 6、写真 5• 6] 

みどり市笠懸町に位置する琴平山の南端の頂部。この

独立丘陵は南北に二つのピークを持ち、北は稲荷山、南

は琴平山と呼ばれている。稲荷山と琴平山との鞍部には、

岩宿遺跡A・B・C地点がある。また、琴平山の南西麓

には、岩宿遺跡D地点がある。

琴平山の南端の頂には、大規模なチャート岩塊が露出

し、その様相を遠方からも望むことができる。岩石は、

灰白色緻密、隠微晶質半透明で、硬貿である。割れ口に

光沢はなく、やや破砕していると考えられ、放散虫化石

様の微小球体等は肉眼では認められない。石器石材とし
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てみると、やや粗粒で、節理面も多く認められ、良質と

はいえない。実際に石器に利用されているものと比較し

ても、質的に劣る。

写真 5

チャート露頭の

様子（露頭地点 3

琴平山）

写真 6

琴平山の下より

露頭をのぞむ

(4) 露頭地点 4 ［図 5• 6、写真 7]

赤城山の懐、不動大滝の下流約300mの粕川右岸、標高

約820mの地点。ごく小規模にチャート露頭が認められる。

写真 7 チャート露頭の様子上：全景下：細部

（露頭地点 4 赤城山不動大滝の下）



境

的

散

'

|

環

分

放

け
h

材

ー
，

一
コ
音
、

p
＇
ー
—
|
ー
ー
ー
ー

5

ヽ

v

_

|

l

|

1

ー

ー

1

ー、

ぐ

質

な

I

|

_

|

|

|

|

_

_

 
|

_

1

,
 

ー

ー

1

閲
1

ー

1

ー

ー

ー

ー

1

ー

1

|

_

め

硬

は

1
|
1
|
1
1
1
山
川
ー
1
_
1
|
1
_
1
|
1
ー
1
|
1
|
1
_
1
|
1
|
1出

、
ヽ
汁
—
ー
ー
ー
1
ー
邑
ド
ー
1
ー
ー
—
ー
ー
1
ー
ー
ー
1
_
|
ー
_
_
1
ー
1
ー
1
ー
1

を一

て

斗

ハ

ー

1

ー

足

ー

ー

1

1

1

1

1

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1

ー

1

_

1

ャ
B
J

k

_
|
ー
|
_
1
ー
ー
1
ー
ー
ー
1
—
—
ー
ー
ー
ー
ー
ー
1
ー
1
ー
ー
ー
1
ー
1
ー
ー
ー
ー
ー
1
1
1

チ

透

仁

ー
ー
ー
1
_
|
_
1
ー
ー
1
ー
1
ー
ー
ー
1
ー
1
_
1
ー
ー
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
1
1

斗
オ
ー
ー
1
ー
ー
1
_
—
ー
—
ー
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
1
1

ーー

質

割

ヨ
E

ー

1

ー

1

_

|

_

_

 
|

1

ー

1

|

|

_

_

 

c

1

1

,

_

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

'

 

日甜

る

り

ー
1
ー
ー
ー
ー
1
ー
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
1
1

隠
す
ド

ー
1
ー
1
_
—
ー
ー
1
_
_
1
_
1
_
_
_
1
ー
ー
1
_
|
|
_
1
ー
1
ー
ー
1
ー
1
1

ヽ

丘

ー

1

ー

ー

ー

1

|

|

_

|

_

_

 
|
 
_

_

 
|

|

|

 ー

径
を
ー
ー

1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
_
—
ー
ー
ー
ー
1
ー
1
ー
ー
ー
ー
1
_
_
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
1

紹

e

_
_
|
_
1
ー
1
ー
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
ー
ー
1
ー
1
ー
1
ー
ー
1
ー
1
ー
1
1

色

勝

1ー
1
ー
1
ー
1
|
1
1
ー
1
_
1
ー
1
ー
1
ー
1
_
1
ー
1
|
1
ー
1
_
1
ー
1
|
1
_
1出

り

0

_

1

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1

_

1

頁
岬

聞

山

IIIIllII

口
詞
置
闘
置
賃
＇ 

は

貝

石
弔

ー
—
ー
ー
ー
1
ー
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
1
ー
ー
1
—
ー
ー
1
ー
1
ー
1
ー
ー
ー
ー
ー
1
ー
1
1

＇ 

[

[
1

ー□00000Oooo00000000。
0

0

0

0

1

:

0

0

0

0

0

0

0

0

↓

岩

゜

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
 0
 0
0
 0

0
 0
 0
0
 0
0
0
0
0
0
 0
0
 0
 

0
 

0
 

0
 

0
 

三

。

。

0
0
0
0000000000)4

0
0

0
0

0
00

0000

000

0
)000000000~00

00
0000~00

0 0
0

000~00

0 0
00
00 

0
 

罰

』

゜
0000°0000°00000000000°0

。
よ
。
0
0
`
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
`
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

。°
0

0

0

`

o

o

o

o

□0
0
0
0
0

ロ
ニ
~
ニ
ロ

O
O
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
°
0
。

O
O
O
O

に

層

0

0
 
O

,
赤

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

頭

単

o

o

o

o

o

し

0

0

0
 

0
 

0
 

0

0

0

 

0

0

0
 

0

0

 

0
 

0

0
 
0
 

0

0
 
0
 

0

0

0

0

0

、

宮

0

0

露
ム
。
0
0
0
 0
0
 0

,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
 0
0

00
0

0
 0
0
0
0
0
0
 0

0

0

O

 o
0
0
0
0
0
 0
0
0
0
o
o
 o
o
 o
 o
o
 o
o
 o
 o
o
 o
o
 o
 o
o
:

'
 

0

0

0
 

0

3

f

l

 

O
 

O
 

0
 

図6 遺跡の位置と露頭地点及び参考地点の位置
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虫化石様の微小球体等は肉眼では認められない。石器石

材としてみると、やや粗粒で、節理面が若干認められ、

あまり良質とはいえない。石器に利用されているチャー

トと比較しても、質的にやや劣る。

この露頭は、粕川沿いにあるため、その石材が粕川に

供給され下流まで運ばれる可能性が想定される。そうし

た場合、粕川流域がチャートの採取可能地域となること

も考えられる。よって、粕川河床において、補足的に

チャートを対象とした河床礫の調査をおこなった。以下、

その結果を表す。

(4) 河床地点 1 ［図 6・写真 8J 

チャートの露頭場所より約100m下流付近の粕川河床。

チャートの大形角礫（最大長20~40cm)がごく少羅認め

られる。量的には、 1人・ 1時間の調査で 1個体発見で

きるかどうかといった程度である。

写真 8 チャートの大形河床礫

（粕川 ・河床地点 1)

(5) 河床地点 2 ［図 6・写真 9]

露頭より約 1km下流。滝沢温泉付近の粕川河床。チャー

トの河床礫は全く認められない。

写真 9 粕川 ・河床の様子（河床地点 2)

(6) 河床地点 3 ［図 6]

露頭より約 4km下流。国道353号線との交差付近の粕川

河床。チャートの河床礫は全く認められない。

4.参考とすべき地点

露頭由来のチャート製石器について、その石材の採取

場所を考える上で参考とすべき地点が、赤城山南麓地域
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で認められる。これらの場所は、近世以後の営為によっ

て、本来ならば地表面直下に存在するはずのチャート層

が露出したものである。その包含状態を考慮すると、旧

石器時代にあっては、直接人の目に触れる状態ではな

かった可能性が高い。しかし、石器石材としてチャート

角礫を採取することを想定したとき、参考とすべき点が

多々認められる。よって、ここに紹介する。

(1) 参考地点 1 ［図 6]

大西雅広氏より、高山彦九郎が著した紀行文に、チャー

トに関連する記述があると御教授いただいた。高山彦九

郎は、群馬県太田市（現在）出身の江戸時代の思想家で

あり、数多くの紀行文を残したことでも有名である。そ

の中の「忍山湯旅の記」（安永 4年・1775年）に、八玉子

丘陵のチャートに関すると思われる記述がある。吉澤村

（当時）の岩山のもとに、火打石が出る旨が記されている。

火打石とは、チャートのことであると考えられる。こ

の文献をみると、火打石の産出地は、現在の太田市吉沢

町にあたり、八王子丘陵の末端部の参考地点 1 ［図 6]

付近に想定できる。大西氏によると、現在でも、太田市

吉沢町の赤城神社の一角に、この産出地にあたる場所を

認めることができるという 4)。

(2) 参考地点 2 ［図 6・写真10]

桐生市広沢町の大雄院の裏。墓地造成に伴い、八王子

丘陵の末端部でチャートが露出する様子が見られる。

これは、現代の工事に伴って表出したものであって、

露頭としてこれまでに紹介した事例と同列に扱うことは

写真10 チャート露頭の様子 上：周辺状況
下：層状チャートの上の表土中に多くの
チャート角礫が含まれる

（参考地点 2 八王子丘陵 ・大雄院裏）



できない。しかし、八王子丘陵のチャート包含状態を考

える上で、参考となるべき事項が観察できる。チャート

は、地表面から約 lm程度下方の比較的浅い位置に認め

られる。露頭は、いわゆる層状チャートの産状を呈する。

単層の厚さ 6cm内外で、間に珪質頁岩の薄層を挟む。岩

石は、灰白色～暗灰色緻密、隠微晶質半透明で、硬質、

部分的に亜貝殻状の断口を呈する。割れ口は光沢はなく、

放散虫化石様の微小球体等は肉眼では認められない。石

器石材としてみると、節理面が若干認められるが、比較

的良質である。石器に利用されているチャートと比較し

ても、遜色ない質を備えている。

そして、層状チャートの上部にある土層中には、数多

くのチャート角礫が包含される様子が観察される。これ

は、崖錐性の堆積物と考えられる。その一部は地表面付

近にも認められる。やはり、石質は、層状チャートの露

頭のものと同様である。比較的良質であり、石器に利用

されているものと比べても、質的に遜色ない。

(3) 参考地点 3 ［図 6 • 7、写真11]

桐生市新里町の高泉集落付近で、秩父中・古生層が地

表面に露出することが報告されている（群馬県企業局

1999）。これは、足尾山地よりのびる中・古生層が赤城火

写真11 チャート露頭の様子上：周辺状況下：細部
（参考地点 3 新里町高泉付近）

チャートをめぐる石材環境

山に被覆されたもので、それが局所的に露出したものと

考えられる。この場所は、赤城山の低標高地（標高約400

m) にあることから、旧石器時代の遺跡群との位置関係

も比較的近く、チャート石材の採取を考えるときわめて

重要な地点である。

現地調査の結果、チャートが露出することを確認した。

桐生市新里町にある高泉集落から東方約500mの地点。県

道・上神梅—大胡線の切り通しの断面に、チャート 層が認

められる。道路の建設に伴って露出したと予想される。

チャート層は表土下約50cmの非常に浅い位置に認めら

れる。露頭は、層状チャートの産状を呈する。すなわち

単層の厚さ 6cm内外で、間に珪質頁岩の薄層を挟む。岩

石は、暗灰色緻密、隠微晶質半透明で、硬質、貝殻状の

断口を呈する。割れ口にやや光沢あり、放散虫化石様の

微小球体等は肉眼では認められない。石器石材としてみ

ると、良質である。石器に利用されているチャートと比

較しても、同等の質を備えている。

この高泉周辺で認められたチャート層は、道路工事に

よって表出したもので、旧石器時代に露出していたとは

断定できない。しかし、地表面下のごく浅い部分に認め

られることから、崖錐堆積物として地域周辺に供給され

た可能性も想定できる 5)。また、この地域は早川の源流部

にあたることから、チャートが旧早川に流れ込んだこと

も考えられようか叫

図7 露出地の位置

（参考地点 3

新里町高泉付近）

● チャート露出地 ■夏井戸退跡

゜
l k m 

国土地理院 2万 5千分の 1「鼻毛石」「大間々」使用
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5.現地調査のまとめ

赤城山南麓地域の旧石器時代遺跡において、少量では

あるがチャート角礫を利用した資料が見つかってきてい

る。その採取地を探ることを主眼として、当該地域にお

いて、チャート原産地の露頭調査をおこなった。

石器石材への利用という観点からすると、八王子丘陵

北端 ・荒神山 （露頭地点 2) と琴平山 （露頭地点 3) の

ものは、質的にチャート製石器に及ばない。いずれも粗

粒の石材である。露頭の観察からする限りは、この地点

のチャー トは石器石材への利用は難しいと考えられる。

赤城山の懐、不動大滝の下の露頭（露頭地点 4) に関

しては、やや粗粒で節理面が若干認められ、石器石材と

しては質的に適さないチャートである。露頭が、山体の

高標高地で奥深い場所にあり、 非常に小規模な露出にと

どまることからしても、旧石器人が直接この露頭に石材

を求めたとは考えられない。一方、粕川の河床礫調査に

よると、露頭より約 1km下流（河床地点 2) と約 4km下

流（河床地点 3) では、チャート河床礫は全く認められ

なかった。この露頭から粕川に供給されるチャー トは、

量的にごく少量であると予想される。それは、露頭自体

が、ごく小規模な露出にとどまることに起因する。よっ

て旧石器時代においても、粕川流域が、チャートの採集

可能地域として機能することはなかったと考えられ

る7)。

八王子丘陵南東部・「石尊山」の露頭（露頭地点 1)で

は、石器に利用されているものと比較しても、質的に遜

色ないチャートが認められた。八王子丘陵は、石器石材

として充分な質を備えたチャートが存在する場所ととら

えることができる。そして、参考地点 l （江戸時代の火

打石産出地）と参考地点 2 （桐生市広沢町大雄院の裏）

の様相からすると、「石尊山」のように八王子丘陵の頂部

ではなくて、末端部の地表面近くにもチャート岩体が認

められることになる。参考地点 2では、チャート岩体に

由来する角礫が、表上付近にまで数多く包含される状況

が観察できた。八王子丘陵においては、その末端部の表

土付近でも、場所によっては、崖錐堆積物であるチャー

卜角礫が採取可能ということになる。

参考地点 3 （桐生市新里町高泉集落付近）の露頭で認

められたチャ ー トは、非常に良質である。石器に利用さ

れているものと比較しても、同等の質を備えている。ま

た、この地点では、地表面近くに層状チャートの岩体が

認められた。その包含状態を考えると、崖錐堆積物とし

て付近一帯にチャート礫が供給された可能性は高い8)。

赤城山南麓の低標高地にあり、大間々扇状地（桐原面）

といった旧石器時代遺跡の集中地域とも地理的に近いこ

とを考慮すると、チャート石材採取可能地域として重要

な地域である。
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6.石材環境とチャート石材の獲得

石器の原材料となる石材をとってみると、その分布状

況が、一つの環境として理解できることが指摘されてい

る（澤田1992）。人の環境への適応のあり方を問題とした

時、石材の獲得形態や消費方法を、石材環境に対する適

応手段ととらえることが可能であるという主張である。

この主張をうけて、本論の目的の一つは、まず、赤城南

麓地域におけるチャートをめぐる石材環境を明らかにし

ようというものである。

赤城山南麓地域の石器群をみると、チャート製石器に

関しては、もっぱら河川流域で石材を採取していたとい

える。ところが、少数ではあるが原産地露頭に由来する

ものが存在する。このような直接的に原産地露頭に石材

を求めるという行為は、前述したような石材環境に対す

る働きかけという観点からすると、特殊な獲得形態とし

て指摘できる。

赤城山南麓地域において、チャートをめぐる石材環境

としては、次のように総括できよう。まず、この地域を

流れる旧渡良瀬川が、第一級の採取可能地域としてとら

えることができる。渡良瀬川は、チャート原産地である

足尾山地に端を発し、現在は、八王子丘陵の東方を南東

に向かい流れている。後期旧石器時代についてみると、

早川と八王子丘陵に挟まれた大間々扇状地薮塚面（II面）

を南流しており、この旧渡良瀬川流域が採取可能地域と

いえる 9) ［図 6］。

ところで、大間々扇状地薮塚面（II面）の西に広がる

桐原面 (I面）をみると、昭和50年代の農地区画整備前

には、標高90mの等高線に沿うようにいくつもの湧水点

が存在していた。湧水点付近の扇状地礫層を対象とした

構成礫調査から、そこがチャートの採取可能地であった

ことが指摘できる（津島1999)。三和工業団地 I遺跡の発

掘調査の際、「男井戸」と呼ばれる現代の湧水やその前身

である平安時代の湧水を観察すると、そこでは扇状地礫

写真12 三和工業団地 I遺跡の北に隣接する書上

上水場建設当時の写真（昭和46年）

ローム層の下に大間々扇状地の礫層が厚く堆積する

（星野正明氏撮影）



層が露出し、水がわき出していた。泥炭層の存在から、

その湧水の起源は、少なくとも後期旧石器時代初頭に遡

ることが明らかになり、礫層が露出する湧水点付近が、

チャートの採取可能地として機能していたというもので

ある 10)。

大間々扇状地桐原面(I面）を標高約90mのラインで

横断するように計測すると約 4kmある。かつては、その

間に「男井戸」「尼ヶ池」「谷地清水」「角弥清水」と呼称

されるものをはじめとして、いくつもの湧水点が存在し

ていた。前述したような「男井戸」湧水周辺の様相から

すると、後期旧石器時代において、これらの湧水付近で

は扇状地礫層が露出し、チャート礫が採取できた可能性

は高い。

以上のことから、後期旧石器時代に関して、大間々扇

状地内は、チャート石材が豊富に存在する区域と理解で

きる。赤城山南麓地域についてみると、チャートは近地

性・現地性の石材であることは間違いない。ただし、そ

こで採取できるものは、河川の運搬作用を受けた円磨度

の高い石材である。

チャート角礫については、どうであろうか。地質図［因

3 Jによれば、八王子丘陵の東側に秩父中 ・古生層が分

布することが見て取れる。今回の現地調査によっても、

八王子丘陵南東部の「石尊山」に、良質のチャート露頭

が認められた。同じく南東部に位置するかつての火打石

産出地（参考地点 1・赤城神社内の火打石採掘跡）で確

認したものも、非常に良質のチャートである（注 4参照）。

八王子丘陵の東側末端部（参考地点 2) では、良質の

チャート角礫が、崖錐堆積物として地表面付近にまで認

められた。これらのことから、八王子丘陵のなかでも特

に東側を、チャート角礫の採取可能地域ととらえること

ができよう。

また、桐生市新里町高泉付近でも、良質のチャート露

頭を確認した。ここでは、地表面近くに露頭が認められ

ることから、崖錐堆積物としてチャート角礫が付近に供

給された可能性が想定される。よって、その付近一帯も

また、採取可能地域と理解することができよう。

赤城山南麓地域では、東長岡戸井口遺跡・第 1文化層

A地点石器群、今井三騎堂遺跡・第IV文化層B地点石器

群、富田宮下遺跡・第 2文化層石器群の三つの石器群に

おいて、角礫を利用したチャート製石器が認められた。

その点数は合計で 3個体であり、全体のチャート利用の

割合からみると、角礫を利用する頻度はきわめて低い。

その使用頻度の低さからすると、当該地域の石器群に

あっては、チャート原産地露頭に石材を求める行為は、

通常の石材獲得行動とは理解できない。それは、石材入

手を主目的とした行動とは異なるなんらかの活動に伴っ

て、偶発的に入手したものと判断したい。その獲得場所

の有力な候補として、前述の八王子丘陵の東部および桐

チャートをめぐる石材環境

生市新里町高泉周辺を上げることができる II)0 
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注

l) 阿子島香は、北米プレーンズ地域・パレオインディアンの重層遺跡

を対象とした研究を紹介するなかで、遺跡地から原産地までの距離を

指標として分類された石材に対して、「現地性」「近地性」「遠隔地性」

と呼称している（阿子島1989)。

2)本文中で言う「赤城山南麓地域」とは、厳密な地形分類的範囲を指

し示す名称ではなく、一般的な地域を指し示すものとして用いている。

3)今井三騎堂遺跡 ・第IV文化層B地点石器群で、原産地露頭から直接

採取されたチャートが認められることについては、既に指摘されてい

る（関ロ ・勢藤2005）。そのなかでは、今井三騎堂遺跡・第IV文化層B

地点の石器群について、接合資料N(l1• 3 • 6 • 38 • 39 • 40 • 43 • 46 

がチャート角礫を利用しており、直接露頭から採取したものと解釈し

ている。しかし、実際にこれらの遺物を観察したところ、確かに大形

の礫を利用していることは予想されるが、いずれの資料も角礫である

と判断するに足る属性は認められない。よって、これらの資料が露頭

から直接採取されたと断定することはできないであろう。

今井三騎堂遺跡出土のチャート製石器全体を実見したところ、明ら

かに角礫を利用していると判断できる資料は、第IV文化層B地点出土

石器群の石核 1点（報告書第202図ー4)のみであった。

4)大西雅広氏が赤城神社の火打石採取跡から入手したチャートを拝見

させていただいた。露頭より地表面に剥落した状態のものを、採取さ

れたそうである。それは、石器石材に利用されているものと比較して

も遜色ない良質のチャートであった。

5) チャート露出地の南東約 1kmの地点には、夏井戸遺跡がある。そこ

では、チャートを使用石材の主体とする一群が検出され、出土層位か

らすると後期旧石器時代をさかのぼることが指摘されている（相沢・

関矢1988)。
6)補足的に早川源流部の河床礫調査をおこなった。チャート 露出地の

約 2km南東の地点では、少最ではあるがチャート河床礫が認められた。

桐生市新里町上鶴ケ谷・みどり市大間々町桐原にある早川貯水池の約

500m上流の地点。チャートの形状は角礫～亜角礫である。石質は良質

であり、石器石材に利用されているものと比較しても遜色ないもので

あった。最大のもには、長さ約30cmであった。

現在、早川源流部には、潅漑用の小規模なため池がいくつも造営さ

れている。また、河岸がコンクリートで補強工事されている場所が多

く認められ、早川流域の土地の改変が著しい。前述した河床に認めら

れるチャート礫が、そのような人為的な行為に伴って混入した可能性

も否定できない。したがって、現在の河川でチャート礫が認められた

からといって、旧石器時代において、高泉周辺より旧早川にチャート

が供給されたと断定することはできないであろう。

7) 赤城山の懐、不動大滝の下のチャート露頭は、ごく小規模なもので、

河床面に近接する場所に露出する。それは、粕川が山体を開析するこ

とによって地表面に露出したものと考えられる。したがって、旧石器

時代当時、未だこの露頭は存在していない可能性も想定できようか。

8) 小方正法氏によれば、高泉集落の南方の小路を歩くと、石器石材に

利用されているものと比較しても遜色ないような良質の角礫チャート

を見つけることができるという。
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9)大間々扇状地薮塚面（II面）には、浅間板恥褐色軽石（As-BP)の

堆積が認められる地点があることから、厳密にいうと、その降下を前

後して旧渡良瀬川は八玉子丘陵の東に変流していると考えられる。

10)大間々扇状地桐原面の湧水点付近がチャート礫の採集可能地であっ

たことについて、否定的な見解がある（関ロ・勢藤2005）。それは、現

在の河床礫をみると、石器石材に適した良質のチャートを見つけるに

は、膨大な礫量が存在する広範囲の河原を探索する必要があることか

ら、狭い範囲である湧水点付近で、それを採取できる可能性は低いと

いうものである。

三和工業団地 I遺跡の「男井戸」湧水点付近の扇状地構成礫の調査

では、 lmXlmの範囲を 2地点設定した。それぞれの地点において、

石器石材として適当な大きさの礫を任意に100個体ずつ抽出した（津島

1999）。その結果、 2地点の合計で10個体 (5%)のチャートが認めら

れた。それらのチャート礫をみると、石器石材に利用されているもの

と比較しても遜色ない質を備えたものが高い割合で組成していた。

また、 三和工業団地 I遺跡の西にある光仙房遺跡（友廣2003)の調

査の際、岩崎泰ー氏と筆者が現場を見学したことがあった。この遺跡

内には、桐原面の湧水点の一つである「谷地清水」が存在した。現場

担当者の許可を得て、湧水点付近の 1地点より、扇状地構成礫の中か

ら拳大のチャート礫を任意に 5個体持ち帰った。それらの礫の石質を

みると、 3個体は石器石材に利用されているものと同等の質を備えた

ものであった。

これらのことから判断すると、湧水点付近のごく狭い範囲でも、石

器石材としてのチャートは採取可能であるといえる。つまり、後期旧

石器時代にあっては、桐原面に存在する湧水点付近を、チャート礫の

採取可能地としてとらえることができる。

11)栃木県南部の向山遺跡は、チャートを基盤とする独立丘に立地する。

直接的に原産地露頭から石材を採取した痕跡が観察できる遺跡として

有名である（木村・芹澤1997）。この遺跡は、赤城山南麓地域からそれ

ほど遠距離にあるわけでなく、石材の流通を考慮すると、向山遺跡で

採取された石材が当該地域に流入している可能性も考えられる。向山

遺跡のチャートは、「黒色的色合いの強さや木目の緻密さ」という特徴

があり、実際に栃木県内の他の遺跡で、向山産のチャートを利用して

いるものが認められるという（木村 ・芹澤前掲、芹澤2005)。

本稿で対象としたチャート角礫を原材とする 3個体の資料には、前

述したような向山産を示す特徴は認められない。よって、少なくとも、

この 3個体に関しては、向山遺跡の露頭に石材を求めた資料であると

はいえない。
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「円形竹管文」の再検討

今井道上II遺跡および荒砥北三木堂II遺跡出土土器の観察から

原 雅信

（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1. はじめに

2.今井道上II遺跡出土土器の観察

3.荒砥北三木堂II遺跡出土土器の観察

4.円形竹管文研究史

5.今後の課題

要 9
日

竹管文とは「竹又は中空の植物の茎を施文具とした種々の圧痕」（麻生1953)であり、円形竹管文は、縦割した円形断

面の施文具を押捺（刺突）して表出される文様ということが一般的な理解となっている。

しかし、研究史を辿ると半戟竹管の回転により表出される「円形竹管文」も存在することが注意される。「円形竹管文」

について、施文具や施文法について十分な観察が行われてきたかは疑問であり、単純な文様であることから、あまり注

目されず、その観察もやや等閑視された観も否定できない。竹管文の観察経過から「円形竹管文」について再検討する

必要性を提起したい。

キーワード

対象時代縄文時代

対象地域群馬県他

研究対象竹管文
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1. はじめに

縄文土器の文様要素には、縄文、沈線文、隆線文、刺

突文等の種類がある。多種多様な文様は、施文具と施文

手法の組み合わせにより決定され、その集合として文様

帯が形成されることになる。文様観察に際しては、縄文

原体とその施文方位、文様施文方法や文様構成等、詳細

に記馘される。これらは、長年にわたる研究の積み上げ

により定式化されるものとなり、共通認識が形成される

文様も多い。しかし、詳細な観察と同時に定式化された

文様として理解されることで、個々の文様施文の特徴を

みのがしてしまう場合もありうる。特に土器型式の判別

に直接左右しないと考えられる要素についてはなおさら

かもしれない。

今回観察した「円形竹管文」は、このような文様の一

つであろうと思われる。

文様の見方として、稲田孝司はかつて施文具形態文様

と施文具方位文様という二方向の視点を提示した（稲田

1972)。施文具形態文様とは、施文具の形状そのものが文

様として土器面に表出されるもので、縄文や押型文等を

代表とする。施文具方位文様は、施文具の連続的押捺に

より表出される文様で、沈線文の類を代表とする。

このような見方でいえば、「円形竹管文」は施文具形態

文様として理解されているものだろう。

しかし、これまでの研究の歩みでも明らかなように、

「円形竹管文」と呼称される文様は、竹管等の縦戟によ

る環状施文具の刺突で表出されるものとは限定できない

ことがわかる。これは今回観察した土器でも認められる

ことであり、すでに各報告例でもみられるように半戟竹

管の回転手法により得られる「円形竹管文」が存在する

のである。

今回、今井道上II遺跡、荒砥北三木堂II遺跡の縄文土

器の観察を契機に、文様施文について気付いた点をまと

めておきたい。新たな観察視点ではないが、円形竹管文

については、比較的等閑視されてきた観のある文様と考

えたからである。

今井道上II遺跡（群埋文 2006)および荒砥北三木堂

II遺跡（群埋文 2008)は、前橋市今井町に所在し、赤

城山南麓の開折谷に面した台地上に所在する旧石器時代

から近現代までの複合遺跡である。

今井道上II遺跡は、縄文時代前期および古墳時代中期

の集落が調査された。縄文時代の住居は 3軒で、いずれ

も諸磯a式期に位置付けられる資料である。

荒砥北三木堂II遺跡は、台地南縁辺に分布する古墳時

代中期の集落および古式須恵器の出土等から、南方500m

にある 5世紀後半の大型前方後円墳である今井神社古墳

との関連が注目されている。縄文土器は、土坑およびグ

リッドから出土したもので、草創期から後期が含まれる。

この 2遺跡について、平成16年度から平成18年度にか
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け、報告書作成に伴う資料整理が行なわれ、その際縄文

土器の観察をする機会に恵まれた。

次に、これらの遺跡出土縄文土器の観察について報告

する。この観察内容は、基本的にそれぞれの報告書に掲

馘してあるが、文様観察の基本的内容に係わることから

重複する部分もあるが、記述しておきたい。

2.今井道上II遺跡出土土器の観察［図 1] 

出土した諸磯a式土器については、文様のバラエティ

は少ないが、竹管文を主とし一部に櫛歯状施文具による

施文がみられる。竹管文は、平行線文、連続爪形文等が

観察されるが、今回注目されるものは「円形竹管文」と

される文様である。文様構成は、縄文面に各種竹管文に

より単純な文様が表出される。しかし、その円形竹管文

に特徴的な施文手法が観察された。

まず竹管文の分類についてみておきたい。竹管文の分

類には複数の文献があるが、縄文土器全般を対象とした

ものとして西川博孝による分類を参考とする（西川

1983)。

竹管文の観察基準として、原体・施文方法・施文角度

の3条件を示し、分類を行なっている。これまでの竹管

文に関する文様観察および分類方法の代表的なものとい

える。以下、分類項目を掲げておく。

原体として、「 I 円形竹管」、「II 半戟竹管」、「III 劣

歓竹管」、「IV 多馘竹管」、「V 特殊な竹管」の 5分類

とする。施文の方法は、「 1 刺突文 原体を単に刺突し

たもの。」、「 2 沈線文 原体を単に引いたもの。」、「 3

押引文 1, 2の動作を複合したもの。」、「 4 特殊交

互に支点をかえて施文するもの。」となる。施文の角度は、

「A 器面に直角にあてるもの。」、「B 器面に鋭角にあ

てるもの。」、「C 器面に鈍角にあてるもの。」という基

準を示した。この分類によれば、円形竹管文は「 I 円

形竹管」を原体とし、施文は「 1 刺突文」、その角度は

「A」もしくは「B」、となる。

しかし、固 1に示す「円形竹管文」資料の中に、この

分類とは異なる例が観察された。

1は波状口縁の深鉢で、 RL横位の縄文施文面に円形

文が垂下する単純な文様構成の諸磯a式土器である。

ここに加えられる円形文であるが、個々の円形文を観

察すると 1ヶ所に粘土の盛り上がりが認められるのであ

る。このような文様は「円形竹管」の「刺突」では表出

されにくいであろう。円形文内に粘土の盛り上がりが境

界状に残るような文様を「刺突」方法により表出しよう

とすれば、次の方法が考えられる。

原体とする円形竹管の 1ヶ所に切れ目をもつ施文具を

用いる方法と、半戟竹管を円形になるように個々に刺突

する方法である。今回の例についてもその可能性を考慮

した。しかし、施される円形文の状態を詳細に観察する



と、円形文の末端がちょうど「の」字を描くようにもう

一方の末端に重なっているような痕跡が残っていること

が認められた。このような状態は、切れ目を有する円形

竹管の刺突では得ることはできない ［同図 2部分写真参

照］。

この円形文は、刺突という手法により施文原体の形状

を刻印して得られる文様ではないとみられる。

円形文の末端が「の」字状となるという特徴から考え

ると、施文原体の回転手法により表出される文様である

といえる。回転手法を前提に施文法を復元すると次のよ

うな施文方法が考えられる。施文原体として半裁竹管を

用い、器面に対し直角にあて、さらにそのままの状態で

回転することで、円形文を施す、という施文法となる。

このような半歓竹管による回転手法で施文すると、今回

の例と同様な円形文を得ることができる。

しかし、実験的に復元をしたことでわかることだが、

その施文効果は不規則で一定したものではないことに気

がつく。施文原体を 1回転以上回転してしまうと、円形

竹管の刺突によるものと同様な円形文が形成され、円形

文内には回転手法による痕跡は残らない。また、 1回転

する手前で止めてしまえば、「C」字状の文様が施される

ことになる。

円形文の末端が「の」字状となるためには、半戟竹管

を器面に押し当て、回転させ、 1回転する直前で施文を

完了する必要がある。円形文内の筋状の粘土の盛り上が

りは、最初の押圧の際の粘土が、回転により押されて残っ

たものである。 1回転以上すると、筋状の粘土の盛り上

がりが削り取られてしまい、一見すると押捺による「円

形竹管文」に類似するものとなる場合もある。しかし、

実験的に施文してみると半戟竹管を押捺し、回転しはじ

めると、手の動きがちょうど 1回転前後で無理なく施文

が完了できるように感じる。そのため、実際の文様でも、

筋状の痕跡が円形文内に残るということかもしれない。

円形文内を観察すると、右回転が多いことがわかる。

右手を利き手とする製作者による結果なのだろう。

なお、この報告段階では次のように「円形竹管文」を

整理した［医 1-3 参照］。

A 円形竹管を施文具とい施文方法は押捺によるもの。

B 半裁竹管を施文具とし、弧状部を対置して刺突し、

円形文を施すもの。今回の観察資料では認められない

が、施文方法として可能性はあろう。

c 半裁竹管を施文具とし、回転手法により円形文を施

すもの。円形文内に粘土の盛り上がり等の回転痕跡が

観察され、複数の円形文が施される場合は、形状に差

異が生じるものが見られる場合が多い。

さらに、回転量も円形文表出に影響をもつ。

a 1回転する手前で施文を完了する場合。

b 1回転で施文を完了する場合。

「円形竹管文」の再検討

C 1回転以上する場合。

3.荒砥北三木堂II遺跡出土土器の観察 ［図 2]

諸磯 a式土器を中心として文様の観察を報告する。

(1) 肋骨文を施す土器

図2-4、5、 6、7は接合関係はないが、文様や胎

土等が類似することから同一個体であると観察される。

この資料を中心に文様や施文法について記戟し、他の土

器についても触れながら特徴をみていきたい。

4、5、 6、7は櫛歯状施文具による肋骨文が施され

るものであるが、文様等について施文順序により①から

⑥の段階に従って観察していく。

①縄文が器面全面に施される。 RL横位であるが、節の

形状を観察すると 0段多条であろう。文様と重複し、観

察部分が限定されるが、おそらく 0段 3条とみられる。

原体は幅 2mm程度である。 4は1条ごと深い条が現れ、

一見すると附加条のようにみえるが、同片および他破片

を観察すると、やはり正撚 2段の RL(O段 3条）である

ことがわかる。附加条にもみえる不安定な条走行は、 2

段時の撚りが不均一のため一方の条にのみ撚りがかか

り、もう一方の条に巻きつくようになった部分で施文さ

れたためである。他片のように条が整然とする部分もあ

ることから、同一の原体に撚りが均等の部分と、不均等

の部分があったのだろう。用いる繊維がやや硬質のため、

捻転性が不良で末端部で撚りが不十分であったことによ

る。条に対する節の傾斜が強いことも同様に用いる繊維

の性状によるものだろう。

②次に単一沈線による垂線を施す。 6では垂線間が3.2

cmから 4cm程度であることから、四単位の波状口縁であ

れば、波頂部および波底部からそれぞれ垂下することに

なる。施文は半戟竹管の片側のみを使用することでも施

文は可能だが、平行線となる部分は認められないことか

ら、先端の細い棒状施文具によるものとみられる。別個

体であるが、 8では、垂線を平行線文とし、半裁竹管文

を使用する例も存在する。

③肋骨文は、垂線間を下弦の弧状文により繋げること

で構成する。この弧状文は 3条が同時に引かれることか

ら、先端部が 3本の櫛歯状施文具が使用される。さらに

この櫛歯文は 3条の上位の弧状線のみが深めとなる。こ

の深浅の差はわずかなものだが、肉眼でも区別できるも

ので、各弧状文とも同様に上位の弧状線が深めである。

施文具や施文法に起因するものだが、規則的な文様と

なっていることから、文様形成におけるアクセントとみ

ることができ、効果を意図した施文手法と考えられる。

3本のうち 1本が長めとなる櫛歯状施文具を用意し、使

用したのだろう。施文方位は、観察できる部分では、左

側が起点で、右方向へと弧状文が施されている。

④垂線と弧状文の交点に円形文が施される。この円形
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文は、形状がやや不規則なものがみられる点や全周しな

い部分がある点、底面の深さが不均ーである点、また円

形文内側にの字状の粘土の軌跡が残る点から、半歓竹管

の回転により施文されたものである。円形文をもつ例は

8、9、10、11がある。 11は残存状態が不良のため確定

できないが、他例は刺突手法ではなく、やはり半戟竹管

の回転により表出される文様である。

円形竹管文は縄文時代各時期に認められ、その中には

半戟竹管の回転押捺により施される例も報告されてい

る。しかし、多くの例は円形竹管の刺突により表出され

るものとされている。現状でいえば、円形竹管文には、

円形竹管の刺突によるものと、半戟竹管の回転手法によ

る2種類の施文法があり、回転手法は少例という理解が

一般的のように思われる。しかし、注意して円形竹管文

が施される資料の報告例をみると、回転手法によるもの

と観察される例が決して少なくないことに気がつくので

ある。単純な文様であり、文様構成の主要な位置を占め

ないことから、あまり注意されてこなかったのだろうか。

特に、前期の例ではその傾向が強いように思われる。今

回の遺跡例では少例であり、全体的な傾向について言及

することはできないが、問題意識の一つとして周辺地域

の出土資料について注意していく必要があろう。

課題としては、時間差や地域差による文様技法の相違

なのか、表出技法に複数存在するのではなく、同一技法

となるのか、という点について観察する必要がある。

当面は、半戟竹管の回転によることが明らかなものを

円形文として、いわゆる「円形竹管文」とは分けて呼称

しておきたい。

⑤頸部に横走条線文が施される。櫛歯状施文具が用い

られるため、一見すると肋骨文施文と同様の櫛歯状施文

具のようにみられるが、条線間隔に相違が認められるこ

とから、異なる施文具が使用されていると考えられる。

両端部に半戟竹管による刺突文列が巡るため、単位が観

察しにくいが、 4条単位の櫛歯状施文具が使用されると

みられる。

⑥頸部の横走条線文帯の上下端に沿って、刺突文列を

加える。半馘竹管を施文具とし、器面に対し30゚前後の角

度で左から右方向へ連続施文される。施文間隔は 5mm前

後である。この刺突文は、器面に施文具端部を押し付け

るように施すことで、逆コの字形の軌跡となる。施文具

である半馘竹管の幅が 4mm弱であり、円形文の施文具と

ほぽ一致するところから、同一の施文具により文様表出

された可能性が高い。

以上のように、肋骨文を主文様とする土器の文様と施

文具についてみていくと、棒状施文具（垂線）、 3本櫛歯

（肋骨文）、 4本櫛歯（横走条線文）、半戟竹管（円形文・

刺突文）および縄文 (0段 3条 RL)という複数の施文具

が使用されることがわかる。文様表出には、それぞれ施
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文するための施文具が用意され使用されたのであろう。

(2) 垂線と円形文を施す土器

円形文をもつ 8をみてみよう 。半戟竹管による垂線を

施し、その上に半戟竹管の回転施文である円形文が加え

られる。この例でも、半戟竹管とい う施文具は同様であ

るものの、垂線と円形文では異なる施文具が用いられて

いる。垂線を施すための幅 5mm程度の半戟竹管、円形文

を施すための幅 9皿程度の半戟竹管がそれぞれ使用され

ている。これも、先の例と同様にそれぞれの文様表出に

は、それぞれ施文具が用いられたことになる。

(3) 連続爪形文と山形文を施す土器

次に10についてみてみよう。この資料は、連続爪形文

間に山形文を施し、胴部に円形文を加える単純な文様構

成である。口縁部文様について、①から⑤の施文順序に

沿って文様を観察していく。

①縄文が施される。 RL横位であるが、条走行はやや不

規則であり斜位に近い施文部分もみられる。施文状態が

あまり良好ではないが、 2条ごとにやや細い条が 1条規

則的に観察される。 1段 3条 RLとなるが、種別につい

て、正撚もしくは附加条第 1種か判断できない。

②平行線文が施される。幅 3皿程度であるが、平行線

をみると断面がかまぽこ状を呈する。線刻は浅めである

ことから、半戟ではなく四分割程度の竹管が使用された

ものとみられる。平行線は1.5cm前後の間隔で 3条巡り、

2帯の区画が形成される。口縁部に沿って平行に巡るが、

つなぎ目部などでやや歪みが生じる場所もみられる。

なお、下位の平行線文は輪積み部に沿って加えられる。

③平行線文上に連続爪形文を施す。幅 3mm程度で、平

行線と同様の四分割竹管が用いられるものと観察され

る。器面に対して30゚程の角度で加えられ、印刻は深めで

ある。

④平行線文と連続爪形文により区画された部分に山形

文が施される。幅 3疇程度であり、平行線文や連続爪形

文と同様の施文具とみられる。かまぽこ状断面を呈し、

平行線間の器面上には擦痕が残ることから、やはり 4分

割程度の竹管を施文具としたものと観察される。山形文

の施文方位は左側から右方向へ展開している。

なお、口唇上端部の刻目は、文様施文の施文具背部の

押圧により表出することが可能だろう。

⑤胴部に円形文が縦位に施される。 1/ 2が欠損するた

め施文法は確定できない。しかし、回転手法によるもの

とすれば、口縁部文様と同様の施文具 (4分割程度の竹

管）で施文は可能であると考えられる。

以上のように、本資料は、施文工程の②から④は同一

施文具により文様が施文され、⑤についてもこれに含ま

れる可能性が高い。この資料は、 4分割程度の竹管とい

う同一施文具により各文様が施される例といえる。



(4) 竹管文の特徴について

このような竹管文の観察をとおして、諸磯 a式土器に

も、それぞれ異なる施文具を用い個々の文様を表出して

肋骨文を施す例 (4、 5、 6、 7)や垂線と円形文を組

み合わせる例（ 8) や、同一施文具を用いて爪形文や山

形文を組み合わせる例 (10)が存在することがわかる。

このような文様施文時の施文具のあり方の相違は何に

起因するものなのであろうか。文様の種別に関連するも

のか、地域的なもしくは時間的な要因を反映しているも

のか、今回の資料からはその意味は特定できないが、な

んらかの有意性をもつものと考えられる。

加えて、荒砥北三木堂II遺跡例からも「円形竹管文」

が円形竹管の刺突によるものか、「円形文」とした半馘竹

管の回転手法によるものか、注意をする必要があること

が指摘できる。単純な文様であるとみられがちだが、竹

管文の観察にはポイントとなる文様といえる。

4.円形竹管文研究史

今井道上II遺跡、荒砥北三木堂II遺跡出土縄文土器の

観察内容は前項のとおりである。破片資料を中心にした

個別文様の観察にとどまるが、特に諸磯式土器の竹管文

の施文方法に注意した。これらの観察を通じて、「円形竹

管文」について再検討する必要が生じたのである。

「円形竹管文」は、縄文土器の主要な文様との位置づけ

とならず、「点」としての文様という位置づけにあった。

そのため、それぞれの土器文様中の「円形竹管文」には

あまり注意が払われてこなかったのであろう。

研究史にその理由を探ろうとしているが、現状では文

献検索等が不十分であり、概要にとどまるが略史として

辿っておきたい［表 l 参照］。

なお、「円形竹管文」は文様要素としては、草創期から

晩期に至るまで断片的に認められるものであり、さらに

土器ばかりではなく、土偶等を含む土製品にも加えられ

る場合もある。研究史を辿るにあたり、「竹管文系土器群」

と称される前期土器（諸磯式土器）が中心になるが、基

本的に時期や遺物種別を限定せず、調査する必要がある

ものと考えている。

諸磯式土器は、大正時代に厚手式土器、薄手式土器等

と同様に縄文土器の分類の一つとして着目された資料で

ある。大正10(1921)年榊原政織「相模国諸磯石器時代

遺蹟調査報告」により注目され、大正13(1924)年谷川

磐雄「諸磯式土器の研究J (1)~(3) により「日本石

器時代の遺跡遺物に、一派を劃すべき必要の存する事」

と位置づけられた。大正時代にあっては、鳥居龍蔵によ

る同時代異部族論に主導され、縄文土器は先住民族によ

るものと理解されていた。厚手式（派）、薄手式（派）は

それぞれ山岳部族と海岸部族と理解され、それに出奥式

や諸磯式が存在するものであった。さらに各式には文様

「円形竹管文」の再検討

の単純、複雑さの比較や出土層位の関係等も問題とされ、

時間的前後関係も視野に入っていた。

谷川は諸磯式土器の出土遺跡地名、文様の特徴等を概

観しながら、文様については、拓本図の掲載と縄文、竹

管文、爪形文等の説明が加えられている。ここでは、「竹

管文」と呼称する文様は円形竹管文を指している［図 2-

12]。なお、この中には「連続半円状は、一点を中心にし

てあるコムパスの如きもので描いた事がわかる」として、

コンパス文の存在も指摘している［図 2-13]。

その後、諸磯式土器論争とも呼ばれる年代的位置づけ

を巡る研究段階を経過し、 1928（昭和 3)年山内清男「下

総上本郷貝塚」により編年的な位置付けが確定する。

この間、前期土器の文様に関しては竹管文、円形竹管

文、円文、半歓竹管文、爪形文等の名称が使用一般化し

ていくことになる。

1953（昭28)年、麻生優「竹管文に関する試論」によ

り、竹管文の分類、分析が行なわれた。竹管文を「竹又

は中空の植物の茎を施文具とした種々の圧痕」と定義し、

さらに円形、 3戟、 4歓、 5裁、多歓に分けると共に、

施文の角度や方向等に着目し分析した。麻生の竹管文分

類、特に縦裁数による細分は一般化するものではなかっ

たが、「円形竹管文」および「半戟竹管文」は文様名称と

して広く使用されるようになる。谷川により呼称された

竹管文は円形竹管文と半馘竹管文とに呼び分けられるこ

とになった。

佐原真は、竹管文の施文方向を分析し、利き手につ

いて考察を加えた（佐原 1955・1956)。また、半裁竹管

文について外側竹管文、内側竹管文に大別し、「関東では、

凡そ、早期及び中期以降が、外側竹管文、前期が内側竹

管文」（佐原 1955)との年代的変遷を概観している。佐

原の分析は、文様の施文方向や利き手に主眼がおかれる

ことから、「施文原体を土器面に対し垂直に刺すことに

よって生ずる竹管紋は材料として用い難い。」（佐原

1955) として、いわゆる円形竹管文については考察から

除外されている。なお、竹管文については「竹管を垂直

に押しつけたのが円形竹管紋」、「半分に割って使えば半

裁竹管文」、「細かく割ったものを《多馘》」と分類してい

ることが後の文献でわかる。（佐原 1981) 

麻生、佐原の竹管文に関する分析により、この文様に

対する認識が整理され、施文具および施文法等は現状で

も某本的に引き継がれている。

その後、『村山遺跡』により、麻生や佐原の竹管文分類

に含まれていない「円形文」が報告されることになる（塩

野 大 野 1960）。この資料は「第10類諸磯b式類似土

器」の中に指摘されるもので、「この円文は、前類の竹管

を押した円文とは趣の異なるもので、おそらく半切竹管

の回転による圧痕であろう。」［図 2-15] と観察してい

る。前類とは「第 9類諸磯a式類似土器」の「（ b)竹
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管円文土器その他」［図 2-14]であり、円形竹管の押圧

によるものを一括する。

回転による円文については、別項に「半切竹管を回転

させた環文」という表現もある。なお、この土器は同報

告書の表紙にも掲載されている。

この報告書により、いわゆる円形竹管文と呼ばれるも

のには、円形竹管の押圧による「竹管円文」と、「半切竹

管」の回転圧痕による「円文（現文）」の 2種類が存在す

ることが指摘されたことになる。報告中にはこの円文の

特徴は「線の切れこみが鋭く、円の形態も相互に多少異

なっている。」とし、発生理由として「こういう手法のヒ

ントは、異方向の爪形が同一文帯上で相接した場合の形

から、容易に得られたものであろう。」と分析した。また、

円文（環文）は「諸磯b式類似土器」とともに「本来の

ものと異なる、ローカルな」ものとの位置づけを行なっ

た。

村山遺跡は岐阜県に所在し、 1951（昭和26)年に発掘

調査された。遺物整理は1953（昭和28)年に東京大学理

学部に席を移して行なわれた。担当者である大野によれ

ば、整理に際しては山内清男による指導を受け、報告書

の「草稿の御校閲までしていただき、いろいろ重ねての

ご教示を賜った。」とのことである。また、同教室駒井和

愛、八幡一郎にも指導を受けたと述べている。報告書は

1954（昭和29)年には完成していたが、諸事情により刊

行が1960（昭和35)年となってしまったという。つまり、

1953年の麻生、 1955、1956年の佐原による竹管文研究と

同時期に執筆されていたことになる。

麻生、佐原は、円形竹管文としては円形竹管の押圧に

よる施文法が紹介されるが、村山遺跡例にある半戟竹管

の回転施文には触れていない。村山遺跡の報告書は1960

年刊行だが、資料整理は1953年に東京大学理学部におい

て、山内の指導を受けながら進められていた。佐原も竹

管文に関しても「私は施紋法の多くを山内先生、その他

の先輩に学んでいる。」（佐原 1955) とあるように、山

内の指導を受けていた。文献上は触れられていないが、

佐原も山内を介して、村山遺跡例を知っていた可能性は

高い。さらに、佐原と大野は前期土器の分析にあたり北

白／1|下層式土器について京都大学、東京大学の保管資料

を実見している。特に東京大学資料は山内により共通の

資料を参考資料としていると思われ、接点は少なくな

かったはずである。しかし、「回転による円文」について

は、佐原の以後の竹管文の記述にも触れられることがな

い。考古資料を詳細に観察する佐原にあって、この点は

極めて不思議なことであると思う。

以降、「円形竹管文」は、円形施文具の押捺（刺突）に

より得られる文様として一般化していく。

そのような動向の中、回転手法による円形竹管文の報

告も断片的ながら認められることは重要である。現状で
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は、文献検索が不十分のため、遺漏が多いが確認された

ものは次の報告例がある。

林謙作は、福島県宮田貝塚出土土器（関山式土器併行）

について「頂点 ・交点に円形竹管文（半戟竹管を回転し

たもの）を施文している。」［図 2-16] と解説した（林

1982)。

佐々木保俊は、埼玉県打越遺跡出土土器に「円形竹管

文」とともに「半戟竹管を回転して得られた円文」を施

す関山式土器を報告した（佐々木 1982)。

山口逸弘は、群馬県房谷戸遺跡の勝坂式土器に「半戟

竹管による小円」（群埋文 1989) を観察している。

すなわち、半戟竹管の回転による「円形文」が最初に

指摘された諸磯式土器ばかりではなく、前期前半の繊維

土器や中期にも存在することがわかる。このことから時

期的、地域的に限定される文様表出手法ではなく、さら

に広く存在する可能性が伺われるのである。

現状では、「円形竹管文」には、円形施文具の押捺（刺

突）によるものと、半裁竹管の回転によるものの両者が

存在する理解ができる。しかし、回転手法は圧倒的に報

告例が少ない。このことが、円形竹管文の実態であるか

は疑問が残る。ここに、「円形竹管文」の再検討の必要が

生じるものと考えている。

5.今後の課題

「文様における施文効果は、施文原体と相関関係にある

から、その理解は、原体の復元を通して行なわなければ

ならない。」「竹管文に於ける個々の文様は、大略施文原

体と、それに加えられる施文手法（器面に当てる角度）

とによって決定される。」（多摩ニュータウン遺跡調査報

告VII 1969) との指摘どおり、施文具もしくは施文手法

を排除して、効果としての表出された文様のみでは、本

来の文様理解とはならないだろう。施文具 ・施文手法 ・

文様という一連の工程を理解することで、文様の正確な

把握ができるものと思う。

今回取り上げた円形竹管文は、単純であるがために、

また主要な位置を占めるものとは考えられていないこと

から、個々の文様観察が不十分であったと考えるにい

たった。さらに、研究史の理解もやはり不十分であった。

半載竹管の回転による表出技法は「円形竹管文」として

は少数派であるいう認識は、文様観察や研究史的理解が

不十分であったという点が影響していると考えている。

自らもこのことについて認識が不十分であったことは、

大きな反省点でもある。今井道上II遺跡、荒砥北三木堂

II遺跡出土土器の観察を契機に、再検討する必要性を痛

感した。今回は、土器観察により得られた竹管文につい

ての紹介にとどまるが、次の点を今後の課題として提起

しておきたい。

①竹管文の研究史的解題を行い、問題の所在を明確に



する必要がある。詳細な観察を前提とする土器研究に

あって、竹管文研究を再確認しなければならないだろう。

②土器をはじめとして各種土製品等に表出される「円

形竹管文」の再検討が必要である。円形竹管の押捺によ

る文様と半戟竹管の回転による文様とでは、 I円形」とい

う共通する文様形状が得られるとはいえ、施文具、施文

方法とも全く異なる。両手法の関連について具体的に考

察を加える必要がある。

以上、この 2点を解決すべき課題とし、今回のまとめ

としておきたい。
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／
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磯
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、
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、
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．
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に
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、
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磯
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県
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式
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／
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磯
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。
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岡
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台
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磯
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。
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追
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葉
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磯
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れ
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器
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H召
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台
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出
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土
器
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磯
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式
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円
形

竹
管

文
」

拓
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図
で
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C
字
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が
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え
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。

1
9
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井
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文

土
器

大
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1
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滋
賀

里
式
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賀
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跡

円
形
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管

文
を

つ
け

て
い

る
。
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原
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縄

紋
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縄
文

土
器

大
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3
後
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管

を
垂

直
に

押
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つ
け
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円
形

竹
管

紋
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半
分

に
割

っ
て

使
う

「
半

裁
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管
紋

」

1
9
8
2
 
H召

5
7
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村

啓
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式
土

器
縄
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化
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究

3
横

切
り

に
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た
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文
具

に
よ

る
円

形
刺

突
文

／
竹

管
に

よ
る

円
形

刺
突

文

1
9
8
2
 
H召

5
7
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井

和
之

黒
浜

式
土

器
縄

文
文

化
の

研
究

3
黒

浜
式

土
器

第
I
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線
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わ
り

に
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形
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管
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を
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る
例
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・
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・
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9
8
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8召

5
7
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説
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1
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3
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縄
文

士
器

大
成

1
早
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IJ
期
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島
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宮

田
貝

塚
関

山
式
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行
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頂
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円
形

竹
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文
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半
賊
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回
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）
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」
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9
8
2
 
H召

5
7

／
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管
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8
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磯
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縄
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。
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鋭
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H召

5
9

胄
宮

西
追
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8
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縄
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草
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。
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8
9
 
平

1
谷

口
康

浩
諸

磯
式

土
器

縄
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／
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史
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追
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。
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縦
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縄
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が
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「円形竹管文」の再検討

A 

施文具である円形竹管を押捺する方法。施文具の形態がそ

のまま表出され、安定した文様が得られる。

B 

半戟竹管文を施文具とし、土器面に垂直に押捺し、弧を組

み合わせて円形文とする方法。

c
 

(1の部分写真） 2
 

半賊竹管を施文具として、土器面に垂直に押捺しながら回

転する方法。回転度合により「の」字状の痕跡や、不安定

な形状を示す場合もある。

3 「円形竹管文」施文法

図1
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多田山古墳群69号竪穴出土鉄製品の金属学的調査

大澤正己1．深澤敦仁2

1愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター

2（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団

1.はじめに

2.遺構 ・遺物の概要

3.盾隅金具及び鈎状鉄製品の金属学的調査

4.おわりに

要 9
13 

古墳時代の喪屋の可能性が認められる、群馬県伊勢崎市赤堀今井町所在の多田山古墳群69号竪穴から出土した鉄製品

には盾隅金具および（仮称）鈎状鉄製品がある。これらの遺物は共伴する土器の年代観から、 5世紀末～ 6世紀初頭の

ものと考えられるが、これらについて遺構 ・遺物の重要性を鑑み、金属学的分析を行った。

分析結果の概要は次の通りである。盾隅金具と鈎状鉄製品は、両方共低温還元直接製鋼法による塊錬鉄原料である。

非金属介在物は大型の鉄かんらん石 (Fayalite:2FeO • S i02) と酸化第 1 鉄のウスタイト (Wustite: FeO)で構成され

る。材質は極低炭素鋼の軟質材の充当で、鉄剣の鋭利性や靭性を追求した造りとは異なり、加工性重視の狙いが窺われ

た。

キーワード

対象時代古墳時代

対象地方群馬県

研究対象盾隅金具 ・（仮称）鈎状鉄製品
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